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平成２５年３月

日田市教育委員会

教育長　合原 多賀雄

　日田市は九州島のほぼ中央にあって、周囲を標高 1,000 ｍを越える山地に囲まれた盆地地

形を呈しています。この日田盆地の中心を九州随一の河川である筑後川が貫流し、古くから交

通の要衝として発展してきました。江戸時代には幕府の直轄地となって栄え、日田独特の文化

を育くみ現在まで受け継がれ、市民の誇りとなっております。

　今回報告します永山城跡は、月隈公園と呼ばれ市民や観光客の憩いの場として、街の中にあ

りながら、癒しの空間として親しまれています。

　この永山城は、江戸幕府が開かれる直前に築かれていますが、このことによって近世の日田

が始まったといっても過言ではなく、その後天領として栄えた日田の原点ともいえるものであ

ります。永山城は築城後数十年で廃城となり、日田の政治の中心は永山布政所に移りますが、

明治時代には日田県庁としても利用されます。

　こうした重要性から、日田市教育委員会では永山城跡を市民の宝として永久に保護していく

ことを目指し、史跡として指定するための調査を実施して参りました。

その結果、永山城の遺構やその構造、また廃城となった後の城の様子などが明らかになってき

ました。本書ではこれらの調査の概要をまとめて、今後の文化財保護や普及啓発、日田の近世

史を考える上での一助として、大いに利活用していただければ幸いです

　最後になりましたが、後藤宗俊先生、豊田寛三先生、上野淳也先生をはじめとします諸先生・

学生の皆さんや調査にあたりご協力いただきました関係者の皆様方に心より厚くお礼申し上げ

ます。

序　　　文



１．本書は平成 20 年度～ 24 年度に国庫・県費の補助を得て実施した大分県日田市丸山二丁目に所在する永山

　　城跡の発掘調査概要報告書である。

２．永山城跡に関する発掘調査は 4 次の予備調査と 3 次の本調査と測量調査を実施している。それぞれ年度ご

　　とに予備調査・本調査として報告を行ってきたが、本報告における文中及び図中の標記名称及び略称につい

　　ては、以下に統一するものとする。

３．調査にあたっては、地元の方々及び市土木建築部都市整備課のご協力をいただいた。

４．各調査における内容については、第 3・4 章で詳述する。

５．発掘調査等は日田市教育委員会が主体となり実施し、２次調査は別府大学文化財研究所に業務委託して行っ

た。

６．本書に掲載した地形・横穴等の平面測量図は、国庫補助事業で委託した成果品を使用した。

７．本報告において記述する永山城跡にかかる施設の詳細及び名称については、次項に凡例を示し、報告文中及

び図中の表記もこれに基づくものとする。

８．本書に掲載した実測図・写真については、発掘２次調査に関しては別府大学文化財研究所に委託した成果

物を使用し、それ以外に関しては全て日田市教育委員会が行ったものを使用している。

９．本調査における出土した遺物及び図面・写真類については、日田市埋蔵文化財センターに保管しているが、

一部別府大学文化財研究所に貸し出しを行っている。

10．本書の第４章・第 5 章一部については、平成 23 年度に別府大学文化財研究所に業務委託した成果内容に加

　　筆執筆した。

11．本書は概要報告書であるため、今後の整理作業の進捗状況によっては、発行を予定している本報告において

　　内容の修正を行うことがある。

12．本書の執筆については、各担当者が分担したほか、別府大学の豊田寛三学長、上野淳也助教から玉稿を賜った。 

　　執筆者については以下の通りである。

　　　第 1 章　（1）・（2）渡邉・上原

　　　第 2 章　若杉

　　　第 3 章　（1）行時、（2）行時・渡邉、（3）渡邉、（4）行時・渡邉（5）渡邉

　　　第 4 章　（1）・（4）若杉、（2）・（3）上野、（5）・（7）渡邉、（6）行時、（8）上野・若杉

　　　第 5 章　（1）土居・行時・平塚、（2）土居・行時・上原、（3）土居・若杉、（4）土居

例　　　言

年度 種別 標記名称 　略称

平成20年度 予備調査   → 　予備1次調査●トレンチ   　予１次●トレ 

平成21年度 予備調査   → 　予備2次調査●トレンチ   　予２次●トレ

平成21年度 予備調査   →　 予備3次調査●トレンチ   　予３次●トレ

平成22年度 発掘調査   → 　発掘1次調査●区    　発掘1次●区

平成22年度 測量調査   → 　測量調査    　-

平成23年度 予備調査   → 　予備4次調査●トレンチ   　予4次●トレ

平成23年度 発掘調査   → 　発掘2次調査●トレンチ   　発掘2次●トレ

平成24年度 発掘調査   → 　発掘3次調査●トレンチ   　発掘3次●トレ



永山城跡施設名称凡例
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施設番号 種別 名称 備考 標高（m） 面積（㎡） 石垣番号 名称

A 曲輪 天守跡 19 16 120 347 1 天守跡北

B 曲輪 本丸跡 51 37 117 1777 2 天守跡西

C 門 搦手門 - - - - 3 本丸跡北

D 曲輪 大手門北櫓台 - - 116 - 4 曲輪③南西

E 曲輪 大手門南櫓台 13 13 117 - 5 大手門北櫓北

F 曲輪 曲輪① 井戸有 43 22 92 584 6 大手門北櫓西

G 曲輪 曲輪② 16 10 106 129 7 大手門北櫓南

H 曲輪 曲輪③ 49 20 105 734 8 大手門南櫓北

I 曲輪 曲輪④ 13 12 110 113 9 大手門南櫓西

J 曲輪 曲輪⑤ 45 22 111 861 10 大手門南櫓南

K 曲輪 曲輪⑥ 23 14 99 287 11 曲輪⑤南東

L 曲輪 曲輪⑦ 12 10 97 89 12 曲輪⑤南

M 曲輪 曲輪⑧ 堀曲輪 84 48 89 2252 13 曲輪⑤北

N 曲輪 曲輪⑨ 堀曲輪 89 14 曲輪⑥南

O 曲輪 曲輪⑩ 堀曲輪 89 15 曲輪⑩北西

Ⅰ 堀 肥後どん堀 - - - 87 - 16 曲輪⑧北

Ⅱ 堀 - - - - 87 - 17 曲輪⑧西

Ⅲ 堀 - 85 - 18 曲輪⑨西

Ⅳ 堀 - 86 - 19 曲輪⑨南

Ⅴ 堀 - - - - 87 - 20 曲輪⑩南

21 曲輪⑩東

現況溝底は標高83.8m

規模（m）

9744180 60

施設名称凡例一覧表



　　　第 6 章　豊田

　　　第 7 章　土居

　　　第 8 章　土居・若杉

13．本書の編集については土居、行時、若杉、渡邉、上原で協議して行った。

日田市の位置
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永山城跡は、日田盆地中央より北側に存在する比高地約 30 ｍの独立丘陵（通称：月隈山）にある遺跡である。

大正 4 年（1915）に「月隈公園」と呼ばれるようになり、以降は児童プールや遊具施設などが整備され、市民

の憩いの場となっている。

この永山城跡の調査は、市都市整備課が計画した公園管理道路整備工事（事業名；月隈公園整備事業）に端を

発する。この月隈公園北西側に新規建設予定の管理道路計画を受けて実施した、予備 1・2 次調査（平成 20・

21 年度）では、城郭としての痕跡が良好に残されていることが確認されるとともに、専門家の指導により「城

の築造から発展までの歴史がよく保存されており、今後のまちづくりの核となりえる貴重な遺跡」との意見を得

た。遺跡としての重要性が再確認されたことを受け、事業主幹課である都市整備課と遺跡の保存や調査について

協議を重ねた結果、現在の参道を改良することで遺跡への影響を最小限とする南側の管理用道路計画が都市整備

課から提案されたことから、平成 21 年 7 月には予備 3 次調査を実施したところ、横穴墓などの遺跡の所在は確

認されるものの、城郭遺構は殆ど発見されなかった。

こうして月隈公園整備事業が進む中で、平成 21 年 5 月には公園整備や永山城跡保護に対して市民団体からの

要望書や提言が提出された。その後、市民団体との協議を重ね、平成 21 年 10 月 4 日には日田市教育委員会主

催で、市民団体や地元住民を対象とした意見交換会を開催した。この意見交換会では、従来ない北西側から新た

に開発してルートをつくるべきではないという考えで大方の意見が一致し、市側で南側参道を改良する管理道路

計画について再度調整を行い、公園整備・管理・保存の対策を検討していくこととなった。

平成 22 年にはこの南側参道の管理道路建設工事に伴う発掘調査（1 次調査）を実施するなか、平成 22 年 8

月 12 日に考古学、自然などの各専門家で構成される、「月隈城跡・月隈横穴墓群発掘調査指導委員会」を開催

した。この委員会では、「月隈山に管理道路をつくるべきではなく、城跡らしい現状のイメージを残すべき」と

する旨の意見を得た。これに基づき、市では工事計画を一度白紙に戻し、現在の遊歩道（石畳）の雰囲気を活か

した改修を行う方針に変更決定すると共に、工法や施工の細部にわたって考古学・城郭の専門家の指導を頂きな

がら事業を進めることとなり、この変更となった工事内容に応じて 1 次調査を継続して実施した。

市教委では、こうした経緯や遺跡の重要性を踏まえ、平成 22 年度には、永山城跡の調査に必要となる基礎資

料を得るために「月隈城地形図作成業務」と「月隈横穴等平面実測業務」を行い、平成 23 年度からは本格的に

永山城跡の発掘調査を計画し、大分県指定史跡に向けて取り組みを行うことにした。

保存に向けての 1 年目の調査 ( 発掘 2 次調査 ) は、発掘調査だけでなく、永山城跡を構成する石造物や資・史

料など調査範囲が多岐にわたることから、日田市と相互協定協力書を結んでいる学校法人 別府大学の教育研究

施設である別府大学文化財研究所に調査の一部を委託することとし、平成 23 年 8 月 10 日より発掘調査を実施

した。8 月 24 日には、当日までの調査内容と今後の調査方針の指導を得る為に、第 1 回の永山城跡発掘調査指

導委員会を開催し、その指導内容を元に 8 月 28 日に永山城跡の発掘調査現地説明会を別府大学文化財研究所と

協力して行った。永山城跡で行われる初めての本格的な調査に多くの見学者が訪れた。9 月 16 日には遺構を埋

土保存して発掘調査を終了した。平成 24 年 2 月 24 日には、平成 23 年度の各種調査内容の報告と翌年度の調

査方針に関する指導を得るため、第 2 回の永山城跡発掘調査指導委員会を開催し、平成 24 年度の調査範囲、県

史跡指定申請資料としての概報の発行、本報告の発行年度に関する意見を得た。

また平成 23 年度には月隈公園の北側、堀が想定される箇所において駐車場建設の計画があることを把握した

ため、平成 24 年 3 月 7 日～ 27 日まで予備 4 次調査を実施した。
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第１章　調査に至る経緯と調査組織

（１）調査に至る経緯
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平成 24 年度は、前年度の発掘調査指導委員会での指導を基に発掘調査区を設定し、7 月 26 日～ 10 月 28 日

まで発掘 3 次調査を実施した。調査は、別府大学上野淳也助教を始めとする各委員に現地で指導を受けながら

進め、調査中には別府大学と協力して現地説明会を 8 月 25 日に開催し、調査終了後は昨年度と同様に遺構を埋

土保存している。

こうした経過を経て、平成 23・24 年度の調査内容を平成 25 年 2 月 14 日開催の永山城跡発掘調査指導委員

会にて報告し、翌年度申請予定の史跡範囲等についても同時に諮問し、概ね了解を得ている。今後は、平成 25

年 6 月末までに県指定申請を行う予定である。

　各年度の発掘調査の関係者は以下の通りである。職名は当時のままとしている。

　　平成 20 年度（2008）／予備 1 次調査

　　　調査主体　　　日田市教育委員会

　　　調査責任者　　合原 多賀雄（日田市教育委員会教育長）

　　　調査統括　　　原田 文利（日田市教育庁文化財保護課長）

　　　調査事務　　　井上 正一郎（日田市教育庁文化財保護課長補佐兼埋蔵文化財係長）

　　　　　　　　　　田中 正勝（同専門員）、塚原 美保（同主査）

　　　調査員　　　　今田 秀樹・行時 桂子（同主査）、若杉 竜太（同主任）、渡邉 隆行（同主任・予備１次担当）

　　　　　　　　　　矢羽田 幸宏（同主事）

　　　発掘作業員　　荒川 廣光、後藤 美知夫、武内 健吾、筒井 英治、楢原 剛

　　　整理作業員　　黒木 千鶴子、武石 和美、中原 琴枝

　　平成 21 年度（2009）／予備 2・3 次調査

　　　調査主体　　　日田市教育委員会

　　　調査責任者　　合原 多賀雄（日田市教育委員会教育長）
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（２）調査組織

調査次数 調査年度 調査目的 調査期間 報告文献 調査面積

予備 1次調査 平成 20 年度
管理道路工事（北ルート）

に伴う試掘調査
平成 21 年 3 月 2 日～ 3月 11 日

平成 20 年度日田市埋蔵文化財年報

日田市教育委員会　平成 21 年 7 月
69 ㎡

予備 2次調査 平成 21 年度
管理道路工事（北ルート）

に伴う試掘調査
平成 21 年 5 月 14 日～ 7月 16 日

平成 21 年度日田市埋蔵文化財年報

日田市教育委員会　平成 22 年 6 月
99 ㎡

予備 3次調査 平成 21 年度
管理道路工事（南ルート）

に伴う試掘調査
平成 21 年 7 月 22 日～ 8月 7日 同上 97 ㎡

発掘 1次調査 平成 22 年度
管理道路工事（南ルート）

に伴う発掘調査

平成 22 年 5 月 17 日～平成 23 年

3 月 15 日

永山城跡

日田市埋蔵文化財調査報告書　第 99 集

平成 23 年 3 月

243 ㎡

測量調査 平成 22 年度 重要遺跡確認調査 - - -

発掘 2次調査 平成 23 年度 重要遺跡確認調査 平成 23 年 8 月 10 日～ 12 月 9 日
平成 23 年度日田市埋蔵文化財年報

日田市教育委員会　平成 24 年 5 月
528 ㎡

予備 4次調査 平成 23 年度
公園駐車場造成に伴う

事前調査
平成 24 年 3 月 7 日～ 3月 27 日

平成 23 年度日田市埋蔵文化財年報

日田市教育委員会　平成 24 年 5 月
18 ㎡

発掘 3次調査 平成 24 年度 重要遺跡確認調査 平成 24 年 7 月 26 日～ 10 月 28 日 199 ㎡

第 1 表　過去の調査年次と調査年度対応表
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　　調査指導　　　佐藤 祐二（玖珠町教育委員会）、高崎 章子（中津市教育委員会文化財課主査）、髙瀬 哲郎　

　　　　　　　　　　（石垣研究者）

　　　調査統括　　　原田 文利（日田市教育庁文化財保護課長）

　　　調査事務　　　北村 羊（日田市教育庁文化財保護課主幹兼埋蔵文化財係長）、河津 美広（同専門員）、塚

　　　　　　　　　　原 美保（同主査）

　　　調査員　　　　今田 秀樹（同主査）、行時 桂子（同主査・予備2次担当）、若杉 竜太（同主任）、渡邉 隆

　　　　　　　　　　行（同主任・予備3次担当）、矢羽田 幸宏（同主事）

　　　発掘作業員　　荒川 廣光、河津 定雄、後藤 美知夫、筒井 英治、楢原 剛、平原 知義

　　　整理作業員　　石松 裕美、佐藤 みち子、中川 照美、平川 優子

　　平成 22 年度（2010）／発掘 1 次調査、測量調査

　　　調査主体　　　日田市教育委員会

　　　調査責任者　　合原 多賀雄（日田市教育委員会教育長）

　　　調査指導　　　髙瀬 哲郎（石垣技術研究機構代表）、上野 淳也（別府大学助教）

　　　調査統括　　　財津 隆之（日田市教育庁文化財保護課長）

　　　調査事務　　　中嶋 美穂（日田市教育庁文化財保護課埋蔵文化財係副主幹）、塚原美保（同主査）

　　　調査員　　　　土居 和幸（同課埋蔵文化財係長）、今田 秀樹、（同主査）行時 桂子（同主査・発掘１次担

　　　　　　　　　　当）、若杉 竜太（同主査）、渡邉 隆行（同主任）、矢羽田 幸宏（主事）

　　　発掘作業員　　江藤 キミ子、河津 定雄、後藤 美知夫、財津 真弓、高村 三郎、筒井 英治、原田 強、平原知義、

　　　　　　　　　　森山 敬一郎

　　　整理作業員　　黒木 千鶴子、佐藤 久美

　　平成 23 年度（2011）／重要遺跡確認のための調査（発掘 2 次、予備 4 次調査）

　　　調査主体　　　日田市教育委員会

　　　調査責任者　　合原 多賀雄（日田市教育委員会教育長）

　　　調査統括　　　財津 隆之（日田市教育庁文化財保護課長）

　　調査事務　　　井上 和泉（日田市教育庁文化財保護課埋蔵文化財係主査）

　　　調査員　　　　土居 和幸（同課埋蔵文化財係長）、行時 桂子（同主査・発掘２次担当）、若杉 竜太（同主査・

　　　　　　　　　　予備４次担当）、渡邉 隆行（同主査）、上原 翔平（同主事）、溝田 直己（同咸宜園研究セ

　　　　　　　　　　ンター主事）

　　　調査委託先　　別府大学文化財研究所（代表：下村 智）調査員　上野 淳也（別府大学助教・発掘２次担当）

　　　発掘作業員　　河津 定雄、五反田 静子、高村 三郎、合原 建国美、河津 博文、加藤 祐一、津村 小夜子、

　　　　　　　　　　加藤 寿子、加藤 和美、森山 敬一郎、財津 真弓

　　　整理作業員　　伊藤 一美、安元 百合

　　平成 24 年度（2012）／重要遺跡確認のための調査（発掘 3 次調査）

　　　調査主体　　　日田市教育委員会

　　　調査責任者　　合原 多賀雄（日田市教育委員会教育長）

　　　調査統括　　　財津 俊一（日田市教育庁文化財保護課長）

第
１
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　　調査指導　　　田中 裕介（別府大学教授）、上野 淳也（別府大学助教）、玉川 剛司（別府大学歴史文化研

　　　　　　　　　　究所非常勤研究員）、髙瀬 哲郎（石垣技術研究機構代表）

　　調査事務　　　井上 和泉（日田市教育庁文化財保護課埋蔵文化財係主査）

　　調査員　　　　土居 和幸（同課埋蔵文化財係長）、行時 桂子（同主査）、若杉 竜太（同主査・発掘３次担

　　　　　　　　　　当）、渡邉 隆行（同主査）、上原 翔平（同埋蔵文化財係主事）、溝田 直己（同咸宜園教育

　　　　　　　　　　研究センター主事）、平塚 英利（同町並み保存係嘱託）、大神 信證（総務部総務課嘱託）

　　　調査補助員　　石橋 幸雄、衛藤 美紀、奥 彩香、国吉 ゆりあ、権丈 和徳、崎谷 雄紀、紫藤 英美、田中 暁、

　　　　　　　　　　千原 和己、中原 彰久、馬場 晶平（以上、別府大学生）

　　発掘作業員　　河津 定雄、五反田 静子、高村 三郎

　　整理作業員　　石松 裕美、伊藤 一美、黒木 千鶴子、武石 和美、安元 百合

　　来訪者　　　　下村 智（別府大学教授）江面 嗣人（岡山理科大学教授）、三村 衛（京都大学准教授）、佐

　　　　　　　　　　藤 正知（文化庁記念物課主任調査官）、水之江 和同（文化庁記念物課調査官）、小林 昭彦

　　　　　　　　　　（大分県教育庁文化課参事）、佐藤 晃洋（大分県教育庁文化課参事）、宮武 正登（佐賀県

　　　　　　　　　　教育庁文化財課係長）岩下 克之、原田 勝宏（日田考古学同好会）、古田 京太郎（日田三

　　　　　　　　　　丘の森と史跡を守る会）、中村 修身（北部九州城郭文化研究会会長）ほか

　　調査協力機関　臼杵市教育委員会／亀山市教育委員会／財団法人 廣瀬資料館

　　　調査協力者　　岡村 一幸（臼杵市教育委員会）、小林 秀樹（亀山市教育委員会）、原田 俊隆（財団法人 

　　　　　　　　　　廣瀬資料館館長）

　　平成 22 年度月隈城跡・月隈横穴墓群発掘調査指導委員会

　　委　　　　員　小田 毅（別府大学講師）、後藤 宗俊（別府大学名誉教授）、佐藤 仁蔵（日田市文化財保護

　　　　　　　　　　審議会／日田市立博物館協議会）、田中 孝典（大分工業高等専門学校准教授）、豊田 寛三（別

　　　　　　　　　　府大学学長）、後藤 晃一（大分県教育庁文化課副主幹）

　　オブザーバー　髙瀬 哲郎（石垣技術研究機構代表）、上野 淳也（別府大学助教）

　　平成 23 年・24 年度永山城跡発掘調査指導委員会（役職は平成 24 年度のもの）

　　　委　　　　員　後藤 宗俊（別府大学名誉教授）、豊田 寛三（別府大学学長）、渡邉 文雄（別府大学教授）、

　　　　　　　上野 淳也（別府大学助教）、髙瀬 哲郎（石垣技術研究機構代表）

　　　指　　　　導　後藤 晃一（大分県教育庁文化課副主幹）

　　　オブザーバー　針谷 武志（別府大学文学部教授）

第
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　大分県の西部にある日田市は北部九州のほぼ中央に位置し、福岡県・熊本県と県境を接し、市域には北部の日

田盆地、南部の津江山系、南東部の五馬台地など、変化に富んだ地形を見ることができる。

　日田盆地の周囲には標高 400 ～ 1,200 ｍに及ぶ古期溶岩台地が存在し、一様に筑紫溶岩系の安山岩から成り

立っている。この古期溶岩台地の内側には標高 200 ～ 400 ｍの新期溶岩台地が見られる。いわゆる灰色を呈し

た耶馬渓溶岩といわれる台地である。これらの溶岩は新生代第四期更新世に属するものであるが、その後この時

期の後期 ( 約９万年前）に発生した阿蘇４火砕流は日田盆地を埋め尽くした後、河川などの浸食により現在に近

い地形が形成されたと考えられる。通称「原（はる）」と呼ばれ、周囲の沖積地からの 30 ～ 40 ｍの比高差を

測る台地であり、「山田原」・「吹上原」・「辻原」などが存在する。

　この他、台地ほどの大きな面積は有しないものの、阿蘇溶結凝灰岩の残丘である月隈山・星隈山、筑紫溶岩の

残丘である日隈山が存在し、これらを総称して日田三丘と呼ぶ。この日田三丘にはイチイガシ・アラカシなどを

主とした常緑広葉樹林が残されている。

続いて、今回報告する永山城跡が存在する月隈山の植生についてみていく〔註 1〕。月隈山の植生については、

本来イチイガシを中心とした広葉樹林が発達すべきところであるが、全体的にはアラカシを中心とした二次林と

なっている。

樹林構成としては、高木層にモミ、アラカシ、イチイガシ、タブノキ、ムクノキ、エノキが見られ、アラカシ

が優占している。

亜高木層にはヤブツバキ、ナナミノキ、クロガネモチ、シロダモ、ヤブニッケイ、クロキ、ヤマウルシがあるが、

ヤブツバキの優占度が高く、ほか

はわずかに見られる程度である。

低木層にはクマザサが多く、１

ｍ ほ ど の 高 さ で 林 床 を 覆 っ て い

る。この他、アオキ、ヤブムラサキ、

ヒサカキ、ネズミモチ、ナンテン

などがわずかに見られる。

草本層にはナガバジャノヒゲ、

ヤブソテツ、トウゴクシダ、テイ

カカズラ、ネザサ、ササクサ、ヤ

ブコウジ、ベニシダ、ヘクソカズラ、

ヤブラン等が見られる。

以上、月隈山の植生は非常に多

種多様であり、このモミやアラカ

シ林、ムクノキ、エノキなどで構

成される月隈山の森林は、市内の

日隈山（公園）や星隈山（公園）

とともに三丘とも称され、平成 10

年 8 月 24 日には「日田市環境保

第２章　永山城跡の位置と環境

（１）自然的環境（第 1図）

第
２
章

第 1 図　月隈山植生分布図（1/2,500）
（註 1 文献を一部改変）
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全条例」第 23 条に基づく市の「保存樹林」の指定を受けるなど、市街地での自然環境の保全がなされている。

月隈山については、『豊後日田永山布政史料』の中に、明治維新前には鬱蒼とした密林であったが、1916（大

正４）年の公園指定後の大正末年には樹木の伐採が行われ、市街地が良く眺望できると記述されている。現在あ

る樹木の中には樹齢 200 年を超えるものもあることから、伐採が行われてきた中でも適切な樹木管理が行われ

ていたことをうかがうことができる。

註 1　郷土日田の自然調査会編　『日田三丘（日隈．月隈．星隈）の自然』　1987
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第 2 図　月隈山現況測量図（1/1,500）
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　次に永山城跡及び花月川流域を中心として、周辺の遺跡を時代順に概観していく。

旧石器時代・縄文時代

日田盆地における旧石器時代の人々の生活は、採集された石器により断片的にうかがい知れる。台地上に位置

する遺跡では、葛原遺跡において台形石器やナイフ形石器、後迫遺跡では剥片石器が採集され、草場第２遺跡で

もナイフ形石器や台形様石器が出土した。一方、花月川の沖積地にある三和教田遺跡Ｂ地点でナイフ形石器が出

土している。

縄文時代には花月川流域において、葛原遺跡で後期の竪穴遺構や土坑が見られる。また、三和教田遺跡 C 地

点では後・晩期の流路の中から土偶片が出土し、縄文時代の祭祀形態の一端を示す資料として注目される。

弥生時代

　日田盆地へ弥生文化の流入が認められるのは、前期後葉以降のことである。盆地西部の吹上遺跡や小迫辻原遺

跡などでは、袋状貯蔵穴や大陸系磨製石器 ( 石斧・石庖丁等 ) が出土し、水稲耕作の定着を示唆する。

中期以降には、台地上に限らず谷部や沖積地にも集落が展開するともに、墓制では筑後川下流域からの文化の

流入を如実に表わす甕棺墓制が出現する。有田川と花月川の合流地点付近では、中期初頭以降に佐寺原遺跡や葛

原遺跡で集落が確認できる。佐寺原遺跡は後期終末頃まで集落がみられ、また、花月川右岸では、小迫辻原遺跡

や吹上遺跡、後迫遺跡などで集落が断続的に営まれるとともに、吹上遺跡６次調査では大型成人甕棺墓に銅戈・

鉄剣・南海産貝製腕輪等が副葬されていた。これは日田盆地における特定集団墓の出現を示唆している。

この他中期から後期にかけては、花月川流域の三和教田遺跡では環溝集落、塚原遺跡では竪穴建物跡や甕棺墓、

今泉遺跡では竪穴建物跡が確認されており、沖積地でも生活の痕跡がみられるようになる。また、小迫辻原遺跡

は後期終末の環溝集落から古墳時代初頭の環溝をもつ豪族居館へと発展する様子が明らかになっている。

古墳時代

　古墳時代初頭には弥生時代に営まれた台地上の集落は徐々に衰退し、沖積微高地に集落が移る傾向がある。花

月川右岸では本村遺跡で竪穴建物跡、花月川左岸では一丁田遺跡で竪穴建物跡など、また夕田遺跡で遺物包含層

が確認される程度で、遺跡数は前代に比較して激減する。なお、この時期の前方後円墳は、日田地域では現在ま

で確認されておらず、古墳自体の築造も少ない。

中期中葉以降には、カマドを備えた竪穴建物跡が出現や鍛冶技術など、新たな生活様式の流入と定着がみられ

る。このような状況は、花月川流域においても荻鶴遺跡で鍛冶遺構が確認され、一丁田遺跡においても鉄鋌が出

土していることからもうかがうことができる。また、中期は夕田古墳など盆地内各地で古墳の築造が増加する時

期でもあるが、一方で、５世紀後半以降は佐寺横穴墓群・夕田横穴墓群などの横穴墓の造営が開始され、８世紀

頃まで存続する。

後期になると前方後円墳の築造が開始され、装飾古墳も見られるようになる。花月川流域では、横穴式石室を

主体とする三郎丸古墳・鳥越古墳のほか、台地崖面や独立丘陵上には横穴墓が多く営まれるようになる。本報告

にある月隈横穴群をはじめ、夕田横穴墓群や星隈横穴墓群などが営まれ、河川のそばという立地から交通の要衝

であったことがうかがえる。

古代

古代の日田は、古墳時代からの在地の有力豪族である日下部氏が郡司として治めていたものと考えられており、

（２）歴史的環境（第 3図）
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この日下部氏に関連するとみられる調査事例もある。

まず、小迫辻原遺跡では８世紀後半から９世紀前半にかけての掘立柱建物や竪穴建物が確認され、須恵器の転

用硯や「大領」と書かれた墨書土器が出土するなど、公的な施設の存在がうかがえ、日田郡司・日下部氏との関

連も指摘されている。

また佐寺原台地の西側にある慈眼山遺跡では８世紀前半代の横板井桁組の井戸内から「門」や「林」銘の墨書

土器が出土し、さらに南側の大波羅遺跡５次調査では方形掘り方の大形柱穴列や掘立柱建物群が確認された。こ

のことから、慈眼山遺跡や大波羅遺跡周辺に日田郡の中心施設が存在する可能性が考えられるようになった。ま

た、花月川右岸にある日田条里上手地区においては、10 ～ 11 世紀代の集落が確認されており、古代末期に日

下部氏に代わって台頭してきた大蔵氏に関連する可能性があると指摘されている。

中世

　中世の日田を治めた大蔵氏は後に幕府の御家人となり、日田氏を称するようになる。15 世紀中頃に大蔵姓日

田氏が滅亡するまで、慈眼山にある大蔵古城を居城として、日田をはじめ西豊後一帯をその支配領域としてい

た。大蔵古城の北西側にある日田条里上手地区では、前代に引き続き、13 世紀頃までの集落が確認されている。

その後、大蔵姓日田氏の時代の中心的な集落は大蔵古城の南側の沖積地に広がる慈眼山遺跡に移るとみられ

る。慈眼山遺跡においては、14 ～ 16 世紀の掘立柱建物跡や土坑、溝状遺構などが確認されているが、これら

の遺構は厚さ数 10 ㎝の整地層に掘り込まれている。この整地層は２層確認されている場所もあり、当時、大規

模な造成工事が行われていたことをうかがうことができる。遺物は土師質土器埦や皿のほか、青銅製の柄頭、青

磁や中国銭、瓦や漆製品など出土し、当時の武士階級を中心とした有力層の集落であったことを示すものといえ

る。15 世紀中頃には大蔵氏が滅亡し、日田の支配は大友姓日田氏に移る。その後、16 世紀中頃に大友氏が滅亡

するまでこの慈眼山遺跡においては、集落が営まれる。

　また、小迫辻原遺跡においては 12 ～ 16 世紀までの 100 棟以上の掘立柱建物跡や土坑、墓などが見つかって

いる。このうち、掘立柱建物の周囲を柵や溝で巡らせている屋敷や墓と考えられる方形周溝遺構が確認され、溝

からは「乙王丸」と墨書された青磁碗が出土している。これらの遺構は武家屋敷と推定されており、日田の中世

を考える上で、慈眼山遺跡とならび重要な位置を占めるものといえる。

なお、日田姓大友氏の滅亡後の集落の様相については、現在のところ不明な点が多い。この時期の日田は大友

氏の任命した八大郡老による支配が行われるが、大友氏が豊臣秀吉によって取り潰されることで、その支配は終

わりを迎える。

近世

日田の近世の出発点は、文禄２（1593）年に大友氏が取り潰された後、太閤蔵入地になったことに始まると

いえる。翌文禄３年には、宮木長次郎が入部し、日隈城を築く。

この時期の遺跡については、永山城跡・永山布政所跡、その南側に広がる豆田町を中心に近年の調査例が増加

している。まず、永山城の南側には永山布政所跡が広がる。永山布政所は永山城の廃城後、代官が着任し、その

後西国筋郡代に昇格した、近世日田の政治の中心地である。これまで、数回の確認調査が実施されており、廃棄

土坑とみられる遺構から漆器や建築部材のほか、「御役所」と記された木簡も出土している。

永山布政所跡から花月川を挟んだ南側には国の伝統的建造物群保存地区に選定されている豆田町が広がる。豆

田町は永山城・永山布政所の城下町として発展し、「日田金」と呼ばれる金融資本を成立させた代官所御用達の

商家の建物が残る。近年、城下町遺跡としてこの豆田町において、２箇所、３次にわたる発掘調査を実施してい
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る。１・３次調査においては、元治元（1864）年の絵図に記されている「町年寄・中村平太夫」の土地であっ

たことを裏付ける「三丁目　中村」と書かれた有田焼の皿が出土した。さらに玉石を建物基礎とした５間 × ４

間（約 10 ｍ×約 8 ｍ）の大型の建物も確認されている。また、本堂が国の重要文化財に指定されている長福

寺の旧日田愛児園の改修に伴う２次調査では梁行２間、桁行３間の礎石が見つかり、廣瀬淡窓が教育者として、

文化２（1805）年に最初に講義を行った長福寺学寮跡とみられている。

その他、吹上原台地北側にある鍛冶屋廻り遺跡においては、近世の溝状遺構や土坑が確認されている。

近代

　幕藩体制が崩壊し、日田は幕府の直轄地から日田県として成立し、日田の近代が始まる。その後、大分県に合

併されることになるが、この時代にも多くの文化財が所在する。遺跡の調査事例としては、豆田町の西側にあっ

た筑後軌道豆田駅の転車台跡がある。筑後軌道は大正５年～昭和４年まで久留米と日田の間を走っていた軽便鉄

道である。調査では、コンクリート基礎や軸受け、レール・枕木の痕跡が確認され、レールを固定したと考えら

れる犬釘が出土している。

（参考文献）

坂本嘉弘編　『慈眼山瀬戸口遺跡』　国家公務員合同宿舎日田住宅 2 号棟建設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報　大分県教育委員会　1992

行時志郎編　『荻鶴遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第９集　1995　日田市教育委員会　

村上久和・友岡信彦ほか編　『日田条里遺跡群　佐寺横穴墓群　大迫遺跡　白岩遺跡　下綾垣遺跡』

　　　　　　　　　　　　　九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書６　大分県教育委員会　1997

友岡信彦・松本康弘編　『佐寺原遺跡　尾漕遺跡群　有田塚ヶ原古墳群』　九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書９　

　　　　　　　　　　　大分県教育委員会 　1998

村上久和・友岡信彦ほか編　『夕田遺跡群』　九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書 14　大分県教育委員会　1999

行時志郎編　『日田条里上手地区Ⅲ 高瀬条里永平寺地区 尾部田遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 34 集　日田市教育委員会　2001

若杉竜太編　『後迫遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 35 集　日田市教育委員会　2002

渡邉隆行編　『今泉遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 37 集　日田市教育委員会　2002

渡邉隆行編　『葛原遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 39 集　日田市教育委員会　2002

土居和幸・行時志郎編　『吹上Ⅰ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 42 集　日田市教育委員会　2003

土居和幸・下村智編　『吹上Ⅱ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 52 集　日田市教育委員会　2004

土居和幸編　『葛原遺跡Ⅱ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 53 集　日田市教育委員会　2004

土居和幸・行時志郎編　『吹上Ⅲ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 57 集　日田市教育委員会　2005

渡邉隆行編　『吹上Ⅳ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 70 集　日田市教育委員会　2006

渡邉隆行　『慈眼山遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 75 集　日田市教育委員会　2007

土居和幸ほか編　『葛原遺跡Ⅲ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 79 集　日田市教育委員会　2007

行時桂子　『慈眼山遺跡Ⅱ』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 84 集　日田市教育委員会　2008

比嘉えりか編　『葛原遺跡 6 次　大行事遺跡 2 次』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 94 集　日田市教育委員会　2010

渡邉隆行　『慈眼山遺跡 7 次』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 95 集　日田市教育委員会　2010

渡邉隆行　『塚原遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 97 集　日田市教育委員会　2011

若杉竜太編　『佐寺原遺跡―２・３次調査―』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 98 集　日田市教育委員会　2011　

今田秀樹　『大波羅遺跡―5 次調査の概要―』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 100 集　日田市教育委員会　2011　

若杉竜太　『慈眼山遺跡 8 次』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 103 集　日田市教育委員会　2012

坂本嘉弘　『慈眼山遺跡』　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第 55 集　大分県教育庁埋蔵文化財センター　2012
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第 3 図　主な周辺遺跡分布図（1/25,000）

1 永山城跡・月隈横穴群　

2 永山布政所跡　

3 城下町遺跡

4 一丁田遺跡

5 慈眼山遺跡

6 大蔵古城跡

7 大波羅遺跡

8 日田条里

9 夕田遺跡

11 夕田横穴墓群

12 佐寺原遺跡

13 葛原遺跡

14 塚原遺跡

15 三和教田遺跡

16 羽野横穴墓群

17 後迫遺跡

18 草場遺跡

19 草場第 2 遺跡　

20 本村遺跡

21 小迫辻原遺跡

22 鍛冶屋廻り遺跡

23 吹上遺跡

24 今泉遺跡

25 北友田横穴墓群

26 鳥越古墳

27 片山石棺

28 荻鶴遺跡

29 三郎丸古墳

30 三郎丸砦跡・星隈横穴墓群

31 日隈古墳・日隈城跡
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日田の近世は前述のとおり、宮木長次郎が入部し、日隈城を築くことに始まる。その後、慶長６（1601）年

に小川光氏が月隈山に丸山城を築城し、城下町である丸山町が中世の城下町であった慈眼山遺跡の西側に形成さ

れる。その後、丸山城は永山城と改称、城下町・豆田町が中城村に造られ、近世日田の町並みの姿が出来上がっ

た。ここでは、その永山城や豆田町を中心とした文化財について、概観していく。

　長福寺本堂（国指定重要文化財）は九州最古の真宗寺院の本堂で、寛文９（1669）年に建立され、江戸時代

初期の真宗寺院本堂様式をよく伝えている。草野家住宅（国指定重要文化財）は製蝋業を営み、代官所御用達、

庄屋役を務めた豪商・草野家の建物で、主屋６棟と土蔵４棟が残っている。その中で最も古いのは江戸時代中期

に建築された主屋仏間部である。通りの面して建つ店舗部は明和９（1772）年の大火後に建てられ、防火性の

高い居蔵造の重厚な概観をもつ。岩尾家住宅（旧日本丸製薬所）（国登録有形文化財）の主屋は大正 15（1926）

年に建てられた 2 階建ての塗籠の町家で、昭和初期に３階の望楼が増築された。正面１階の右端には唐破風の

屋根を飾り、隣接する明治 13（1880）年建築の土蔵と後背に繫がる明治 31（1898）年上棟の離れとともに伝

統的町並みの顔として親しまれている。

　また、豆田町の南には江戸時代後期の儒学者・廣瀬淡窓が開いた咸宜園跡（国指定史跡）がある。咸宜園は近

世日本教育を代表する私塾であり、身分・年齢・性別を問わない「三奪法」や成績を評価する「月旦表」などに

代表される教育の特徴を持つ。また、廣瀬淡窓墓（国指定史跡）が咸宜園の北東側にあり、咸宜園の歴代塾主と

その家族が葬られ、「長生園」と呼ばれていたが、平成 24 年 11 月に廣瀬淡窓の生家とともに「廣瀬淡窓旧宅

及び墓」として、名称変更及び追加指定の答申が行われた。この廣瀬淡窓旧宅は、淡窓の教育、思想、学芸の全

般にわたる形成と展開に大きな影響を与え、通りを挟んで「北家」と「南家」からなる往時の構えをよくとどめ

ている。次に長福寺の東側には廣瀬淡窓が 1807（文化 4）年から 1821（文化 14）年まで塾を開いた場所であ

る桂林荘跡がある。この桂林荘跡から中城川沿い約 110 ｍ下流には、蔵所の米を積み出した中城河岸蔵跡がある。

また、咸宜園跡の南側には、孤児などに教育を受ける機会を設けた養育館跡がある。

一方、豆田町の北西（現在の丸の内町）には、廣瀬家の菩提寺である大超寺がある。大超寺は永山城の城主で

あった石川忠総が元和 2 年（1616）に菩提寺として建立したとされ、永山城が廃城となり、代官所が設置され

た後も、代官の菩提寺となっていた。

豆田町には、前述した指定文化財として指定されている建造物のほかにも多くの歴史的な建造物が存在する。

その多くは江戸中期から昭和初期にかけて建てられたもので、居蔵造や真壁造の町家、近代の洋館、醸造用土蔵、

３階建旅館など多種多様である。このような変化に富んだ町並みは、豆田町の社会経済的変遷や、過去の３度の

大火とその被災エリア、再建年代の違いなどに起因している。なかでも、３度にわたり起こった大火の後に再建

された建物には、その度ごとに防火性の高い新たな建築様式が加えられていった。

（参考文献）

『日田豆田町－日田市豆田町伝統的建造物群保存対策調査報告－』　日田市教育委員会　2004

土居和幸編　『廣瀬淡窓の生家―廣瀬家の歴史と業績―』　日田市教育委員会　2012

（３）永山城と周辺の文化財 ( 第 4 図 )
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第 4 図　永山城周辺の文化財分布図（1/6,000）

１永山城跡　

２永山布政所跡 ( 推定範囲 )

３城下町遺跡２次調査地　

４城下町遺跡１・３次調査地

５長福寺　

６岩尾家住宅（旧日本丸製薬所）

７草野家住宅　

８桂林荘

９中城河岸蔵跡　

10 史跡 廣瀬淡窓旧宅及び墓　

11 史跡 咸宜園跡

12 大超寺

13 養育館跡

14 豆田町伝統的建造物群

　　　　　　　 保存地区
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　永山城跡は「月隈公園」として利用されており、公園管理以上の開発が及ぶことがなかったものの、平成 12

年ごろから、公園中腹にある月隈神社へ車両が通行可能な道をつくってほしいとの地元要望が起こった。また、

作業道路が確保できないために、平成 3 年の台風などにより発生した風倒木の処理もままならない状態が続い

ており、公園を管理する都市計画課（現、都市整備課）が管理道設置工事を計画するも、資金面の問題等から現

実化することはなかった。ところが、平成 19 年には市の次年度事業計画に採択されたため、ここに至ってはじ

めて埋蔵文化財調査を実施することとなり、以後今回報告する２・３次調査の実施までに予備調査 3 回（予備 1

～ 3 次調査）と本調査 1 回（発掘 1 次調査）が実施された。それぞれの調査の概要について以下にまとめる。

　またあわせて平成 22 年度の公園北側の堀の一角に計画されたバス専用駐車場造成に先立つ予備調査（予備 4

次調査）についても付す。

１．予備 1 次調査

　月隈山の西側市道から月隈山北西の平坦地を経由して北西斜面沿いに大きく北に回り、中腹 2 つの平場を通

って月隈神社のある平場北側に取り付く計画路線（第 5 図北ルート）を対象として実施した。路線内を中心に

トレンチを 10 本（北西平坦地に北ルートＡ～Ｃの 3 本、中腹の 2 つの平場に北ルート 1 ～ 7 の 7 本）設定し、

重機または人力で掘り下げを行ったところ、堀の石垣と思われる石積みや、本丸石垣と対になる石垣の隅石、曲

輪として整地された痕跡やその整地層に掘り込まれた土坑・ピットなどが確認され、ほぼ全体にわたり城郭とし

ての痕跡が良好に残っていることが明らかとなった。なお、この調査では時間・予算の問題から計画路線内の全

てを対象とすることができなかったため、引き続き次年度に予備調査を実施することとした。

２．予備 2 次調査

　上記①で十分に調査できなかった部分について、改めて調査を実施した。路線内を中心にトレンチを 11 本（北

西平坦地に北ルートＤ～Ｌの 9 本、中腹の平場に北ルート 8・9 の 2 本）設定し、重機または人力で掘り下げを

行ったところ、堀の石垣および土塁や、小さな谷の斜面を大きな階段状に削り平場を作り出した痕跡、また①に

引き続き曲輪として整地された痕跡やそこに掘り込まれた土坑・ピットなどが確認されるなど、調査対象地の全

体にわたり城郭としての痕跡が認められ、予備 1 次調査の結果を追認するものとなった。このことから、道路

工事を行えば、たとえ掘削を伴わず盛土工法を採用したとしても、良好な遺跡を土圧で破壊する可能性が高いた

め、工事前に発掘調査が必要であると判断し、都市計画課と協議・調整を行っていくこととした。

３．予備 3 次調査

　①②の調査結果および指導者の意見と工事予定について都市整備課と協議を行うなかで、現在の計画では文化

財を破壊して遺跡の価値を大きく損なうこととなるため、文化財にとってより影響の少ないルートを模索するこ

ととなった。検討の結果、月隈山の南側、広場の山際からスロープを新設して現在の遊歩道を車両 1 台が通行

できるような道路（非常時・管理時のみ。通常は車両通行止め）に改変する案（第 5 図南ルート）が浮上し、

具体的な設計図が無いながらこの案を想定した予備調査を実施することとなった。調査は、想定される工事範囲

を中心にトレンチを 27 本設定し、人力によって掘り下げを行った。古墳時代の横穴墓痕跡や中腹の平場に掘り

込まれたピット、時期不明の石畳や階段状遺構などが確認され、公園整備の際に破壊されていると考えられてい

た遊歩道（石畳）の下にも、城郭より古い横穴墓の痕跡が良好に残っていることが判明した。

４．予備 4 次調査

　平成 24 年度以降に現駐車場を永山城の北側の堀部分（昭和期に埋め立て済）へ拡大し、バスの駐車場として

第３章　平成 20 ～ 23 年度の調査

（１）調査の概要
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④　北ルート　予備 1 次 1トレンチ
現存する石垣と対をなす石垣が検出された。

①　北ルート　予備 1 次 5トレンチ
現存する石垣と対をなす石垣の隅石が検出された。

（後の発掘 2 次 4トレンチ。第 10 図⑧）

⑥　北ルート　予備 1 次 4トレンチ
曲輪として成形された可能性のある整地層が確認され
た。

②　北ルート　予備 1 次 6トレンチ
曲輪として成形された可能性のある整地層と、そこに掘
り込まれたピット・土坑が検出された。

③　北ルート　予備 1 次 8トレンチ
2.4ｍもの厚さの版築状の盛土（曲輪として成形された
可能性がある整地層）が確認された。

⑧　北ルート　予備 2 次Ｃトレンチ
堀の石垣と考えられる石垣が検出された。

⑩　北ルート　予備 1 次Ｈトレンチ
竪堀状の通路と考えられる、凝灰岩を階段状に削り水切
り状の溝を備えた小さな平場が検出された。

⑨　北ルート　予備 1 次Ｅトレンチ
曲輪として成形された可能性のある整地層が確認され
た。

⑪　北ルート　予備 1 次Ｊトレンチ
上の曲輪の石垣と考えられる石材が崩落しているのが
確認された。

⑫　北ルート　予備 1 次Ｌトレンチ
土塁と考えられるカマボコ状の盛土が確認された。

⑭　南ルート　予備 3 次 26トレンチ
時期不明の石畳や階段状遺構が確認され、本来の道が
7トレンチ付近から26トレンチ付近を通っていた可能
性があることが確認された。

⑬　南ルート　予備 3 次 10トレンチ
ピットなど江戸期の遺構が確認された。寛永通宝が出土。

⑤　北ルート　予備 1 次 2トレンチ
曲輪として成形された可能性のある整地層が確認され
た。

⑦　北ルート　予備 1 次 9トレンチ
曲輪として成形された可能性のある整地層と、そこに掘
り込まれた溝・土坑・ピットが検出された。
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造成する計画が持ち上がったことから、予備 2 次調査において確認されている土塁の石積みの状況や堀の深さ

等を確認するために予備調査を実施した。その結果、石積みについては後世の数回に亘る積み直しは見られるも

のの、20 ～ 30 ㎝大の河原石で構築されていること、石積みの一部に凝灰岩の岩盤を利用した部分があること、

堀の掘り込み面は現地表面下 90 ㎝にあること、石積み最下部では石を据えるために地山（凝灰岩盤）を掘り窪

めた「根切り」が見られること、堀の内部には土留めと考えられる加工木が残っていることなどが確認された。

　調査では、作業の安全上トレンチを広く設定できなかったため、現地表面下約 2 ｍまでしか掘削できず、堀

底の確認には至らなかった。このため、平成 24 年度の発掘調査（後の発掘 3 次 3 トレンチ）で確認をすること

にしたが、この駐車場造成については事業中止となり、遺構の確認調査へと調査方針を変更した。

５．発掘 1 次調査

　予備 3 次調査の結果と判断を踏まえ、遺跡への影響が最小限となるような工法を採用することとなったもの

の、それでも大規模なスロープができることとなる広場から遊歩道（石畳）への取り付け部分（以下Ａ区）につ

いては発掘調査を実施することとなった。またその後月隈神社下の石段の整備および遊歩道の石畳の改修を行う

こととなったため、その対象となった部分をＢ区として調査を実施した。

　Ａ区は月隈山の裾部崖ぎわにあたり、崖面はほぼ垂直またはオーバーハング気味となっていることから、本来

の崖面をいつの時代にか掘削していることが予想されたため、その掘削時期を判断すること、またそれが近世以

前であれば永山城に関わる遺構が残っているか否か、の 2 点を調査の主眼とした。

　その結果、調査区西半では現地表下 30 ㎝と浅い位置で平らに掘削された凝灰岩の岩盤に到達し、その岩盤に

掘り込まれた溝やピットからは陶磁器や鉄製品・プラスチック製品が出土、また岩盤直上の土層中には建築合板

や板ガラスが含まれていたことから、戦後の掘削・整地に伴うものと判断した。一方調査区東半では岩盤の急激

な落ちが確認され、これが本来の山肌の岩盤と考えられた。この落ちは調査区内では現地表下約 2.1 ｍの深さま

で確認され、岩盤の上は全て整地層であった。整地層中には人頭大の大量の河原石とともに陶磁器類が含まれて

おり、中には江戸期の所産と思われる陶磁器もあるが、型紙刷りや銅版転写の染付などが多数見られた。このこ

とから、この整地層は永山城に直接関連するものとは考え難く、最大限遡っても、ここに日田県庁・県知事公舎

が建てられた明治時代初期以降、おそらくはその後の裁判所建設や公園整備の際の整地であろうと結論付けられ

た。なお、崖面の掘削はこの整地に伴う可能性が高いと考えられるが、時期を明確にすることはできなかった。

　B 区は月隈神社のある平場から南側に下りる石段・石畳の一部で、南側本丸石垣の西麓にあたる。調査は重機

等を搬入できないため、全て人力で行った。石段については現在の歩行面がほぼそのまま地山（阿蘇凝灰岩）の

露出面となっており、地山を階段状に整形することで階段と成していること、石段石材の下の浅い溝から昭和

16 年製造の貨幣が出土したことから、整形が昭和期に行われたことがわかったが、地山が掘削されているため

に、本来の城道の存在は確認することができなかった。なおこの石段に使用されている石材は、通常見える面の

裏側に不規則な抉りが施されており、現在豆田町伝建地区の古い民家に見られる建物基礎石の「ひかりつけ」に

類似していることから、石段のために調達された石材ではなく、城内および永山布政所または豆田町まで含めた

近隣の民家等の廃材を流用している可能性があることがわかった。この石段部分の整備にあたっては、石材の並

びが不規則で、段と段の間の高さや幅も区々であったため、間に新たな石段（元々存在した石材と区別ができる

よう、表面を滑らかに仕上げた角柱状の石材）を加えるなどの施工を行っている。

　また、この際に B 区下半に残る石畳の測量も行った。この石畳は左右 2 区画に分かれており、南側（外側／

崖落ち側）の石畳はモルタルで固められた昭和期のもので、北側（内側）の石畳はその構築技法などから、江戸

期にまで遡る可能性があることが分かった。これらの石畳のうち、意匠の古い北側のものに関しては現状のまま

とし、工事は南側の石畳のみを対象として実施することとなった。
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　上記のほか、平成 22 年度には、永山城跡範囲の地形測量（補足測量）および横穴墓の一部の平面測量（1/500）

などの城郭の基本データを得るための測量調査を行った。（行時・渡邉）

　20 ～ 22 年度までの予備調査および本調査で確認された永山城跡及び江戸期の遺構について、凡例の場所区

分毎に概観する。

１．Ｅの曲輪

　平場およびＤへの高まり裾部にトレンチ（予備１次調査 1 ～ 3、5）を設定し掘り下げたところ、予備１次調

査 1・5 トレンチにおいて石垣が検出された。1 トレンチでは高さ 1.9 ｍの玉石積み石垣とその根切地業が確認

され、特に 5 トレンチでは表面を平らに調整した算木隅石の一部が確認された。その構築方法や現存するＣの

石垣との軸の同一性から、城郭として使用されていた頃の石垣である可能性が高いと判断した。また予備１次調

査 2 トレンチでは遺構は確認できないものの整地層が認められ、曲輪として整形された可能性が高いことも明

らかとなった。

２．Ｈの曲輪

　平場を中心にトレンチ（予備 2 次調査 6 ～ 9）を設定し掘り下げたところ、整地層およびピット・土坑など

が検出された。整地層は、特に予備 2 次調査 8 トレンチでは地山整形した上に 2.4 ｍもの厚さの版築状の土層

が見られ、大規模な土木工事により曲輪としてつくられていることが明らかとなった。また、予備１次調査 6・

予備 2 次調査 9 トレンチでは整地層に掘り込まれたピット・

土坑・溝が検出され、曲輪になんらかの構造物が存在した

痕跡と考えられる。正保年間（1644 ～ 1648 年）に成立

したといわれる『豊後国古城蹟并海陸路程』には、「頂上

に東西 31 間×南北 17 間の広さの場があり、ここから 3

間下の北に、東西 9 間×南北 24 間の場がある。ここには

水がある。」と記載され、単純に規模を比較することは出

来ないが、頂上の B の曲輪と北側のＨの曲輪とに相当する

可能性が考えられる。ここで検出された土坑などの遺構か

らは、江戸期の陶磁器類などが出土しており、城に関する

遺構が残存していた可能性が考えられた。

　さらに予備１次調査 4 トレンチの西側の曲輪落ちぎわで

はＩの曲輪側に隅石のある小規模な石垣 4 が発見された。

この石垣下斜面には、この石垣から崩落したと思われる慶

長期の矢穴が残る算木石が落ちており ( 写真 3)、寛文～天

和頃の改築も考えられるものの、築造時に関わる石垣の可

能性が考えられた。さらに、このＨ曲輪とその西下にある

Ｍの曲輪との間の小さな谷の斜面（予備 2 次調査Ｈトレン

チ）では、凝灰岩の山肌を大きな階段状に成形し、その階

段の平場には水切りのような溝状遺構を備えるという大規

模な土木工事の痕跡が見つかった ( 写真 4)。この石垣 4 の

隅石と崖面の間には 1 ｍ程度の空間が空いており、この予

（２）永山城跡の調査

写真 3　矢穴のある石

写真 4　H トレンチ階段状遺構
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備 2 次調査Ｈトレンチの階段状遺構からまっすぐ登ると石垣 4 に至ることから、Ｈの曲輪へ至る通路ではない

かと考えられた。

３．Ｌの曲輪

　西側や北側を走る市道よりも 1.5 ｍほど高い平場で、現在は日田林工高等学校の実習林としてシイタケのほだ

木が並べられている。

　ここでは主に、山ぎわ崖面に穿たれている横穴が古墳時代の横穴墓であるかどうかの確認を目的としてトレン

チを設定した（予備１次調査Ｂ、予備 2 次調査Ｄ～Ｇ、Ｉ～Ｋ）。結果としてこれらの横穴の全てが、古墳時

代の横穴墓ではなく戦時中の防空壕として掘られた特殊地下壕であることが明らかとなった（第 3 章（４）特

殊地下壕についてを参照）が、トレンチの土層を観察すると、表層付近で踏み固められた灰土層の下には河原石

混じりの淡黄褐色粘質土の厚い層が見られ、この土は月隈山で自然に生じる土ではないため、他所からの客土と

考えられた。月隈山の北西に大規模な盛土を施してＬの平場を人工的につくりだし、曲輪として整えられたもの

と想定した。

　そのほか、曲輪の西側の落ちぎわに既に露出している石垣を確認するために設定した予備１次調査Ｃトレンチ

では、石のサイズは小さいながら、1.3 ｍ以上の高さで河原石の石垣が埋蔵されていることが確認された。この

場所は、昭和 41 年開催の大分国体に合せて、駐車場用地等を確保するために、昭和 39 ～ 40 年頃にかけて失

業対策事業を利用して堀の埋立工事が行われた場所である。そのため、現在は石垣上面の石が点々と確認される

のみであるが、この調査によって曲輪の西の堀内側には石垣が施工されていたことが確認できた。

　また、曲輪の北西隅から北辺にかけての土塁状の高まり部に予備 2 次調査Ｌトレンチを設定して土層を確認

したところ、土塁状の高まり部分は河原石混じりの淡黄褐色粘質土による盛土層であることが確認された。この

土塁北側面には河原石積み石垣（石は 2 次調査で現代の積み直しと判明）が見られ、これは堀内側の石垣を構

築するための土塁と想定した。ただし、この石垣と土塁それぞれ

の構築時期については、崩落の危険を考慮して石垣断ち割り調査

を行わなかったため、明らかにすることはできなかった。

４．Ｋの曲輪

　この場所は、公園南側入口から月隈神社および本丸にのぼる遊

歩道の途中にある平場で、永山城内では西端にあたる。『森家絵

図』では、ここと思しき場所に神社のような建物が描かれている

ことから、少なくとも江戸期には平場となっていたことがわか

る。

　調査では、この平場が永山城に伴うものであるかどうかを明ら

かにすることを目的として、トレンチを設定した。その結果、予備 3 次調査 10 トレンチでは、深さ 15 ㎝でピ

ットなど江戸末期の遺構が確認されると共に、元文 3（1738）年の寛永通宝などの銭 4 点ほどが出土した ( 写

真 5)。賽銭の可能性が考えられ、絵図に見られる神社建物の存在が想起される。江戸末期には曲輪が構成され

ていたことから、築造当初からの曲輪であった可能性が高まった。そのほか、予備 3 次調査 9 トレンチ西側に

見られた石垣 14 は、後世の積みなおしを受けていると判断された。

５．その他

　O の曲輪に設定した予備 3 次調査 1・2 トレンチは後に 1 次調査Ａ区となった場所で、予備調査の段階では堀

曲輪を整地したと思われる岩盤削平や整地層と考えられたが、本調査で範囲を広げた結果、整地が明治以降の日

田県知事公舎や裁判所または公園整備に伴う土木工事による可能性が高いことが明らかとなった。この際に発見

写真 5　銭
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されているコンクリート水路や溝状遺構もこれらの工事に伴うものと思われる。

　Ｊの平場の端部にあたる予備 3 次調査 19・20 トレンチでは、整地層の存在などが確認されたが、永山城と

明確に関連すると断定は出来ていない。また、遊歩道部分である 3 次 22 ～ 25 トレンチでは、直接城に関わる

遺構が確認できなかったものの、部分的に造成などの痕跡が見られたことから、遊歩道下部に遺構が残存してい

る可能性が考えられた。

　そのほか、江戸後期に改修された神社参道に関連する遺構が挙げられる。予備 3 次調査 26 トレンチでは、帰

安碑と予備 3 次調査 7 トレンチを結ぶ方角に凝灰岩の地山を削りだした 2 段に下りる階段状遺構と、参道側に

伸びる平場などが確認された。江戸後期頃の参道は、現在と異なっていた可能性が考えられた。また、予備 3

次調査 8 トレンチでは横穴墓に入る階段状の遺構やコンクリート製の鳥居基礎痕が認められ、Ｋの曲輪に向か

うための道が、現在とは様相が異なっているものと考えられた。1 次調査 B 区では、参道石段が昭和期に掘削、

整形されていたことが判明したが、石段に使用されている石材には通常見える面の裏側に不規則な抉りが施され

ており、現在豆田町伝建地区の古い民家に見られる建物基礎石の「ひかりつけ」に類似し、石段のために調達さ

れた石材ではなく、「森家絵図」に見られる神社建物などの廃材、あるいは周辺民家などの廃材を流用したもの

と思われる。同時に、1 次調査 B 区下半に残る石畳について実測を行った。この石畳は左右 2 区画に分かれており、

南側（外側／崖落ち側）の石畳はモルタルで固められた昭和期のものであるのに対し、北側（内側）の石畳は様

相が異なっていた ( 写真 6)。この石畳は長方形の石材で区分された間に河原石を半分に割った面を並べて据える

技法がとられており、こうした技法は豆田町で寛文 9 年に再建された長福寺の境内の参道石畳の技法と類似し

ている。単純に年代を決定することは出来ないが、技法の類似性などから、江戸期にまで遡る可能性があると考

えられた。

　また、各トレンチからは 14 ～ 16 世紀頃の土師器や青磁 ( 写真 7) なども出土している。整地層からの出土で

土坑等の遺構に伴ってはいないが、中世期にも月隈山が利用されていた可能性を物語っており、横穴墓の再利用

などの可能性（第 3 章（3）参照）も考慮する必要があろう。（行時・渡邉）

写真 6　石畳 写真 7　青磁
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１．月隈横穴墓群に関する経過

　永山城の築かれた月隈山の南側壁面に開口する横穴墓（月隈横穴墓群）の存在は古くから知られ、築城の際に

も開口していた可能性はあるが、史書に記されるのは文化 5 年（1818）のことである。西国筋郡代官であった

塩谷大四郎が月隈山に金比羅の祠を建てるために山道を切り開いて修理した際、多数の人骨が出土し、帰安碑を

建てて供養したことが記される。この帰安碑の撰文要約には、「山際に有十の岩穴があり、骸が往々に出土し、

棺はみられないが瓦器が少数出土した。記銘などもなく、何時の時代のものか分からないので君（代官）の命で

山の下に改葬した」とあり、数十の横穴の開口がうかがえる〔註 1〕。その後明治に至り、公用地や民有地に分割

された後、大正 4 年からは月隈公園として利用されることになるが、大正 14 年発行の永山城址の調査報告〔註 2〕

によれば、山際に 35 基の横穴の開口が記され、防空壕による破壊前の基数を示す例として注目される。太平洋

戦争時には月隈山全体に防空壕や塹壕施設などが掘削され、横穴墓も格好の施設として利用されたようで、横穴

の奥壁に防空壕が多数掘り込まれることになる。その後現代に至るまで横穴墓の調査歴は殆どなく、平成 2 年

の日田市史〔註 3〕には、分布調査により 50 基の基数が記される。平成 14 年発行の横穴墓の集成〔註 4〕では、

一部の詳細平面測量が行われ、48 基の開口が記されている。その際、平面形に羽子板や逆台形となるものが多

いことなどから、6 世紀後半から 7 世紀前半の年代観が示されている。

２．市内の横穴墓と年代

　月隈横穴墓群の参考とするため、市内の横穴墓について簡単にまとめる。市内の横穴墓群は、大分県遺跡分布

図〔註 5〕には、天神山、小迫、羽野、北友田、月隈、水目、平島、東寺（刃連）、夕田、佐寺、大行事、片山（二串）、

星隈、骨谷、小谷口、中嶋、上野、長者原横穴墓群の 18 箇所が登録されている。このうち、中嶋横穴墓群が大

肥川流域、上野・長者原横穴墓群が三隈川の南岸に位置する以外は、その殆どが三隈川北岸の阿蘇溶結凝灰岩の

崖面などに掘り込んで形成されている。なかでも、これまでに本格的な発掘調査が実施されているものは、以下

の 6 遺跡である。

 　このように、発掘調査を行った事例では、市内の横穴墓群の多くは市北部の凝灰岩質の台地や谷部斜面に見

られるものが多く、初現期のものは 5 世紀中頃から後半にかけて出現する。現在古式のものでは夕田や羽野等

でみられるが、他にも大行事横穴墓群〔註 12〕で、同時期の須恵器が採集されている。初現期から長期的に継続

するものが見られる反面、6 世紀後半から新たに形成される横穴墓群が見られる。このことから、市内での横穴

墓群造営の最盛期は 6 世紀後半から 7 世紀代と考えられる。なお、8 世紀には造営がほぼ終了している。

３．予備 3 次調査成果と測量調査

１．予備調査成果

　平成 21 年度の管理道路整備工事に伴う予備調査において、3 ～ 8、12、24、25 トレンチを神社参道の横穴

（３）横穴墓の調査

番号 遺跡名 立地 数量（調査数） 構成 時期 文献

1 夕田横穴墓群 台地凝灰岩質斜面 50 数（43） 4 ～ 5 段の 15 の支群
5世紀中頃少数、6世紀後半から 7世紀後

半頃が大半）

註 6

2 羽野横穴墓群 台地凝灰岩質斜面 20 数（11） 2 段で 3つグループに分かれる 5世紀後半、6世紀後半から 7世紀後半 註 7

3 北友田横穴墓群 台地凝灰岩質斜面 100 以上（43） 4 支群以上 6世紀末から 7世紀初頭 註 8

4 小迫横穴墓群 丘陵凝灰岩質斜面 93 以上（61） 3つの尾根を取り巻く 3グループ 5世紀中頃から 7世紀中頃まで継続 註 9

5 平島横穴墓群 谷奥凝灰岩質斜面 86
高段の 8基（古式）と低段の 78

基（新）に分かれる
6世紀中頃から 7世紀前半

註 10

6 佐寺横穴墓群 台地凝灰岩質斜面 6 3 段に分かれるが基数が少ない 6世紀後半から 7世紀前半 註 11

第 2 表　市内発掘調査横穴墓一覧
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墓前に設定した。このうち大半のトレンチが参道建設の際に掘削され、横穴墓の痕跡は確認できなかったが、6

トレンチにおいては羨道部及び遺物が確認され、8 トレンチでは破壊が著しいものの、遺物の出土が見られたこ

とから、その概要について報告する。

　6 トレンチは 7.6 ｍ× 1 ｍを測り、深さ 60 ㎝の箇所で 38 号横穴墓の前庭部が一部残存し、参道直下で 37

号横穴墓の前庭部付近に供献土器の散乱が見られた。この箇所は参道を建設する際に掘削されたと思われる箇所

で、37・38 号横穴墓は奥壁の一部が僅かに残る状態である。38 号横穴墓では、前庭部は深さ 10 ㎝程が残るの

みで、幅 2.3 ～ 2.6 ｍほどの浅い U 字状を呈する。埋土は灰褐色砂質土で、完形の土器が数点見られ、前庭部

と考えられる。37 号横穴墓に関しては、地山をやや削った近代の埋土上に土器が散乱しており、いずれも現位

置は保っていないものと思われる。38 号横穴墓は、奥壁までの位置関係から玄室長は 3 ｍ前後と推測される。

　8 トレンチは 45・46 号横穴墓の前に設定した 3.7×1.3m のトレンチである。調査の結果、以前はこの横穴

に入るためのコンクリートの階段が形成されていたことが分かり、横穴墓前庭部が破壊されているものと推測さ

れたが、埋没土中や地山付近から多数の土器が出土した。

出土遺物

　1 ～ 7 は 6 トレンチから出土した。1 ～ 4 が 38 号横穴墓の墓道に伴う遺物である。1 ～ 2 は須恵器坏蓋であ

る。1 は坏上部から大きく曲げ、端部は丸く仕上げる。内外共に回転ナデ、天井部にヘラ記号が施される。2 は

口縁部が三角形状を呈する。内外共に回転ナデが施される。3 は須恵器坏身で、口縁部は小さく立ち上がり形骸

化している。外面に一部回転ヘラケズリが見られ、坏底部にヘラ記号が施される。4 は高坏である。脚部は直線

的に外に延びる。5 ～ 7 は 37 号横穴墓に伴う可能性のある地山付近に散乱していた土器である。5 は須恵器坏

身で口縁部は小さく立ち上がり、坏底面はほぼ平底状を呈する。6 は土師器高坏である。脚部は外に小さく曲が

る。そのほか 7 は土師器坏で 14 ～ 15 世紀頃の所産か。

　8 ～ 11 は 8 トレンチから出土した。8 は須恵器坏蓋である。口縁端部はやや外に開く。9 は須恵器坏身である。

口縁部は内傾して立ち上がり、外面には回転ヘラケズリが施される。10 は須恵器甕である。口縁端部が肥厚し、

櫛目文が施される。11 は須恵器短頚壷である。

　37・38 号横穴墓に伴う遺物は、その形態的特徴から陶邑編年のⅡ形式 5 段階から 6 段階に相当し、7 世紀前

半代と考えて差し支えないと思わる。8 トレンチから出土した遺物は形態的特徴から 6 トレンチよりやや古く、

Ⅱ形式 4 段階頃の 6 世紀後半と考えられ、周囲の 41・42 横穴墓の時期を示すものか。そのほか、7 の中世土

師器の存在も注目される。北友田横穴墓群 1-1・1-2・4-4 号墓〔註 13〕のように中世期に再利用された可能性が

ある。

　以上のことから、概ね 6 世紀後半から７世紀前半代の横穴墓と考えられ、後述の墳墓の形態的年代観とも合

致するものと考えられる。

２．測量調査

　平成 22 年度には横穴墓の測量調査を実施した。横穴墓は現在のところ月隈山の南側斜面でのみ確認されてお

り、防空壕による破壊なども見られるが、判明するもので 62 基が数えられる。いずれも阿蘇溶結凝灰岩の斜面

を掘り込んでおり、現在の山道や帯曲輪前に沿って見られることなどから、6 段程度のテラスを共有して形成さ

れていたと思われる。これらテラスを共有する可能性のあるものでまとめると、① 1 ～ 4 号、② 12 ～ 20 号、

③ 21 ～ 23 号、④ 24 ～ 29 号、⑤ 7 ～ 11・30 ～ 38 号、⑥ 39 ～ 47 号、⑦ 48 ～ 62 号のグループに分かれ、

最低でも 7 つの支群を形成していたのではないかと思われる。ただし、①では 1・2 号付近が大幅に掘削されて

おり詳細不明で、20 号は②の支群よりも下位にあるものの、埋没のため詳細不明であるため、それぞれ一群に

纏めている。また、20 ～ 23 号などのように、斜面の下の方に小さく開口しているものも見られる。この永山
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城の堀曲輪部分は大幅な造成が行われており、本来さらに下段に相当の数の横穴があった可能性が考えられる。

また、11・49 号横穴墓のように改葬墓の可能性もあるかなり小型の横穴も見られ、破壊されていたものに含ま

れていたことは容易に想像されよう。

　横穴墓の遺構の詳細が分かるものは少ないが、概ね平面形は逆台形や羽子板形を呈するものが多く、天井は尖

頭アーチ、切妻や四角錐形のものが見られる。豊後地域における横穴墓についてまとめた池邉氏の形態変遷〔註

14〕に従うならば概ね 6 世紀後半から 7 世紀にかけてのものと考えることが出来よう。（渡邉）

註 01　武石繁次編　『日田金石年史』　1973

註 02　久多羅木儀一郎　「永山城址」　大分県史蹟名勝天然記念物調査報告書第 1 集　1925

註 03　『日田市史』　日田市　1990

註 04　『九州の横穴墓と地下式横穴』　第 4 回九州前方後円墳研究会大会　九州前方後円墳研究会　2001

註 05　『大分県遺跡地図』　大分県教育庁　2008

註 06　『夕田横穴墓群』　九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告 14　大分県教育委員会　1999

註 07　「羽野横穴墓群 - 天神地区急傾斜砂防対策事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書」　大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書

　　　  第 37 集大分県教育庁埋蔵文化財センター

註 08　「北友田横穴 - 大分県日田市所在遺跡発掘調査報告」　大分県教育委員会　1993

　　　  「北友田横穴墓群 - 片山地区急傾斜斜面地崩壊対策に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 -」

　　　  大分県教育庁埋蔵文化財センター調査報告書第 5 集　大分県教育庁埋蔵文化財センター　2005

註 09　 「小迫墳墓群」『九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書』3　大分県教育委員会　1995

註 10 　「平島横穴墓群」『平成 7 年度（1995 年度）日田市埋蔵文化財年報』　日田市教育委員会　1997

　『有田塚ヶ原遺跡群』　日田市教育委員会　1999

註 11　 「佐寺横穴墓群」『九州横断自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書』6　大分県教育委員会　1997

註 12　 「内ノ下遺跡・大行事遺跡」　日田市埋蔵文化財調査報告書第 33 集　日田市教育委員会　2002

註 13　 註 8 に同じ

註 14 　池邉千太郎「豊後地域における横穴墓の様相」『九州の横穴墓と地下式横穴墓』　第 4 回九州前方後円墳研究会大会

　　　  九州前方後円墳研究会　2001
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第 8 図　トレンチ出土遺物実測図（1/4）

写真 10　6 トレンチ土器出土状況 写真 11　8 トレンチ完掘状況
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　永山城跡外周に見られる横穴は、古墳時代の横穴墓を除くとその殆どが太平洋戦争時の特殊地下壕と考えられ

る。この特殊地下壕は防空壕であるもののほかに、空襲によって、北九州工業地帯から日田に疎開することにな

った小倉陸軍造兵廠の第 2 製造所に関係するものと思われる。この小倉造兵廠の第 2 製造所は、巨大な地下（横

穴）工場を建設し、西部軍の兵器廠として内地決戦用に備える目的で作られ、九州だけで補給でき、沿岸部から

も遠く交通の便がよいという理由で、日田が選ばれたと言われる。昭和 19 年末から 20 年にかけて、市内の田島・

有田・光岡・朝日地区を中心に建設されたとされ、本部の田島以外に庶務・作業・技術・監督・会計・医務の 6

課で編成された。このうち、医務課は丸山町に 20 棟の大病院を作り上げたとされ、GHQ の SCAP Records に記

載される地図〔註 1〕にも、月隈山の堀東側に建物施設が配置されていることが読み取れる。

　特殊地下壕は、現在露出しているもので 50 基が確認されるが、堀の埋立てなどで埋め戻され、上端の一部が

露出しているのみのものなども見られることから、その数はさらに多くなるものと考えられる。この特殊地下壕

は天守跡Ａの東側斜面に見られる横穴 2 基以外は、その殆どが平地部に位置し、特に曲輪 O・Ｎ・Ｍ側に多く

見られ、約 8 割を占めている。各曲輪の平坦面や参道からのアクセスが容易な箇所に多く造られるのは必然で

あったのだろう。また、東側の地下壕は 15 ～ 16 ｍで等間隔に並ぶ規格的な様相が見られる。これら特殊地下

壕の入口形態は、大きく①蒲鉾形と②長方形の 2 つのタイプに分かれ、蒲鉾型のものは幅 2 ｍ前後 × 高さ 1.5

ｍ前後、長方形のものは幅 0.6 ～ 0.8 ×高さ 1.2 ｍ前後を測る。①のものは、奥 1 ｍ前後の箇所で②のタイプが

掘り込まれるものが殆どである。①が玄関部分で、②が実際の通路になるものと考えられる。概ね平地部分に配

置される地下壕ほど①のタイプを有するものが多い傾向が見受けられる。奥行はまちまちで、その全容把握はで

きないが、内部で繋がっているものも見られる。

　この月隈山の特殊地下壕についての調査は今回の報告が初めてといって良いものであるが、過去に地下壕を塞

いだ際に記録作成対応を行ったものと平成 21 年度の予備調査（予備 2 次調査）の際にトレンチ調査を行ったも

のもあることから、以下に報告する。地下壕を塞いだものに関しては、平成 17 年に鹿児島県で発生した事故を

きっかけに、戦時中の特殊地下壕を立入禁止にする措置が全国的に行われるようになったことに端を発する。本

市では、平成 18 年度からその措置が図られることになったが、戦争遺跡としての評価に加え、横穴墓を改変し

たものが多数存在する可能性があるとして、封鎖を行う際の取扱いについて、工事担当課である市都市整備課と

協議を行いながら進めた。工事は平成 18 年度に月隈山の東側 5 箇所、20 年度に月隈山の西側を中心に 15 箇

所が対象とされ、このうち 8 基については横穴墓の改変の可能性があると判断し、特殊地下壕により掘削され

たと考えられる部分（本来の床面より下位および奥壁より

奥）を土嚢で塞ぎ、その他については特殊地下壕と判断し、

入口を土嚢で塞ぐこととなった。

　なお特殊地下壕の一部については、予備 2 次調査にお

いて、トレンチ調査を行った。其々の横穴の前を掘り下げ

たところ、全てのトレンチで城としての整地層上層におい

て踏み固められた灰土層が確認され、この灰土層が横穴の

床面の高さと一致していることから、戦時中の横穴の掘削

及びその整地層と判断された。（渡邉）

註 1　『日田市史』　日田市　1990

（４）特殊地下壕の調査

写真 12　特殊地下壕のトレンチ調査と封鎖状況
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　永山城跡および月隈横穴墓群と特殊地下壕については、4 次の予備調査と発掘調査がなされているが、あくま

で緊急目的であったため調査範囲も限定され、また小規模なトレンチ調査でもあることから、各遺構の全容解明

までには至っていない。しかし、これらの調査によって、道路計画の変更（最終的には中止）がなされ、その後

の確認調査実施に至る基礎資料を得ることが出来るなど、一定の成果は得られた。そこで以下では、この調査に

おける永山城跡および月隈横穴墓群と特殊地下壕についての成果と特徴をまとめる。

１. 永山城跡について

永山城跡に関する調査成果は、概ね城として機能していた江戸前期までの永山城の様相と廃城後の永山城を

利用した江戸後期の姿の 2 つに分けられる。

まず、江戸前期の永山城に関する調査成果については、調査の性格上やむをえないものであるが、その殆どが

城北側部分に集中している。それらはＭ・Ｈ・Ｉの曲輪及び 17・4・5・6 の石垣にあたる。Ｍの曲輪については、

永山城に関連すると思われる整地層と北側の土塁跡、Ⅱの堀内側の石垣 17 の存在が確認されると共に、Ｈの曲

輪に通じる連絡通路のような階段状遺構が確認されている。整地層は上面に戦時中に造成された痕跡が見受けら

れるものの、全体的に城の機能を大きく損なっていないことが明らかとなった。次にＨの曲輪については、土坑

などの遺構や大幅に盛土された整地層が確認され、築造当初の石材も用いられていたものと考えられる隅石を有

する 4 の石垣が残存し、Ｍの曲輪との連絡路となっていたものと想像された。また、この曲輪については、『豊

後国古城蹟并海陸路程』に示される東西 9 間×南北 24 間の曲輪に対応する可能性が高い。Ｉの曲輪については、

整地層の存在と、北西側の櫓門石垣と想定される土塁のマウンドに石垣 5・6 が残存していることが確認された。

これらはその構築技法から、築造当初の慶長年間の痕跡を随所に残すものの、やや新しい寛文～天和年間頃のも

のと考えられた。このように、確認された江戸前期の永山城跡に関する遺構は、削平を受けている箇所も見られ

るものの、築造時の痕跡を随所に残しつつ、寛文年間頃に改築がなされた遺構を大きく損なうことはなく残存し

ていることが明らかになるなど、貴重な成果が得られている。

　次に江戸後期までの永山城に関しては、Ｋの曲輪で神社の痕跡が見られ、帰安碑付近では現在の参道とは異な

る参道の存在を予見させる階段状の遺構、江戸期に遡る可能性のある石畳などの存在が明らかとなり、森家絵図

に見られる江戸後期の永山城跡の姿が良好に残存している可能性が高いことが分かった。

以上のような城跡に関する知見が得られたが、各曲輪の建物遺構などの存在を充分に確認出来ていないこと

や、石垣の築造年代を正確に決定することなどが出来ていないなどの課題は残り、今後の調査の進展が期待され

る。（渡邉）

２. 横穴墓と特殊地下壕について

　月隈横穴墓群は、概ね 6 世紀後半から 7 世紀前半にかけて築造された可能性が高く、総数 62 基＋ α の横穴

墓が複数の支群で形成されていたものと思われる。この状況は市内のその他の横穴墓群の様相とも合致してお

り、平島や佐寺原横穴墓群と同様に、造営が最盛期を迎える時期に新たにここ月隈山に造営された墳墓群と考え

られる。また、月隈山眼下に広がる花月川の沖積地では、永山布政所跡〔註 1〕では 6 世紀の溝、一丁田遺跡〔註

2〕では 6 世紀後半の住居跡が発見されている。被葬者集落の存在を考える上で注目される。このように、月隈

横穴墓群は市内の横穴墓形成の最盛期にあたり、被葬者集落との関係などを考えることが出来るなど、市内の横

穴墓群形成状況などを検討する上で貴重な資料と考えられる。

　特殊地下壕については、現地踏査やトレンチ調査によって横穴墓との峻別を行い、その総数は現況で 50 基が

（５）小結
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数えられる。太平洋戦争時の小倉陸軍造兵廠の丸山町の医務課に関連する可能性が高く、規格的な地下施設建設

の痕跡が随所に見られる。現在では危険箇所は土嚢によって封鎖されており、その隧道がどのように伸びるかは

不明である。

　以上のように、古墳時代の横穴墓と太平洋戦争時の特殊地下壕について成果が得られたが、これも城跡と同様

に調査範囲が限定的であるため、その全容がつかめていない。横穴墓では墓全体の時期比定や測量調査、特殊地

下壕では隧道全体の構造解明など、残された課題も多い。（渡邉）

３. 水路について

　1 次調査Ａ区では、永山城に関する遺構は見られなかったが、近代以降の大規模な整地が確認された。調査区

西半では岩盤の削平と、東半では 2 ｍ以上もの盛土によって広さを確保している様子が見受けられた。盛土の

深い位置からは銅板転写等の染付が出土しており、埋め立ては近代に始まるようである。この削平面および盛土

面では、近代以降のある段階で設けられた水路が検出された。この水路は西から東へ、日田林工高校方面から東

の遊具広場に向かってやや広がりながら傾斜している。水路は大部分がコンクリートでつくられているが、西半

の岩盤削平部分ではその外側に河原石列が沿い、東半の盛土部分では河原石積みの側壁がそのまま活かされてい

ることから、まず河原石で構築され、後にコンクリートで覆ったものと推定される。この水路の用途としては、

月隈山からの雨水排水用であることは想像に難くないが、もうひとつの可能性として、井戸・トイレの排水も考

えられる。明治 8（1875）年の「日田旧県庁」略図（Ｐ 89 第 33 図参照）には旧知事邸宅の北側に井戸・厩・

雪隠が描かれており、図の縮尺は定かでないが、図中のものと同一と思われる井戸が現在も公園内に残されてい

る（写真 13）。Ａ区の調査では上記水路と直交する南北方向の溝状遺構が数条見つかっており、いずれかを井

戸の排水とした可能性がある。明治 8 年の絵図に既に

井戸が描かれていることから、最初の造成（削平・盛土）

は明治初期、この地に日田県知事官舎を建築する際にま

で遡る可能性がある。文政年間の所産とされる「森家絵

図」（巻頭写真 3 参照）には当該地に多数の桜と社ら

しき建物が描かれているが、知事官舎の建築に伴い、明

治の初めにはこれらは既にこの位置に存在しなかったも

のと思われる。（行時）

　

註 1　「永山布政所跡 2 次」『平成 15 年度（2003 年度）　日田市埋蔵文化財年報』　日田市教育委員会　2004

註 2　『一丁田遺跡』　日田市埋蔵文化財調査報告書第 68 集　2006

写真 13　公園内の井戸跡
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　永山城跡は平成 23 年度までに 5 回の予備調査や発掘調査が実施され、その際に石垣などが比較的良好な状態

で残っていることが判明してきた。そのような中で永山城が近世初頭の城郭の特徴を有し、また豆田町を中心と

した近世日田の形成を考える上での重要性などから、史跡指定・保存に向けた調査を実施することとなり、平成

23・24 年度の２ヵ年にわたって発掘調査及び石垣カルテ・縄張図の作成等を行った。以下、年度ごとに調査の

概要を記す。また、平成 23 年度には駐車場造成工事に伴う予備４次調査を北側堀において実施し、継続した発

掘３次調査において石垣や堀の確認を行っている。

　発掘２次調査

　平成 23 年度の調査について別府大学文化財研究所に学術発掘調査の業務委託を行い実施した。

まず、発掘調査については本丸跡および大手門、通用門に調査区を設定した。まず、本丸跡では、既に露出し

ていた２基の礎石のほかに３基の礎石が検出され、本丸御殿の一部である可能性が高いと判断された。

　次に本丸西側の大手門（虎口・南北櫓跡）付近では、石垣の下部において、慶長期のものとみられる大きな矢

穴を有する石材や石材を据える際に地山を削り込んだ「根切地業」が確認された。この石垣の前面からはコビキ

Ａ調整瓦が出土していること。また、本丸北側の通用門（の搦手口）では、算木を伴う石垣の間で階段が確認さ

れ、16 世紀後半～ 17 世紀初頭の朝鮮系陶磁器片が出土し、築造当初からの搦手口であった可能性が高まった。

　続いて、発掘調査以外の関連調査については、永山城跡及び関連石造物の調査、永山城跡の石垣カルテ作成、

永山城関連の史・資料調査及び永山城の縄張図作成を実施した。

　まず、石造物調査については月隈神社への参道において、灯籠４基・角柱灯籠１基・鳥居 2 基・石碑（帰安碑）

１基の紀年銘・石材等を確認している。次に神社境内において、手水鉢 2 口・灯籠の残欠・狛犬 2 対を調査、

さらに本丸口において石碑 1 基、天守跡において石碑 1 基の確認を行っている。これらの石造物は一部明治～

昭和期のものがあるが、多くは 19 世紀前半代のものである。この中で最も古いものは神社境内の灯籠残欠で、

安永 5（1776）年の銘があった。石垣カルテの作成においては、測量とともに矢穴の拓本を採取し、石垣の加

工技術から 3 段階以上の編年試案を示している。縄張図作成に関しては、現行のものに地形測量図や発掘調査

成果を加えながら改変を行うとともに堀外の検討を加えるために明治初頭の字図との検討を実施した。

　発掘３次調査

平成 24 年度は日田市教育委員会が主体となり、別府大学に指導を受けながら天守跡・本丸跡及びその石垣、

堀のⅠ部分、曲輪⑩において発掘調査を実施した。

まず、天守跡については、柱穴群が検出されたもの、確実に中近世と判断できるものは確認できなかった。し

かし、天守跡の北側においてこれまでに発見されていなかった玉石積みの石垣が確認された。

　本丸跡においては、前年度の調査で確認されていた建物礎石の展開の有無を目的に調査を行ったが、確認する

ことはできなかった。ただし、本丸跡北側の石垣の遺存状況の確認を行った結果、予想以上に良好に残存してお

り、シノギの技術を多用したプランであることが判明している。

　次に北側堀跡においては、前年度の予備 4 次調査で検出された、石垣の確認を行った。その結果、近代以降

に積まれたものと江戸時代に積まれたものがあることが判明した。また、堀の深さは現地表面より約３ｍ下にあ

ることも想定されている。最後に現在、ゲートボール場として利用されている曲輪⑩において、櫓等の建物が存

在しているか確認を行ったものの、城に関する明確な遺構は検出されなかった。（若杉）

第４章　平成 23・24 年度の重要遺跡確認調査

（１）調査の概要
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　まず、天守跡について述べる。

　調査面積は、約 80 ㎡である。当調査区は、天守台であるとの言い伝えがある場所に設定した。表土の厚みは、

5 ～ 20cm 余りで、遺構面までの深さは非常に浅いものであった。また、調査区南側の擁壁施工時にかなりの改

変を受けていた。調査の結果、柱穴らしき小土坑群及び植樹痕が検出された。検出された遺構群からは、掘立柱

建物を復元することはできなかった。また、小土坑の内、中央に礎石或いは礎盤らしき平石が据えられているも

のが確認された。その礎盤状遺構 4 基を用いて、１間 × １間の建物跡が復元されたが、平石の上面にはコンク

リートの付着が見られ、後世に建てられた「神社」や「祠」或いは「東屋」に用いられたものである可能性が高

い。今後の聞き取り調査が必要である。

　出土遺物に関しては、土師器や唐津焼の小破片数点に限られた。また、瓦の出土は皆無であった。

　次に本丸跡についてである。

　平成 23 年度の調査面積は、316 ㎡である。表土の厚みは、5 ～ 20cm 余りで、遺構面までの深さは非常に浅

いものであった。本丸跡東側にて、2 ｍ弱の間隔で並ぶ 3 基の礎石を確認した。3 基の礎石の間隔は、慶長期の

武家屋敷に用いられる間尺である 6 尺 5 寸（≒ 195cm ＝ 1 間）を一間として用いた建造物が存在したことを示

唆するもので、南北に 4m 弱の間隔で 3 基並ぶ礎石のプランに直交する形で L 字状の同一方形プランに乗るも

のであると判断された（第 12 図）。永山城の縄張り上、この同一プラン上に乗る 5 基の礎石は、位置的にも本

丸の礎石建物の一部であると考えられる。更なる礎石の広がりを確認すべく、次年度に、平成 23 年度に設定し

たトレンチから西側に 4 トレンチ 64 ㎡を拡張したが、新たな礎石は確認されなかった。

　出土遺物は、少量であったが、胎土目積み段階（1590 ～ 1610 年代）及び砂目積み段階（1610 ～ 1630 年代）

の唐津焼・丹波焼の擂鉢等の国産陶器、及び高台内にカンナ削り痕が明瞭に確認される青花・朝鮮系陶磁器等の

貿易陶磁器に代表される 17 世紀前半を主体とする遺物群と、20 世紀以降の遺物群の大きく 2 群に大別できる

遺物組成が認識された。17 世紀前半代の遺物群に関しては、茶陶然とした遺物が多いことが指摘される。また、

瓦の出土は確認しておらず、本丸には瓦を使用した建造物は存在していなかったことが指摘される。（上野）

　

　永山城本丸は、西側に開口し、大手門が築かれていたものと推定される。大手門の構造に関しては、今後、更

なる検討を加えなければならないが、現状では、南北に櫓を築き「虎口」を挟みこむ櫓門のような構造が想定さ

れている。

　本年度の調査は、平成 20 年度の予備 1 次調査において発見された北西隅算木を再検出し、北櫓西面の石垣を

面で確認することを目的の一つとした。北西隅の算木には鑿突仕上げが施されており、後世に手が加えられてい

たことが推定される。

　調査の過程において、虎口側である南西隅の算木を新たに検出することができた（第 13 図）。北西隅－南西

隅算木の基底部を測ると、距離は 13m 強（≒ 7 間）を測る。また、南西隅の基底部には、凝灰岩を掘削した「根

切」地業が施されており、北櫓とそれに伴う虎口プランが城郭創建当初からのプランを踏襲していることが確認

された。南西隅の算木の表面は、割られた状態のままの自然面で、自然面に確認される矢穴の幅は極めて大きく

幅 13 ㎝を計る（第 14 図）。石垣前面からは、コビキ A 調整瓦及びコビキ B 調整瓦が検出されており、これと

合わせ見ても慶長期の石積みである可能性が高い。

　北櫓西面に関しては、北西・南西両隅上位の算木が抜かれ、前面には栗石が大量に流れ出している。石垣は、

中央部のみが山状に玉石垣 4 ～ 5 段を遺している状況であった。

（２）天守跡・本丸跡

（３）大手門（南北櫓跡）・搦手口
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第 11 図　天守跡遺構配置図（1/100）
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　南面に関しては、存在が知られていなかった貼石状の石積みを確認した。石積みには、側溝が伴う。南北櫓間

の門が存在したと想定されている部分においては、南面における石垣基底部の検出レベルから、本来階段が存在

していたものと考えられる（第 15 図）。

大手門南櫓跡は、文政年間（1818 ～ 1829 年）の「森家絵図」に描かれている石垣であると推定される櫓跡

である。しかし、石垣の観察から、全てが当初から普請されたものではなく、中位以上に関しては、明らかに後

世に積みなおされたものであることが理解される。石垣西面の中位以下に関しても、江戸期以降の積み直しであ

ることが想定される。

以上のような観点から、櫓周囲に改変の痕跡が見受けられないか掘り下げをおこなった。北西隅に関しては、

石垣基底部の算木には自然面が観察されるが、それ以上の算木には鑿突仕上げが施されていた。また、南西隅石

垣も同様に鑿突仕上げが施されている。この北西隅－南西隅間の基底部間の長さは、約 14 ｍ（≒ 7 間）を測る。

虎口の一部を形成する北面に関しても、石垣中位以上は「ネズミシノギ」積みを含む、極めて新しい積み直し

であるが、その基底部には凝灰岩を掘削した極めて念入りな「根切」地業が施されていた。この根切地業は、北

櫓においても確認されており、この虎口プランが城郭創建当初からのプランを踏襲していることが確認された。

出土遺物としては、石垣北面の前面から、17 世紀中頃の有田焼が出土している。

次に虎口について述べる。

現在虎口は、地山である凝灰岩を掘削して、大正時代に整備されたと考えられる石段が園路として設けられて

いる。しかし、大手北櫓南面石積みの下面のレベルが判明したことにより、現地表面から 50cm 上に江戸時代

の虎口の地表面が存在したことが解明された。大手門には、凝灰岩を刳り貫いた排水溝を伴った数段の石階段が

存在したものと推察される。

南北櫓跡の基底部は、地山である凝灰岩を、虎口のプランに沿って垂直に掘削することによって高石垣を築く

ための根切地業としている。この地業は、南北両櫓において確認されており、石垣の表面観察や出土遺物からも、
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第 12 図　本丸跡遺構配置図（1/100）
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慶長期に施されたものである可能性が高いと考えられる。虎口は、左曲がりの虎口で、開口部の幅は約 5.0m、

左面石垣の奥行きは約 4m である。虎口の突き当たりに関しては、石垣が確認されず垂直に削り出された凝灰岩

が切り立った状態で検出された。本来は、北櫓南面のように、貼石状の石積みがあったものと思われるが、現時

点においてはその構造は不明である。虎口を左に曲がった後は、2m 弱の幅に縮小し、右に折れるものと考えら

れる。
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第 13 図　大手門北櫓西面立面実測図（1/100）

第 14 図　大手門北櫓西面立面実測図（1/25）
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虎口に関しては、北櫓と南櫓の地業に、明確な差異が見受けられる。北櫓が貼石状の施工であることに対し、

南櫓に関しては石垣を築いている。南櫓に関しては、前述した通り、石垣の表面観察から、近代の積みなおしが

想定される。この積み直しの際に、北櫓の石材を利用して高く積みなおした可能性を想定しておかなければなら

ない。

　搦手口は、北側曲輪からの通用門的な位置付けで、構造的には本丸曲輪の搦手口と評価される（第 16 図参

照）。門の入り口側からの構造を見ると、3 段の階段が確認され、東西両側に算木が見受けられる。天守跡南西

角にあたる東側は算木を用いてシノギ角にされている。西側は、高石垣で崖面に面しており、大手門北櫓から続

く石垣東端の算木積みが 2 ～ 3 段確認される。算木には、鑿突仕上げが施されており、後世に積みなおされた

ものであることが分かる。平成 24 年度の発掘 3 次調査において、本丸から搦手口への通路に関しても地下に石

垣が存在することが確認された。

　遺物に関しては、16 世紀後半～ 17 世紀初頭と考えられる朝鮮系陶器碗の破片等が出土している。（上野）
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第 15 図　大手門北櫓南面（虎口左面）立面実測図（1/100）

第 16 図　搦手口平面図（1/60）
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写真 14　天守跡発掘状況

写真 16　本丸跡礎石検出状況写真 15　天守跡西石垣検出状況

写真 17　大手門北櫓南西隅石垣検出状況

写真 20　出土遺物（本丸跡・大手門）

写真 18　大手門北櫓南面石垣検出状況

写真 19　搦手門石垣検出状況
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　堀の I 部分及び 16 の堀と石垣の調査は、平成 23 年度に実施した予備 4 次調査に基づき、玉石垣の検出と堀

の構造の確認を目的として行った。

　確認された石垣は大きく上段、中段、下段、最下段の 4 段に分けることができた。まず、上段に関しては近

隣住民の方が戦後に積み直したものであることが聞き取りにより判明した。次にこの現代の石積みの下部にある

中段の石積は整地層の上に構築されていることから、江戸時代のものであると判断した。

　下段の石積は中段の石積より約 2 ｍ北側に構築されていたが、裏込めから近代の磁器が出土したため、近代

以降の石積であると判断できる。さらに最下段の石積みについては、石材の面を揃えて構築されていることから、

江戸時代のものである可能性が高いと判断した。

　堀の底面については、重機を用いて一部の掘り下げを行った。結果的には湧水のため目視での確認はできなっ

たが、箱掘になると推定できた。なお、現地表面から底面までの深さは約 3.1 ｍを測る。

　以上の結果から最下段の石積みは築城時により近い時期のもの、整地層の上に構築された中段の石積みは肥後

藩の預所時代に拡張された「肥後殿堀」の時期と想定することができる。

　次に南東側にあたる O の曲輪⑩の調査は、現在ゲートボール場として使用されている付近において、櫓跡及

びより古い時期の石垣が残存しているかどうかの確認のために実施した。

　調査では、東側および南側に建てられている白壁の内側数箇所にトレンチを設定して掘り下げを行った。まず、

古い時期の石垣については、東側と南側の白壁の内側にトレンチを設定して確認を行った。その結果、壁に沿っ

て巡らされているコンクリート製の側溝を埋める際の栗石を検出したものの、古い時期の石垣の存在を示すよう

な石材は確認されなかった。

また、現地表面に露出していた、建物の礎石とみられる石を中心にトレンチを設定して掘り下げをおこない、

側溝の内側にもトレンチを延長して、建物の礎石として展開するか確認を行ったが、検出されなかった。

さらに東側の白壁の一部では、大量の玉石や瓦が出土した ( 写真 26)。玉石は 20 ～ 30 ㎝の大きさのものが

中心であった。また、石の出土状況については、部分的に規則的に並べられたような痕跡も見受けられ、なんら

かの施設である可能性も考えられたが、明確に判断できる材料がなく、断定するには至らなかった。

この他、ゲートボール西側にも礎石とみられる石材が露出していたことから、その石を中心に建物の礎石とし

て展開する石があるか掘り下げを行ったが、検出することはできなかった。（若杉）

（４）堀・曲輪⑩
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写真 21　北側堀石積及び岩盤検出状況
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写真 22　堀・石垣（全体）　

写真 23　北側堀石垣（最下段）

写真 24　曲輪⑩トレンチ発掘状況

写真 25　堀石垣（中段） 写真 26　曲輪⑩トレンチ発掘状況

上段

中段

下段

最下段
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　永山城跡には現状で確認される限り 21 箇所の石垣が見られる。本章（2）～（4）の発掘調査で触れられてい

る部分もあるが、ここでは全ての石垣の概要〔註 1〕について説明したうえで、永山城の石垣の特徴についてまと

める。

【石垣 1・2】　天守と想定される曲輪の西及び北側の直線状の石垣である。石積み正面の築石は全て河原石を

用い、野面積布積みで築かれ、天端部分は部分的に崩落している箇所も見られるが、ほぼ残って水平を保ってい

る。永山城跡で最も残りのよい石垣の一つで、H の曲輪側に精緻に組まれている。北西隅部の石積みは巨木によ

り崩落しており、算木積み状況など石積みの特徴は不明である。石垣 2 南の搦手口とされる C に接合する箇所

には、慶長期頃の矢穴が見られる荒割石による算木積み隅部を成形する。石垣 1 は大部分が崩落し、現況で西

側からの 3m 程が残存し、高さは約 1.5m を測る。この崩落した石材が曲輪 F に散乱している。石垣２は殆どが

残存し、長さ約 18m、高さ約 5.6m を測る。石材の規格は、高さ約 40 ～ 50cm、幅 50 ～ 60cm である。

【石垣 3】　本丸と想定される曲輪の北側の石垣である。搦手口 C から櫓台 D を接合し、H の曲輪側に面して

精緻に組まれる。直線的ではなく、搦手口から鈍角に 4 回ほど屈曲する鎬 ( シノギ ) が特徴で、屏風折横矢をな

すものであろうか。中央部で大きく石垣が破壊されている状態で、破却の可能性が考えられる。築石は全て河

原石を用い、野面積布積みで築かれ、搦手口には荒割石による算木積み隅部が形成される。現況で東側約 20m、

西側約 34m が残存し、高さは約 6.7m を測る。石材の規格は、高さ約 30 ～ 40 ㎝、幅 40 ～ 50 ㎝である。

【石垣 4】　H の曲輪の南端に築かれる石垣で、築石は荒割石と野面石を用いており、隅は算木積みが見られる。

下部の曲輪 M には崩落した石材が散乱しており、その中には慶長期の矢穴の痕跡がある荒割石が見られる。北

側は殆ど石垣が残っておらず、南隅は斜面との間に 80 ㎝程の隙間が形成され、通路の存在がうかがえる。現況

で約 5m が残存し、高さ約 3.4m を測る。石材の規格は、高さ約 30 ～ 40 ㎝、幅 40 ～ 50 ㎝である。

【石垣 5 ～ 7】　本丸西側の大手口を形成する櫓台 D を形成する石垣で、殆どが崩落している。石垣 5 は殆ど

崩落したままの状態で、裏込めの栗石の散乱が見られるのみである。西面の石垣 6 では北西隅石が 1 段確認さ

れる。隅石は表面を丁寧に加工された切石が用いられ、その基底部には地山削り出しの根切地業が残る。石垣 6・

7 の南西隅部で確認された隅石では、基底部の算木が 3 段確認され、慶長期の矢穴が見られる算木積み石が見ら

れる。北西隅石と同様に根切地業が見られ、慶長期の石垣がそのまま残るものと思われる。石垣 8 は凝灰岩地

山削り出し面に並べた貼石状の石積みが数段見られ、側溝が伴う。いずれも築石には殆ど河原石が用いられる。

これらのことから、加工された角石が算木に用いられる元和以降〔註 2〕の改修の痕跡が見られるものの、慶長期

の当初の石垣やプランがそのまま踏襲された可能性が考えられる。石垣 6 で約 14 ｍ、残存高約 1.5 ｍ程が残る。

石材の規格は、高さ約 30 ～ 40 ㎝、幅 50 ～ 60 ㎝である。石垣 7 で 5m、残存高約 4.5m を測る。石材の規格は、

高さ約 40 ～ 50 ㎝、幅 60 ～ 70 ㎝を測る。なお、石垣

7 と 8 にはさまれる虎口東面は地山の削り出しのみが確

認され、石垣は残っていなかった。

【石垣 8 ～ 10】　本丸西側の大手口を形成する櫓台 E

を形成する高石垣で永山城を代表し、最も知られる石垣

である。石垣 8 ～ 10 の中段には谷積みされる不整合面

が見られ、近代以降の積み直しの可能性が高い。（写真

27）また、北西及び南西両端の隅石の算木石は根切地業

された基底部付近の数段は荒割石が用いられるが、それ

以上には、丁寧に表面加工された切石が用いられており、

（５）石垣について
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近現代の積直しの可能性が高い想定ライン

写真 27　石垣 9 の積み直しライン
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石垣 5 ～ 7 と同様な状況が確認される。築石の大半には河原石が布積みされるが、中には慶長期の矢穴が見ら

れる高さ 70 ㎝、幅 150 ㎝の大石を配し、鏡石としている。石垣 8 で約 12m、残存高約 6.2m を測る。石垣 9

で約 14m、残存高約 6m を測る。石垣 10 で約 20m、残存高約 6.3m を測る。石材の規格は、高さ約 40 ～ 50 ㎝、

幅 60 ～ 70 ㎝を測る。なお、石垣 10 には南側に外枡状をなす長さ 4m 幅 6m の張り出しが見られ、通路など

の施設があった可能性が考えられる。

【石垣 11】　現在の山道横に見られる石垣である。谷積みで河原石が積まれることから、江戸末期以降の石垣か。

長さ 13m、高さ 1.5 ㎝を測り、石材の規格は、高さ約 20 ～ 30 ㎝、幅 30 ～ 40 ㎝を測る。

【石垣 12・13】　曲輪 J の南北両面に見られる石垣で、いずれも築石には河原石が用いられ、布積みである。

隅部の算木が見られず、時期は不明である。石垣 12 で約 15m、残存高約 1.2m、石垣 13 で約 17m、残存高約

5m を測る。石材の規格は、高さ約 40 ～ 50 ㎝、幅 60 ～ 70 ㎝を測る。

【石垣 14】　曲輪 K の南側に見られる石垣で、いずれも築石には河原石が用いられるが、一部落とし積みも見

られ江戸末期以降の石垣か。長さ 10m、高さ 1.6 ㎝を測り、石材の規格は、高さ約 40 ～ 50 ㎝、幅 60 ～ 70

㎝を測る。

【石垣 15】　現在の神社山道の階段に見られる石垣で、間知石の亀甲積みでモルタルも見られるかなり新しい

ものである。

【石垣 16・17】　曲輪 M の周囲に巡る石垣で、いずれも築石には小型の河原石が用いられる。石垣 16 は土塁

外側の石積みであるが、大きく 4 段に分けられる。石垣は地山削り出し部を挟んで上部（土塁外側）で上・中

段、下部（溝底）で下段・最下段に分かれる。上部が鉢巻石垣、下部が腰巻石垣に相当し、下段の堀の深さは約

3.1 ｍ程と想定される。上部石垣の上段 1.9m 程は現代の積み直し、中段 1.2m 程が江戸期、下部石垣の下部約

0.7m 程は近代、最下段は江戸期のものである。この場所が肥後藩預かり時に改築された堀である可能性が高い

ことから、中段が寛文年間頃のものと想定される。最下段は溝底に近いことから築城時頃のものか。石材の規格

は、高さ約 20 ～ 30 ㎝、幅 30 ～ 40 ㎝を測る。

　この石垣の大半が埋められているため、全容は把握できない

が、予備 1 次 C トレンチで同様な石垣の痕跡が 1.3 ｍ程の高

さで確認される。現状でも曲輪周囲に石が散乱しており、曲輪

M の周囲に石垣が回っていた可能性が高いと判断される。

【石垣 18・19】　曲輪 N の周囲を巡る石垣で、石垣 18 から

19 の途中までは間知石の谷積み、補修したと思われる箇所か

ら橋までは切石布積みが巡る。明治期頃の所産であろうか。現

況で石垣 18 が長さ約 45m、高さ約 3.6m、石垣 19 が長さ約

90m、高さ約 4.8m を測る。石材の規格は、高さ約 40 ～ 50 ㎝、

幅 50 ～ 60 ㎝である。

【石垣 20・21】　曲輪 O の周囲を巡る石垣で、全体的に間知

石の谷積みである。明治期の所産であろうか。石垣内側のトレ

ンチ調査（発掘 3 次調査 4 ～ 6 トレンチ）では、江戸期の石

垣の痕跡は確認できていない。現況で石垣 20 が長さ約 80m、

高さ約 4.9m、石垣 21 が長さ約 75m、高さ約 2.1m を測る。

石材の規格は、高さ約 30 ～ 40 ㎝、幅 60 ～ 70 ㎝である。

　以上が 21 箇所の石垣の概要である。これらの石垣のうち、
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永山城が完全に廃城となる貞享年間以前の可能性が高いものは、石垣 1 ～ 10、16・17 の 12 箇所である。な

かでも、大手口櫓台の南北の高石垣 5 ～ 10 は、元和年間以降の改修痕跡が大半ではあるものの、基底部には築

造時（慶長期）の痕跡が随所に見られ、16・17 は築城時及び寛文年間の改修時の痕跡が確認されるなど、石垣

の時期が凡そ特定できる。石垣 5 ～ 10 の石材に残る矢穴の痕跡比較では、4 時期の変遷（第 17 図）が見られ

ることから、複数の改修痕跡が確認される事と齟齬はないと思われる。また、石垣 5 ～ 7 は石垣上面が大きく

壊れて隅石は殆ど残らず、石垣 3 では中央部が大きく壊れている。意図的な破壊である破城行為の可能性が高く、

廃城後の永山城の取り扱いを知る手掛かりと言える。さて、このように石垣の現況を捉えられるが、これら石垣

の特徴としては、算木を除く築石の大半に野面の河原石（玉石）が利用される点である。石垣は総じて控えが長

い程強度を増すものであり、玉石では控えが短いため適さない。そのため、これら玉石積布積みないし乱積みが

なされる技法は全国的にも殆ど認められない。これらは、石垣の構築技法の地域性によるものであろうが、同じ

く日田市内の文禄 3 年（1594）築城の日隈城では荒割石による穴太積み技法が見られる点で大きく異なっている。

これは、日隈城が安山岩質凝灰岩である筑紫溶岩の独立丘陵で、城内に石切と想定される場を確保出来ているの

に対し、永山城は阿蘇溶結凝灰岩の独立丘陵で石材の確保が出来なかったことに起因するもであろうか。そのた

め、永山城の石材産地は判然としないが、殆どが周辺河川や基盤層から容易に入手できる河原石を利用したと思

われる。この河原石を用いる技法は豆田町の江戸期の建物群の基礎にも用いられており、その後の主要な技術の

一つとして地域に取り入れられたのであろうか。（渡邉）

　Ｆの曲輪には、河原石積みの井戸が残っている ( 写真 28)。規模は内法で直径約 2 ｍ ×1.9 ｍとやや偏平な円

形を呈する。縁から約 1 ｍ以下は埋まっており、本来の深さは不明である。使用されている河原石は、石垣の

ものより一回り小さく、長さ 40 ㎝×幅 20 ㎝程度のものが多用されている。石の積み方は平積みを基本としな

がらも、石の長辺を縦に使う部分や斜め積みなどが散見され、積み直しの可能性がある。また、井戸の周囲には、

井戸の石材よりも大きい河原石が多数散在しており、直上のＡの曲輪すなわち天守跡北側の石垣が崩落したもの

と思われる。

　この井戸は発掘調査未実施であるため、つくられた時期は明らかでないが、城の機能喪失後はここに井戸をつ

くる必要性がないので、永山城に築城当初から備えられていた可能性が高いと考えられる。あるいは中世以前か

ら（石積みではないにしろ）井戸としては存在していた可能性もある。なお、駐車場からこの曲輪に至る河原石

の石段が見られるが、石が不揃いであること、また城であった時期

には堀から侵入することになるため、この石段は少なくとも城とし

て機能していた頃のものではなく、その後（おそらく近現代）につ

くられたものと思われる。（行時）

これまでの調査成果や地形図、絵図を基に、永山城の平面構成につ

いて概説する。

註 1　石垣の技法などについては、以下の文献を参考とした。

　　　井上宗和　『日本の城の基礎知識』　雄山閣　2005　　三浦正幸　『城の観賞基礎知識』至文堂　1999

      　 江戸遺跡研究会　『図説江戸考古学研究事典』　柏書房　2001

註 2　北垣聡一郎　『石垣普請』　法政大学出版局　1987

（６）井戸

（７）縄張図について
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第18図　永山城跡石垣現況配置図（1/1,500）及び現況写真
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　曲輪は概ね A ～ O の 15 の箇所で構成され、それぞれの整地面は近世・近現代の削平を受けているものが見

受けられるが、発掘調査の成果から、概ね江戸前期あるいは築城当初期の状態を保っている可能性が高い。以

下、曲輪毎に特徴について説明する。A は天守跡とされる曲輪で、北と西方向に玉石積みの石垣 1・2 が備えられ、

東側は帯曲輪を挟んで急唆な崖面が巡る。削平により建物等の遺構は確認出来ていないが、19×16 ｍの規模で

北側に張り出しており、堀外との比高差約 35 ｍと最も高い曲輪である。B は本丸跡と呼ばれる曲輪で、西側に

大手と考えられる高さ約 6 ｍ程の高石垣 6 ～ 10 を備え、食違虎口を形成する櫓台 C・D を作り出す。また、北

側には搦手口と思われる食違虎口Ｃと H 曲輪側に鎬（シノギ）を有する石垣 3・5 が見られるとともに、平場に

は建物礎石跡が見られるなど、本丸に相応する施設を有している。規模は 51×37 ｍを測り、Ａより 5 ｍ下が

る。この北西には H の平場と連をなす小型の曲輪 I（13×12m）・G（16×10m）が認められる。I が堀外より

25m を測り、49 × 20 ｍの規模の H の曲輪が 5m 下に作られ、南西側に石垣 4 を備える。G は H より 1m 高い

北に張り出す小規模な曲輪である。現況では、この I ～ G 及び A・B を巡る帯曲輪状の細い通路が見られ、C の

搦手口から延びる通路と一連のものであろうか。H の西直下の曲輪 M との間には、全容が不明ではあるが、地

山削り出しの階段状遺構が備えられる。さらに H の南西 13m 下には、43×22 ｍの規模を持ち、玉石積みの井

戸がある F の曲輪があり、水場として機能したものであろうか。M は北及び西に石垣 16・17 と幅 3 ｍの土塁

によって囲まれ、堀外との比高差約 4 ｍ程度と低く、この土塁の張り出した屈曲部は櫓台などの可能性も考え

られる。J は月隈神社が建つ曲輪で、高石垣の正面にあり、B より 5m 程下がる。その西側には K（23×14m）

や L（12 × 10 ｍ）といった小規模な曲輪が連なる。南側の城下床面に向かって広がる規模の大きな堀曲輪 N・

O は、大半が近代の建築によって失われ、石垣 19・20 も明治期の改修を受ける。180×60 ｍと大規模である

が城下町（豆田）側に開く大手の存在が明らかでなく、詳細不明である。また、堀は幅などの規模が判然としな

いが、深さは 3m 以上と考えられる。　

以上、概ね永山城の構成について触れてきたが、総じてこれらの曲輪は急唆な地形を利用して、小型の曲輪が

並ぶ点などが特徴である。また、13 の石垣の下部に広がる谷部は、あたかも竪掘のような不自然な地形を示し、

施設の多くは小規模で、連続して並ぶことで成り立つ中世の山城的様相が見てとれる。市内で同じく織豊期築造

の日隈城が、梯郭式を呈するのとは大きく様相が異なっている。中世期の遺物が数点見られることからも、山城

を近世城郭として再整備し、高石垣の天守や本丸跡を備えた可能性が考えられる。

　次に、絵図資料との対応は、第 5 章に詳しく述べられるが、寛永年間の石川家家老である加藤家に残る文書

では北側に搦手口の橋が描かれているのに対し、貞亨絵図では北側

の橋はなくなっている。このことは、両者の時期間で大幅な普請が

行われていた可能性を示している。最終的に南側の大手口のみとな

ったと考えられるが、これまでの調査で城の通路は北側にしか検出

されておらず注意が必要となろう。また、正保年間に記載された『豊

後国古城蹟并海陸路程』には、①「東西 31 間×南北 17 間（56×

31m）の広さの場」、②「①の北側に東西 9 間 × 南北 24 間（16×

43m）の場、水がある。」、③「麓には東西 70 間 × 南北 20 間（126

× 36 ｍ）の場」と示されている。それぞれの位置関係と規模から、

各曲輪との対応については、B・J・N・O といった想定などもあるが、

ここでは①はＢ、②は H、③は M と対応するものと考える。②に関

しては B の北側に位置し、H 直下の井戸のある F と一連のものとし

て考えると、妥当性が高い。
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A の天守跡の調査においては、遺構・遺物共に天守台の存在を推定させるような痕跡は確認されなかった。し

かし発掘 3 次調査では、天守北側に、これまで未確認であった玉石垣が新たに確認され、本丸よりも一段高い

石垣構造物の存在には疑念の余地が無くなった。天守台ではないとしても櫓が構築されるべき場所であり、「北

櫓跡」と改称すべきかもしれない。通常、永山城の裏と理解される北側の城郭プランを見直す必要が生じてきて

いる。

発掘２・３次調査における B の本丸跡の調査に関しては、東側に数基の礎石が確認された。しかし、同一プ

ラン上に位置するのは 5 基のみに留まり、その他は飛び石である可能性がある。出土遺物に関しては、絵唐津

や彫り文様を有する唐津壷、丹波焼擂鉢、朝鮮産雑釉陶器碗等の茶陶的な遺物が確認された。

　天守跡・本丸跡に関しては、瓦は 1 点も出土しておらず瓦葺の高層建築物は想定できない。しかし、いずれ

も玉石垣を用いた石垣構造物上に形成されており、永山城の中核であることは間違いなく、玉石垣とシノギ積み

のコントラストは永山城の特徴であり、シノギを多用した石垣の平面プランは倭城的ですらある。

次に本丸への 2 つの出入り口に関してである。大手口から多くの瓦が出土したことから、瓦葺の大手門が存

在したことに関しては、ほぼ間違いない。搦手口に関しては、瓦の出土は見受けられず、その門の構造の解明に

までは至らなかった。しかし北側の曲輪から搦手口に到る通路にも高石垣が施されていることが判明したため、

より立体的な永山城の構造解明が進展した。また平面プランとしては、大手門北側櫓と搦手門を繋ぐ石垣に関し

ても、2 箇所のシノギ積みによって連結していることが推定されるに至った。しかし大手門南櫓南面に関しては、

大幅な積み直しが予測されるため、大規模な縄張りプランの見直しが必要となることが予測される。（上野）

　I の堀跡に関しては、現在地表面に露出していた石積みの下位にも石積みが存在することが確認された。この

石積みはその積み方により、４種類（上段・中段・下段・最下段）に分けられる。その時期については、上段が

戦後の積み直し、下段が近代以降であることが判明した。中段の石積みについては、整地層の上に積まれ、また

最下段についても面を揃えて整然と並べられていた状況から、江戸時代のものであると考えられる。時期につい

ては、中段が肥後藩預地であった寛文年間、最下段が築城時に近い時期とみられる。また、堀底については現地

表面から約３ｍ下であり、箱堀であったことが推定される。　

O の曲輪⑩については、櫓や古い時期の石垣など、永山城に関する遺構の確認はできなかった。なお、一部の

トレンチからは大量の玉石や瓦が確認された。出土状況としては、乱雑な状況で検出されており、後世に廃棄し

たものと判断した。ただ、玉石が石垣に使用された可能性もあり、瓦が出土したことも考えれば、今回の調査地

付近に古い時期の石垣や建物が存在していた可能性があり、今後の検討課題といえる。

次に永山城の石垣の特徴として、元和期以降の改修痕跡が見受けられるものの、基底部は慶長期や元和・寛文

期の示す石垣が残っていることが指摘できる。また、破却の痕跡が随所に見られ、廃城時の永山城の取り扱いを

考える上での好材料となると考えられる。さらに算木を除く築石の大半が野面の河原石（玉石）を利用している

点が指摘できる。このような石垣の構築技法は阿蘇凝灰岩の独立丘陵で石材の確保が難しく、周辺河川や基盤層

などから容易に入手できる環境にあったことに起因するものであろうか。

　Ｆの曲輪①に残る井戸については、石垣と同様にやや小ぶりながらも河原石を利用して構築されている。未調

査のため、詳細な時期は不明であるが、永山城の廃城後はこの場所で井戸を利用することは考えにくいことから、

永山城の築城時、もしくはそれ以前のものと考えられる。

永山城の平面構成については、急唆な地形を利用した、小型の曲輪が並ぶ点などが特徴として挙げられる。ま

た、施設の多くが小規模で、連続して並ぶことから中世の山城的様相をうかがうことができ、その後、山城を近

世城郭として再整備し、高石垣の天守や本丸跡を備えた可能性が考えられる。（若杉）

（８）小結
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　永山城跡内には、築城以前から月隈公園に至るまでの間の遺構、構築物が残る。現存する遺構や構築物などの

概略を以下に記す。

　永山城跡のＪ曲輪には、現在月隈神社の社殿が存在している。由緒によれば、創立年代は不明であるが、

①元和 2（1616）年、石川忠総が入城した際に社殿を創設し諸神を鎮祭

②延享 2（1747）年、代官岡田庄太夫が布政所の門前に勧請した天満宮を、大正年間に合祀

③寛政 5（1793）年、郡代羽倉権九郎が伏見稲荷の分霊を勧請し合祀

という流れを経て現在に至るという。永山城廃城後幕府直轄地となってからも、歴代代官に庇護され大切に扱わ

れてきたようである。月隈神社では、大宮賣神・猿田彦神・武甕土神・経津主神・天児屋根命・比賣神・崇徳天

皇等が祭神として祀られ、明治 6 年時の記録を見ると、社格は村社として扱われている。氏子は地元丸山町の

住民で、現在は宗教法人月隈神社が管理している。

　現在の月隈神社は、拝殿、本殿があり、神社境内および参道には、さまざまな石造物が配置されている。以下、

月隈神社の拝殿・本殿の現況と、第 3 表に掲げる石造物のうち、代表的なものについて若干説明を加える。

１．拝殿・本殿

　月隈神社は、東方に正面拝殿を構え、三方は大きく開放され落ち縁が廻されている。外部長押も内法長押と地

長押があり、金物で止めつけている。拝殿屋根は入母屋妻入りで正面を葺き降ろし合拝となっている。床部外回

りはモルタルで塞がれ通気に難がある。拝殿柱等木材は風食が見られ、それなりの経年感がある。拝殿屋根は、

本葺桟瓦葺が混ざり、雨漏りの修理の跡がうかがわれる。天井は格縁天井であり、鏡に龍の墨絵が 84 枠に嵌め

込まれているが、数枚は漏水による汚損と紛失したものと見られる。

本殿は木造の三間社造になっており、外壁はラスモルタルに吹き付けと改修がみられ、周囲の落ち縁は存在し

ない。また、外壁上部は真壁部分を残し、木柱と漆喰であることが判る。本殿屋根は切妻妻入り鋼板横葺であり、

漏水の具合は不明である。周囲の玉垣は既に存在せず、基壇縁の切石は残っているが、コンクリートで塗り込め

られた状態である。（平塚）
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次に、拝殿に保存されている神社額についてまとめる。拝殿には額６面が残っている。拝殿正面裏側に額１、拝

殿奥左壁に額２・３、同右壁に額４～６である。

　額１は、高さ 89 ㎝、幅 73 ㎝である。正面には「正一位　稲荷大明神」、裏面には「白川神祇伯殿御額所　京寺町通

五条上八（?）町　奥村政之進彫刻」と記されている。

　額２は、高さ 74 ㎝、幅 41 ㎝である。正面には「文政五壬牛年吉辰　天照皇大神官　玉田氏」、裏面には「玉田新左

衛門源則秀納之」と記されている。

額３は、高さ 72 ㎝、幅 42 ㎝である。正面には「文政五壬牛歳吉辰　金毘羅大権現　玉田氏」、裏面には「玉田新

左衛門源則秀納之」と記されている。

額４は、高さ 83 ㎝、幅 45 ㎝である。正面に「正一位　稲荷大明神　三河口金次郎源輝光敬書」と記されている。

額５は、高さ 45 ㎝、幅 29 ㎝である。正面には「正一位　稲荷大明神」、裏面には「安政四年丁乙七月吉日　施主

千原幸右衛門鎮正　漆塗寄進　波多野国助延知　執筆　千原太郎兵衛鎮誠」と記されている。

額６は、高さ 60 ㎝、幅 37 ㎝である。正面に「日田代官羽黒権九郎　正一位　稲荷大明神」と記されている。

　なお、神社建物等の詳細については、現在、調査継続中である。（土居）
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２．鳥居・灯籠

　現存する鳥居は 11・14・19 の 3 基であり、形式は全て柱の基部に饅頭を備え、島木と柱の間に台輪を持た

ない「明神鳥居」である。参道途中にある 14（第３表中の番号を示す。以下同じ）は柱に「羽倉権九郎荷田秘救」

「文化三年丙寅春正月」と陰刻されており、文化 3（1806）年に羽倉郡代によって寄進されたものであること

がわかる。ただし額束はない。参道入口の 19 は柱に記年銘が皆無であるため年代は不明であるが、「天満宮」

の額束が掲げられる。社殿前にある 11 は昭和 51 年コンクリート製であるものの、石製の「正一位　稲荷大明神」

の額束が掲げられており、本来は古い鳥居だったものを、昭和期にコンクリート製につくり変えたことがうかが

える。

　灯籠は、境内に 1 基（4）、参道に 4 基（15 ～ 18）が存在する。それぞれに記年銘などが陰刻されており、

最も古いもので 4 の安永 5（1776）年、最も新しいもので 18 の安政 2（1855）年である。灯籠の形としては竿・

火袋・笠を持つもの（16・18）、竿と火袋が一体のもの（17）、竿と笠があるまたは笠の存在が推測されるが

火袋のないもの（4・15）に分類することができる。年代順に並べると、「火袋を持たないもの→火袋を持つも

の→火袋を持ち基礎の壇数が多いもの」という流れが見える。なお 17 については「文政 3 年に日田殿橋の余材

を以ってこれを建てた」旨が記されている。「当用向」には「一、豆田町花月橋、日田殿橋掛替之儀願届出候間、

…」〔註 1〕とあり、豆田町と永山布政所を結ぶ 2 つの橋のうち下町通にかかるもの（現、御幸橋）が日田殿橋

にあたると考えられ、その年代を知る上で重要な記録である。（行時）

３．手水鉢

　境内に 2 基（5・6）、参道入口に 1 基（20）が存在する。全て上方がやや広がり気味の直方体の石材の上面

を四角く刳り貫き、水を溜めるようになっている。5 は文化 15（1818）年と陰刻され、刃連村の石工の名前も

刻まれている。6 は記年銘こそ無いが、寄進したと思われる人物の名前が 2 つ記されており、江戸期～近代の所

産と考えられる。20 は正面に「盤水」と刻まれるのみで他に銘がなく、時代は不明である。（行時）

４．狛犬

　社殿前の鳥居（11）を挟んで 2 対存在する。鳥居奥（社殿側）の 9・10 は右（10）が阿形、左（9）が吽形をなし、

ともに台座に文政 3（1820）年の銘が刻まれている。頭頂部は平たくつくられている。対して鳥居手前の 7・8

は、並びは 9・10 と同じく右（8）が阿形、左（7）が吽形であるが、台座には昭和 8 年の銘が刻まれており、

日田郡光岡村に 142 反 9 畝 28 歩の社田を購入した記念として寄進されたようである。文政期のものに比べて、

頭頂部が丸くつくられている。

　上記のほか、境内に何らかの石造物の基壇のみが 1 基残存しているが（3）、詳細は不明である。（行時）

註 1　村上 直校訂　『江戸幕府郡代代官史料集』　近藤出版社　1981

１．石碑・灯籠

　ここでは、月隈神社に関するもの以外で永山城跡内に存在する石造物について述べる。

　江戸時代の記年銘があるものは、参道中腹にある帰安碑（12）、広場にある陰徳倉碑（25）、城の北側の堀

を埋め立てた場所にある供養碑（26）が挙げられる。帰安碑および陰徳倉碑については次項にまとめることと

するので、供養碑について若干説明を加える。

　26 の供養碑は長さ 1 ｍを超える大きな川原石を素材とし、笠などは備えていない。1 段の基壇はあるが、本

（２）その他の石造物
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番号 場所 種類 呼称 数 時代 年代 銘等 高さ
最大

幅

最大

奥行き
石材 備考

1 天守跡 石碑 - 1 基 大正
大正 4 

（1915）年　

「大正四年十一月　御大典記念　圓川虎吉　木■虎吉　 

坂下■■郎　石松助■　有村留■　■■■■」
37 80 60

土に埋まっている。

※法量は土から出ている部分

のみ。

2
本丸 

入口
石碑 - 1 基 明治 ？

（正面）「日露戦役記念碑　第十二師団長　陸軍中将　従三位　

■■■■　井上光吉」
418 232 222

上から 2 つ目の基壇に多くの

人名が刻まれている。

3 神社境内 石碑基壇 - 1 基 ？ ？ なし 60＋α 73 73 基壇のみの残欠

4
神社 

境内

灯籠 

残欠
- 1 基 江戸

安永 5 

（1776）年

（正面）「奉寄進」 

（左面）「安永五■二月」
127＋α 73 73 安山岩

5 神社境内 手水鉢 - 1 口 江戸
文化 15 

（1818）年

（正面）「盤水」 

（左面）「紙屋四郎■衛門■　　　石工　刃連村　榮藏」 

（裏面）「文化十五年戌寅三月吉日　　　　九屋　上十右■」

50 80 49 安山岩

6 神社境内 手水鉢 - 1 口 ？ ？
（正面）「盤漱」 

（裏面）「田嶋■右衛門　大■伸右衛門」
55 79 46

7 神社境内 

鳥居 

手前

狛犬

-
（台座正面）「奉獻　村尾市蔵■■」 

（台座裏面）「文政三年庚辰十一月」
131 107 67 （右の像）阿形

8 - 1 対 江戸
文政 3 

（1820）年　
（台座裏面）「文政三年庚辰十一月」 127 107 68 凝灰岩？ （左の像）吽形

9 神社 

境内 

鳥居奥

狛犬

-

（右面）「石工　頓宮　守」 

（裏面）「右社団購入爲記念起證　昭和八年十二月吉日　入■

員　吉田勝■　林虎吉　佐藤為吉　■■」

180 114 84 右側（阿形）

10 - 1 対 昭和
昭和 8 

（1933）年

（裏面）「日田郡光岡村■■■■　■■屋■■　一四貮反九畝

貮拾八歩」
178 115 80 左側（吽形）

11
神社 

境内
鳥居 - 1 基 昭和

昭和 51

（1976）年

（左柱裏面）「昭和五十一年十二月吉日建之　丸山町氏子中」

（額束）「正一位　稲荷大明神」
330 408 -

額束は石製であるが、鳥居本

体はコンクリート製

12 参道 石碑 帰安碑 1基 江戸
文化 15 

（1818）年
（別項） 安山岩 別項参照。

13 参道 石碑 - 1 基 大正
大正 15 

（1926）年

（正面）「記念櫻樹」 

（左面）「大正十五年三月極付　櫻（？）心會　義交會」
177 85 814

14 参道 鳥居 - 1 基 江戸
文化 3

（1806）年

（右柱正面）「羽倉権九朗荷田秘教」

（左柱正面）「文化三年丙寅春正月」
424 安山岩

15 参道 灯籠 - 1 基 江戸？
安永 6

（1777）年

（正面）「御神燈」 

（裏面）「安永六丁酉年仲陽吉辰」
157 73 72 安山岩 頂部には宝珠の痕跡あり

16 参道 灯籠 - 1 基 江戸
天保 7 

（1836）年　

（正面）「月隈燈」 

（左面）「天保七丙申年三月吉日　塩谷家元■手代　服部權六

平聲受　セト」

（右面）「■■■…」

236 155 155 安山岩 火袋部は後補 (H23)。

17 参道
角柱 

灯籠
- 1 基 江戸

文政 3 

（1820）年

（正面）「月隈神燈」 

（左面）「時文政三辰年　以日田殿橋余石建之」 

（右面）「願主」

166 120 118 安山岩
左面の窓は三日月形、

右面の窓は丸形

18 参道 灯籠 - 1 基 江戸
安政 2 

（1855）年　

（正面）「照夜洞」 

（裏面）「池田氏属吏」 

（左面）「安政ニ年歳次　　　■卯六月吉旦」

226 134 135 安山岩

19 参道入口 鳥居 - 1 基 ？ ？ （額束）「天満宮」 255 380 - 柱にも年号等の銘なし。

20 参道入口 手水鉢 - 1 口 ？ ？ （正面）「盤水」 30＋α 65 44
年号等の銘なし。埋まっている

ため正確な高さは不明。

21 参道入口 灯籠 - 1 基 大正
大正 2

（1913）年

（正面）「大正二歳二月吉日建之　奉寄進　伊藤種吉　圓川虎

吉　森山廣吉」
公園入口

22 公園入口 石碑 1基 平成
平成 10

（1998）年
（正面）「月隈公園」

裏面に「平成 10 年 3 月建立

市役所退職者一同」として複数

の氏名あり。

23 広場 石碑 - 1 基 昭和
昭和 55

（1980）年

（正面）「明窓兼浄几　抱膝思悠哉

　莫話人間事　青山入座来　淡窓」 

（裏面）「昭和五十五年一月建之　淡窓會」

御影石 基壇に読み下し文と解説あり。

24 広場 石碑 - 1 基 昭和
昭和 51 

（1976）年

（正面）「日田林工高等学校第 48 回選

抜高校野球大会準決勝進出記念植樹」 

（裏面）昭和五十一年四月吉日　大分県立日田林工高等学校

野球部」

花崗岩

25 南東側 石碑 陰徳倉碑 1基 江戸
文政 2 

（1819）年
（別項） 別項参照。

26
北側 

堀跡
石碑 供養碑 1基 江戸

安政 2 

（1855）年　

（正面）「南無妙法蓮華経日蓮　南無上行無邊行■（菩薩）　南

無多寳證明佛　南無釈迦牟尼佛　南無浄行安立行■（菩薩）　

天■（照）大神　八幡大■（菩薩）」

（右面）「一天四海皆歸妙法　末法萬歳廣宜流■（布）」

（左面）「安政ニ歳　卯七月十六日」

137 72 72 肥後殿堀の供養塔

単位：㎝

第 3 表　永山城跡内の石造物一覧
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体とはコンクリートで接着されており、本来の基壇でない可能性がある。安政 2（1861）年の銘があり、正面

には「南無妙法蓮華経日蓮」のほか日蓮宗に関する菩薩などの名前が、独特の字体で多数重複して刻まれてい

る。文字ではあるが、その配置から曼荼羅を表したものと思われる。右面にも日蓮宗に関する文字が刻まれてお

り、記年銘は左面にある。この石碑については、刻まれた文言よりもその場所に非常に大きな意味があると思わ

れ、この点については小結にて後述する。

　明治～昭和の石碑は 6 基（1・2・13・21・23・24）ある。明治期のものは 1 基で、月隈神社と同じＪの曲

輪にある日露戦役記念碑 (2) である。塔身正面にはこの文言のほか、日田出身と思われる陸軍中将の名が刻まれ

ている。基壇のひとつには、日田から出征したと思われる人物の名前が数多く刻まれている。しかし記年銘はど

こにもなく、正確な年代は不明である。

　大正期のものは 1・13・21 の 3 基である。1 は天守跡とされるＡの曲輪の西端にあり、「大正四年十一月　

御大典記念」のほか、寄進した人物の名前が少なくとも 6 名分記載されている。「御大典」とは即位の礼・大

嘗祭と一連の儀式を表す言葉で、大正 4 年 11 月に執り行われた大正天皇の即位を記念して建てられたもののよ

うである。現在は文字が刻まれた面が上を向いて土に埋まっている状態であるので、本来は別の場所にあったも

のが、いつの頃にか動かされたものと思われる。参道中腹、帰安碑の西隣にある 13 は正面に「記念櫻樹」と刻

まれ、左面には「大正十五年三月極付　櫻心會　義交會」とある。陰刻された文字には赤いペンキが塗布されて

いる。最近までこの碑は倒れた状態であったが、平成 22 年度の遊歩道改修時に起こされたものである。城内で

はＮ・Ｏの曲輪の堀際に桜が植えられており、その植樹記念か。21 は参道入口、手水鉢 20 のそばにある灯籠で、

大正 2（1913）年に 3 名により寄進されたものである。今回調査した灯籠のなかでは最も大きい。

　昭和期のものは 2 基である。23 は昭和 55 年に廣瀬淡窓を顕彰する淡窓会によって建てられたもので、「明

窓兼浄几…」という淡窓の詩が刻まれている。24 は昭和 51 年に第 48 回選抜高校野球大会において日田林工高

等学校野球部が準決勝に進出したことを記念するものである。平成のものは 1 基であ

る。公園入口、石橋の袂にある「月隈公園」碑で、これは平成 10 年 3 月に日田市役所

退職者一同により建てられたものである。

　このように、永山城跡は公園として利用されていることから、永山城や月隈神社関連

以外の石造物も、近年に至るまでに多数建てられている状態である。（行時）
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第 22 図　供養碑 (26) 実測図 (1/40)

写真 35 供養碑の碑文（正面）
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２．帰安碑

　現在の帰安碑は、永山城跡の南側斜面中腹にあたる参道右手に建てられており（第 23 図）、標高約 103.5 ｍ

の位置である。設置されている場所は、開口した月隈横穴墓（仮 44 ～ 47 号）の前庭部にあたり、現在の参道

より数 10 ㎝高く、月隈山の地質基盤である阿蘇溶結凝灰岩上に据えられている。帰安碑のすぐ西側には、大正

15 年 3 月銘の「記念櫻樹」碑（53 頁）が建立されている。

　帰安碑は、上から笠部、身部、土台部で構成されており（第 24 図）、方柱の身部正面が南東の方角を向く。

したがって、碑の正面は参道を上る際には見えず、山から下って来る際に見えることになる。石材は肉眼観察に

よると、凝灰岩を用いていると思われる。

　この碑の寸法は、入母屋造りの笠部が、幅、奥行きともに 85 ㎝、高さ 50 ㎝を測る。碑文が残る身部は、幅、

奥行きともに 38 ㎝、高さ 55 ㎝を測る。土台部は、切石による二段の基礎と、その下部に大小の川原石と切石

を用いた基礎からなり、切石の土台は一枚石の上方が幅、奥行きともに 60 ㎝、高さ 30 ㎝、切石二枚を組み合

わせた下方が幅、奥行きともに 86 ㎝、高さ 28 ㎝、川原石は 10 ～ 70 ㎝をそれぞれ測る。総高は、笠部から切

石までが 158 ㎝、同じく川原石までが 210 ㎝である。

　次に帰安碑の碑文は、正面に題字、左面から裏面、右面に本文が刻まれており、長年の風雨によって磨耗・磨

滅が著しく、判読が困難な文字も見受けられる状況にある。これまでに紹介されている書物〔註 1〕には碑文の一

部に誤植があるものも見られるが、それらを参考にして現地で再確認し得た碑文を以下に記す。

　　（正面）　歸安碑

　　（左面）　歸安碑銘　文化戊寅仲春　明府塩谷君　使人修永山路　山際有十餘岩穴　湮没己久

　　　　　　　役夫掘之　往往有枯骸出焉　棺槨不存　唯有瓦器数品　既無銘誌　世代

　　（裏面）　亦不可知　君命聚之改葬於山下爲設薦奠　建石爲墓　題曰　歸安碑属予銘之　銘曰

　　　　　　　累累白骨　嗟汝何人　狐兎所穴　荊棘興鄰　恵及枯朽　古稱其仁況是掩骼　今在陽春　移

　　（右面）　諸山足　宅兆粛然　碑之銘之　汝其安焉

　　　　　　　文化十五年戊寅四月　丙辰　廣瀬　簡　誌

　この帰安碑建立の経緯については、豊後日田の私塾咸宜園の開塾者として知られる廣瀬淡窓の著述書「懐旧楼

筆記」文化 15 年（1818）4 月 19 日〔註 2〕に、次のように記されている。

　　塩谷明府ノ命ニ因ッテ。枯骨改葬ノ碑ヲ撰ヘリ。初メ明府永山ノ内。一處ヲキリ開イテ。金毘羅ノ祠ヲ建テ

　　タマヘリ。其時山中ヨリ古穴多くアラハレタリ。其中皆骸骨ナリ。因ッテ之ヲ一處ニ集メ。山下ニ葬ル。余

　　ニ命シテ。碑文ヲ撰シ。其上ニ建テシメラレタリ。碑面ニハ。歸安碑ト題シタリ。此レ明府ノ意ヨリ出テタ

　　リ。其　碑今モ山下ニアリ。余府内ニ出入セスト雖モ。此時ヨリ始マリテ。時々明府ノ命ヲ受ケタリ。

　　初メ永山ノ腹ニ。穴若干アリ。人其故ヲ知ラスシテ。種種ノ憶説ヲナセシカ。此度ノ事アルニ因リテ。始メ

　　テ其古冢タルコトヲ知レリ。永山ニ限ラス。處處此類多シ。皆古冢ナリ。古時富貴ノ人ノ葬リハ。大抵此ノ

　　如キモノト思ハル。皆岩山ノ腹ヲ横ニ穿チ。其ノ中ニ棺槨ヲ安置シ。棺ヲシテ土ニ近ツカサラシム。是終ヲ

　　慎ムノ義ナリ。只恨ムラクハ。其文字ニクラクシテ。絶エテ誌銘ノ類アルコトナシ。故ニ後世ニ至リテ。誰

　　人ノ冢タルコト。知リ難シ。中古ヨリ。佛法盛ニシテ。葬式至ッテ忽略セリ。故ニ世俗古時ノ葬式ヲ知ラス

　　シテ。古冢ヲ見テ。疑ヒ訝リ。種種附會ノ説ヲナスモノナリ。

　郡代塩谷大四郎正義が永山城跡に金比羅社を建設中に横穴墓が発見され、出土した人骨を永山城の下に改葬

し、その供養碑を建てるにあたって郡代が淡窓に命じて碑文を書かせ、帰安碑と命名したという。郡代塩谷大四

郎正義は文化 14 年～天保 6 年まで在任していることから、金比羅社建設を含めた一連の整備工事は、文化 14
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年あるいは 15 年頃に進められたと理解される。

　この淡窓の追記では、発掘された人骨は「一處ニ集メ。山下ニ葬ル。」とあり、月隈山麓にあたる現在の公園

広場または日田林工敷地内に改葬され、その上に帰安碑を建てたことがわかる。しかも帰安碑は「今モ山下ニ

ア」ることから、帰安碑設置から 30 年前後経過した弘化 3 年（1846）から嘉永 3 年（1850）までは、碑は山

下に存在していた。現在の帰安碑が月隈山の中腹に位置しているが、これは後に移動されたことがこれで理解で

きる。帰安碑が現在地に移された記録を管見できないため、いつ頃移設されたかは定かではないが、これまでの

永山城跡（月隈公園）広場の発掘調査では明治期の日田県知事公舎建築に伴う大規模な造成整地痕跡が確認され

ている（本書 14 頁）。こうしたことから、少なくとも明治になって現在地へと移されたと推定できよう。（土居）

註１　久多羅木儀一郎　　「永山城址」『史蹟名勝天然記念物調査報告　第一輯』　大分縣史蹟名勝天然記念物調査會　1925年
　　　武石　繁次　『日田金石年史　上巻』114頁　日田市教育委員会　1973年
註２  「懐旧楼筆記」巻18巻229～230頁（『増補淡窓全集』上巻）。なお、淡窓は「懐旧楼筆記」を弘化3年（1846）から書き始め、嘉永3
　　　年（1850）に書き終わっている。『増補淡窓全集』上巻の懐旧楼筆記判例による。ちなみに、「淡窓日記」巻10の4月19日には、「初
　　　予爲塩谷明府。撰枯骨改葬碑。中村平太夫爲介。」と記されている（『増補淡窓全集』中巻128頁）　
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第 23 図　帰安碑平面図（1/100）
写真 36　帰安碑の現況（正面）

第 24 図　帰安碑立面図（1/50）　　　
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　３．陰徳倉碑

　陰徳倉碑（第 21 図の写真 25）は、陰徳倉記とも呼ばれ、文政 2 年（1819）郡代塩谷大四郎正義の発意によ

り、豆田・隈町の有力町人 90 数軒からの米 700 俵強を基に、臨時救済を目的とした備蓄用の「陰徳倉」を設

置した際の記念碑として知られている〔註 1〕。碑は、下記の図のとおり、高さ 108 ㎝、大きさが 217 ㎝ ×156

㎝の自然石を利用し、正面観は台形状をなす。

碑文は、石碑のほぼ全周にわたって刻み込まれているが、長年の風雨等によって文字の磨耗・磨滅が著しい現

況にあり、とくに図上Ａの右部分の大半は陰刻文字が読めない状況にある。従って、碑文内容を現地で確認して

も全てを解読することは困難な現状にある。以下、原文を掲載するが、判読不明な文字については、武石繁次氏

の『日田金石年史』〔註 2〕を引用して□書きとする。

（正面）石の中央（Ａ）から左に一段書きで次のように刻まれている。

陰徳倉記

　　　　　陰徳倉在日田陣屋東南近郊　　之市民相募出穀而蔵焉以為　　賑恤之具窮民喜之穪以是名

　　　　　夫官倉畜殻以備不■其制固　　久然非水旱大災不得發之今　　有此倉則雖平時亦将用之以

恵■寡可謂輔翼官倉矣予甚　　嘉之故記其事具命勒納穀者　　姓名於石以勤後人欲其有継

焉爾

文政己卯季冬　

　知郡使藤原正義撰

（左面）上記に続いて、二段書きで刻まれている。以下、左が上段、右が下段。

　豆田町

米三十俵　丸屋幸右衛門　　　　　二十二俵　油屋忠助

　　　　　　　　同　酢屋四郎兵衛　　　　　　十八俵　伊豫屋儀七

　　　　　　二十俵　三松順平　　　　　　　　十五俵　升屋大右衛門

　　　　　　　　同　酢屋忠兵衛　　　　　　　十三俵　袋屋善三郎

　　　　　　十一俵　博多屋久兵衛　　　　　　　八俵　俵屋幸六
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　　　　　　　十俵　久兵衛息　三郎右衛門　　　　同　丸屋七右衛門　　

　　　　　　　五俵　中村平左衛門　　　　　　　五俵　薪木屋平八

　　　　　　　　同　綿屋市右衛門　　　　　　　一俵　平八父　七左衛門

　　　　　　　一俵　市右衛門祖母　和佐　　　　五俵　酢屋新助

　　　　　　　　同　同人母　町　　　　　　　　　同　紙屋夘助

　　　　　　　三俵　油屋市郎右衛門　　　　　　　同　酢屋佐左衛門

　　　　　　　三俵　金屋次郎兵衛　　　　　　　　同　中嶋善助

　　　　　　　一俵　次郎兵衛長女　筆　　　　　　同　塩屋平治

三俵　俵屋吉次郎　　　　　　　　一俵　博多屋忠兵衛

　　　　　　　　同　鍋屋久衛門　　　　　　　　　同　油屋忠三郎

　　　　　　　　同　酢屋儀平　　　　　　　　　　同　和泉屋新五郎

　　　　　　　　同　伏見屋甚衛門　　　　　　　　同　油屋平七

同　釘屋次兵衛　　　　　　　　　同　油屋夘兵衛

二俵　三松静壽　　　　　　　　　　同　油屋善五郎

同　丸屋百助　　　　　　　　　　同　丸屋市兵衛

　　　　　　　　同　松野屋長助　　　　　　　　　同　伏見屋半左衛門

同　仕立屋忠次郎　　　　　　　　同　布屋松兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　仕立屋甚七

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　糀屋忠蔵

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　嶋屋七兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　今津屋安兵衛

（裏面）石の窪みを利用して、他より大きく B 面に以下のとおり刻まれている。

発起人　豆田町　三松順平

　　　　　　　　隈町　　山田半四郎

　　　　　　　　豆田町　荒木屋平八

世話人　同　　　綿屋市右エ門

　　　日田町　津國屋清七

　　　　上記に続き、C 面に次のとおり刻まれている。

陰徳蔵舗地者　大原御供所鐘楼永代修覆料之内　陣屋廻字御役所道東　中畑弐畝拾九歩高三斗七升六合

　　　　右御年貢作徳者両町世話人取計永代　無滞可相納事

（右面）正面Ａの右側から、反時計回りに次のように刻まれている。

隈町

　　　米五十俵　山田半四郎　　　　　　　四十俵　鍋屋三右エ門

　　　　　　三十六俵　鍋屋文兵衛　　　　　　三十二俵　藤屋七兵衛

　　　　　　　三十俵　森伊左衛門　　　　　　　十八俵　京屋利兵衛
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 同　丸屋■次兵衛　　　　　　　　同　中津屋源兵衛

　　　　　　　　　同　京屋小三郎　　　　　　　　　同　鍋屋又兵衛

　　　　　　十一俵　藤屋角兵衛　　　　　　　十四俵　京屋■右衛門

　　　　　　　　八俵　虎屋里右衛門　　　　　　　十俵　角屋吉衛門

　　　　　　　　五俵　島屋喜兵衛　　　　　　　　　同　京屋助九郎

 同　長崎屋庄助　　　　　　　　六俵　京屋又兵衛

 同　糀屋宗兵衛　　　　　　　　　同　鍋屋藤衛門

 二俵　魚屋六右エ門　　　　　　　四俵　虎屋武兵衛

　　　　　　　　　同　伊勢屋小左エ門　　　　　　　同　虎屋善兵衛

　　　　　　　　　同　綿屋市右エ門　　　　　　　三俵　桑屋市郎右エ門

　　　　　　　　　同　坂市屋新右エ門　　　　　　一俵　熊谷見順

　　　　　　　　　同　藤屋五兵衛　　　　　　　　　同　相良泰庵

　　　　　　　　　同　今津屋助五郎　　　　　　　　同　濱田屋平左エ門

　　　　　　　　一俵　萬屋嘉兵衛　　　　　　　　　同　京屋四郎兵衛

　　　　　　　　　同　升屋善八　　　　　　　　　　同　京屋和右エ門

　　　　　　　　　同　伏見屋次兵衛　　　　　　　　同　京屋忠助

　　　　　　　　　同　博多屋久右エ門　　　　　　　同　鍋屋利右エ門

　同　鍋屋萬右エ門

　同　虎屋庄助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　魚屋徳助

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　綿屋欣兵衛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　塩屋喜作

　　　　　　　　　

碑の正面であるＡ面には、陰徳倉記の題字と由来が記され、陰徳倉が時の郡代塩谷大四郎（藤原正義）の命に

よって、豆田・隈両町の商家から米を寄附させ、災害による被災者への救済米として備蓄されるべき性格を有し

ていたことがわかる。さらに碑文には、豆田町や隈町の米出資者の氏名と石数が刻まれている。出資者は豆田町

が 50 名、隈町が 45 名の計 95 名におよんでいる。米の数量については、刻まれているその数を全て判読でき

ないため正確に捉えることができないが、700 俵を越える数であることは間違いないようである。

また裏面には、発起人と世話人の名が大きく刻まれており、発起人が豆田町の三松順平と隈町の山田半四郎の

２人、世話人として豆田町の荒木屋平八と綿屋市右衛門、日田町の津国屋清七の名がみられる。さらに、陰徳倉

が陣屋（永山布政所）の東南に建設され、その土地は畑で大原（現在の大原八幡宮）の鐘楼永代修復代にあてら

れるために、高 3 斗 7 升 6 合の年貢を出して作徳を修理代にあてる仕事を世話人が行っていたとされる。

この陰徳倉碑は、郷土史家である廣瀬恒太氏の研究（『日田御役所から日田県へ』1969 年発行）によれば、

大字北豆田字大道西 104 番に建立されたが、人家建設によって市立淡窓図書館敷地内（史跡咸宜園内）に移さ

れ、平成 8 年に現在地へと変遷する。第 6 章第 32 図には、永山布政所とともに陰徳倉（蔵）が 2 棟描かれて

いる。碑文が記す陣屋の東南と一致しており、陰徳倉付近に建立された陰徳倉碑の場所は、確定していない日田

陣屋（永山布政所）の位置を検証する上で大きな意味をもっている。（土居）

註 1　久多羅木儀一郎　　「永山城址」『史蹟名勝天然記念物調査報告　第一輯』　大分縣史蹟名勝天然記念物調査會　1925 年

註 2　武石　繁次　『日田金石年史　上巻』114 頁　日田市教育委員会　1973 年

註 3　『日田市史』には、豆田町が 48 名、隈町が 45 名の 93 名とある。
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４．岩窟

　現在の岩窟は、月隈公園広場の北側、本丸跡の南側崖面にあり、横穴墓や特殊地下壕に混じり月隈山の地質基

盤である阿蘇凝結凝灰岩を掘り込んで造られている。標高は約 95 ｍで広場よりも一段高い位置にある。この場

所に向かうには、広場から岩窟に続く階段状の石段を登るか、公園東側の入口から入ると見える岩窟に向かって

続く小径を登っていくと岩窟の正面に辿り着く。内部には、一体の石仏と奥に石祠の屋根とその下部が寄せられ

ている。ここは、地域の人々の信仰の対象となっていたと考えられ、内部にある石仏には現在も供え物がされて

いる。

　岩窟は、現況の地面から約 1 ｍ前後の高さから掘り込まれており、その断面形状は宝珠に似ている。高さは

約 1.8 ｍ、長さ約 2 ｍ、奥行きが約 3.2 ｍを測る。床は正面入り口から 40 ㎝～ 50 ㎝の所で一段高くなる。内

部天井中ほどに臍穴のような穴が 2 ヶ所あり、更に奥には天井を半円状に廻る 2 重の人為的な切込みを確認す

ることができる。また、岩窟のある壁面上部には、切り妻屋根のような切り出しを確認することができ、その規

模は幅約 2.8 ｍ、高さ約 4.5 ｍを測るが、上部を土砂や植物に覆われていて全容は確認できていない。この他に、

宝珠状の断面頂部から約 10 ㎝と 40 ㎝の高さの位置に真一文字の溝が掘り込まれている。この屋根状の切り出

しは約 1.75 ｍの厚さを持っている。

　岩窟の類例としては、日田市内では求町にある正風寺（求町公民館）で龕が確認されているが、正風寺のそれ

とは違い、奥行きがあり、内部に直接石仏を掘り込んだ様な痕跡も確認できない。

　また、岩窟の手前には、横 63 ㎝×縦 66 ㎝で、高さ約 10 ㎝の直方体の石が据えられており、何かの基礎と

考えられ、岩窟の内部に寄せられている石祠がそこに据えられていた可能性を考えることが出来る。

　岩窟の内部に祀られている石仏は凝灰岩を素材とし、六角柱の基礎、台座と本尊で構成される。基礎は幅約

50 ㎝で高さ 20 ㎝、台座は幅約 35 ㎝、高さ約 10 ㎝で、蓮華はかなり簡略化されたように見られる。本尊は、

高さ 60 ㎝、幅が約 35 ㎝を測る。一面四臂の坐像で、船形光背を持ち、胸の前で合掌印を結ぶ。持物として、

向かって左手には錫杖、右手には鉄鈎または蓮花のようなものを持っている。

　この本尊は、印の結び方や持物などから観音像と考えられる。また、首の高さで真一文字に削られたのちに補

修が施された跡が確認される。この他に建立の時期などを示す銘などは記されていない。

　この岩窟について、地元の方の話では、防空壕として使われていた穴を戦後に祀りやすいように削って今の宝

珠状の形にし、岩窟の前にある基礎らしい石も中に入る為に据えられたものであるという。ただし、この岩窟と

している穴の形状が後に掘り込まれたものとした場合に、現在永山城跡で確認されている防空壕の形とは類似し

ていない点や、入り口まで地表面から約 1 ｍの高さを有しており、防空壕としての出入りを考えた時に不便な

位置にあることなどを考慮すると、その性格は今後さらに精査する必要があると考えられる。（上原）
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５．灯明穴

　この穴は、月隈山南側崖面の一部に掘り込まれており（第 21 図）、岩盤を長方体に刳り貫いている。穴の稜

線が明瞭で、内部に火や煤などの痕跡が認められないことから、灯明を入れた箱型の行灯を入れ、灯籠の火袋の

役割をしていたと思われる。

その数は 15 穴を確認でき、横穴墓や特殊地下壕を避けるように掘られている。灯明穴の分布は現在の参道に

沿って認められ、大きく上・中・下段にわけられる。下から１～３番、中段が４～ 10、上段が 11 ～ 15 番である。

灯明穴の寸法（第 4 表）は、高さが 27 ～ 35 ㎝、幅が 20 ～ 29 ㎝、奥行きが 15 ～ 24 ㎝で、平均で高さ㎝、

幅 24 ㎝、奥行き 18 ㎝を測る。各穴の間隔は、最小が 8 番と 9 番の 230 ㎝、最大が 11 番と 12 番の 975 ㎝である。

　なお、この灯明穴の掘られた時期等については、後述（第 7 章）する。（土居）
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単位＝㎝

番号 正面形 高さ 幅 奥行き 地上高 備  考

1 長方形 27 22 16 180

2 長方形 28 24 16 295 1との間隔945

3 長方形 28 23 16 370 2との間隔330

4 長方形 29 28 20 185

5 長方形 30 23 17 184 5との間隔750

6 長方形 36 28 24 164 6との間隔784

7 長方形 28 22 19 160 7との間隔673

8 長方形 30 23 19 140 8との間隔800

9 長方形 29 22 13 157 9との間隔338

10 長方形 28 21 17 183 10との間隔230

11 長方形 36 27 20 228

12 長方形 27 25 15 223 11との間隔975

13 長方形 21 25 17 149 12との間隔646

14 長方形 35 29 19 156 13との間隔540

15 長方形 28 20 21 130 14との間隔337

1

2
3

第 4 表　灯明穴一覧表

写真 39　灯明穴 写真 40　灯明穴（１～３番）　
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１．絵図

　永山城に関する絵図については、これまでに日田郡絵図「会所控」などが確認されていたが、今回の調査で新

たに確認されたものがあり、それを中心に記述していく。

　今回の調査で新たに確認されたのは、三重県亀山市の亀山市歴史資料館に所蔵されていた絵図面である。

これらの絵図については、詳しくは第６章を参照されたいが、石川氏が亀山に移った後、18 世紀以降に寛永

年間の永山城の様子を描いたものと推定されている。絵図は８点あり、詳細な内容は第５表に示すこととする

が、この中の「豊後日田（古城絵図）」に描かれた永山城についてみてみる。

永山城は「大竹山」と記されており、南側の大手口に加え、これまでに確認されてなかった北側堀には橋が描

かれており、今回の調査で確認された搦手口と合致するといえる。また、堀の周囲は北東に「此打廻二町五十五

間堀深一丈」、西に「城外廻リ二町廿三間横六間深サ一丈」と記されている。この中で書かれた堀の深さについ

ては、今回調査で約３ｍになることが判明していることから、深さ一丈という記述が裏付けられたことになる。

次にこの他の絵図について、永山城が描かれている状況を簡潔に記す。

①貞享絵図（貞享年間、廣瀬資料館所蔵）151 ㎝ ×215 ㎝

　この絵図は松平氏が移封となった際の状況を伝えるものである。永山城内は北側とみられる上側を緑色に描

き、樹木が覆っていたことをうかがわせる。下側には石垣とそれを取り巻く堀が描かれている。また、永山布政

所が作られる場所に「御屋敷」を構えていた様子が看取される。さらに永山城の堀周囲及び花月川対岸には町屋

を取り囲むように「古城廻」と記されている部分がある。

②「豊後国誌」付図（寛政 12 年、臼杵市教育委員会所蔵）106 ㎝ ×186 ㎝

　永山城は「月隈山」と記されており、山は全体的に茶色であるが、左側（西側か？）に緑色で彩色されている。

また、山の手前は水色の堀が描かれ、水を湛えていたことがうかがえる。

④森家絵図（文政年間、日田市教育委員会所蔵）228 ㎝ ×205 ㎝

　文政年間に描かれたものである。この絵図は日田盆地全体を描いており、当時の状況を知る上で貴重なもので

ある。永山城の部分を見ていくと、山の上半分は緑で覆われているが、本丸とみられる部分で石垣が見える。ま

た、南側の堀には石垣が描かれていない。さらにいくつかの曲輪状の平地に建物が配置され、それに繫がる通路

には鳥居が建っており整備されていたことがうかがえる。なお、この絵図については第７章で検討を行ってい

る。

⑤天保国絵図（天保年間、国立公文書館蔵）519 ㎝ ×532 ㎝

　豊後国の村々やその石高などが記されており、日田郡の陣屋廻り村・渡里村・草場村に挟まれるように「長山

古城跡」と記されている。この絵図に描かれた永山城は無彩色で、堀も描かれておらず、簡素なものである。

⑥日田郡絵図「会所控」（江戸期　淡窓図書館蔵）230 ㎝ ×138 ㎝

　日田郡の各村が描かれている中で、永山城は「月ノ隈古城」と記されている。城の周りには堀が描かれ、山は

緑色で彩色されていることから、樹木が茂っていたことがわかる。また、城の南側に見える黄色部分は永山布政

所の範囲と思われる。（若杉）

（３）史資料
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①貞享絵図　（享保年間 / 廣瀬資料館所蔵） ②「豊後国誌」付図（寛政 12 年 / 臼杵市教育委員会所蔵）

③加藤家絵図「豊後日田（古城絵図）」

　　　　（18世紀代/亀山市歴史資料館所蔵蔵）

④森家絵図（文政年間 / 日田市教育委員会所蔵）

⑤豊後国天保国絵図（天保年間 / 国立公文書館所蔵）
⑥日田郡絵図「会所控」（江戸期 / 淡窓図書館所蔵）

第 26 図　永山城が描かれた絵図
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番号 大項目
箱 

番号

一括 

番号

資料 

番号
単位 原題（補足題） 発給年月日 発給者→宛所 備考

1 加藤明家文書 2 0 35 通
大日本国豊之後州西□日田県鎮守

根本石井大明神本縁伝録（縁起）

2
亀山市歴史博物館蔵

　加藤家文書
41 0 17 舗 豊後日田（古城絵図） （近世） 遠蕃→ 彩色

3
亀山市歴史博物館蔵

　加藤家文書
41 0 61 舗 同所日田 （近世）

彩色

端 に「 十 九 」 と

記載あり

4
亀山市歴史博物館蔵

　加藤家文書
41 5 127 舗 豊後日田（城郭図） （近世）

彩色

端 書「 日 田　 十

ノ十八」

5
亀山市歴史博物館蔵

　加藤家文書
62 6 383 通

豊後国石川主殿頭様先御知行請

取申覚（主殿頭様長山の　居屋敷

目録并家中家数目録・家内有物小

日記・町人の手前改め帳面の如く

請取る事、豆田隈両町請取の事、

日田・玖珠・速見・府内領分村々

知行高の帳付け小物成りの張請取

の事、主殿頭様代中立て置く山林

請取の事、町人百姓以下家中衆に

対し分無き事につき）

寛永 10 年

7 月 28 日

小笠原壱岐守、山本小兵

衛介房／坂本助右衛門尉

昌仍／小笠原信濃守内、

丸山将監忠正／犬林半左

衛門尉政之／小笠原伯耆

守政■→加藤新五右衛門

殿／近藤杢右衛門殿／小

野二郎左衛門殿／犬飼市

左衛門殿／

6 加藤明家文書 74 9 239 枚
石川主殿頭拝領之時請取高（日田

郡、玖珠郡、速見郡につき）

慶長 10 年

7 月 14 日
大破

7

亀山市歴史博物館蔵

天野家文書（天野清

生氏寄贈）

42 0 36 舗 豊後日田城（城下絵図）

簡略な城郭と川

を挟んである町

を描く

8

亀山市歴史博物館蔵

天野家文書（天野清

生氏寄贈）

42 0 218 舗 豊後日田（城絵図）

彩色

原 題 と し た「 豊

後日田」部分は

後に上から削っ

たような跡がある

ので、実際は日

田城絵図ではな

いのかもしれな

い

9

亀山市歴史博物館蔵

天野家文書（天野清

生氏寄贈）

42 12 295 舗 [　　]　（日田力）縣（絵図） （近代） 彩色

第 5 表　亀山市歴史資料館調査史料一覧表
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２．字図

　永山城跡は日田市丸山 2 丁目（大字北豆田字城山）に所在する。この旧字名である城山の範囲を示したのが、

昭和 39 年作図の地籍図（第 27 図）である。この地籍図には 4・5 番地がないので、明治 21 年作図の地籍図に

残っている 4・5 番地をトレースして掲載している。以下、明治 21 年の地籍図や日田市税務課保管の土地台帳（以

下、土地台帳）を基本にして、地番ごとに明治時代以降の土地履歴や建物の概要についてまとめることにする。

1 番地は、月隈山のほぼ中央にあたる。土地地目は郡村宅地から宅地へと移り変わり、現在、月隈神社が建っ

ている場所にあたる。所有者は、明治期の土地台帳では陣屋廻村共有地と記され、大正 4 年に村社月隈神社の

所有地となり、現在にいたっている。

2 番地は、明治 21 年地籍図では地目が山林で、官有地であった。明治 40・41 年に個人に土地が払い下げら

れ、同 43 年に日田町が旧蹟保存のために買上げを行い、翌年には保安林の一部解除に伴って 2 番地 1 と 2（以下、

2 番地 1、2 番地 2 と表記する。）の 2 筆に分筆された。2 番地 1 は地目が保安林、2 番地 2 が山林から公園敷

地へと変わっている。2 番地 1 は月隈神社の周囲にあたり、この範囲には永山城跡の天守や本丸とされる平場が

含まれる。2 番地 2 は城跡の北側にあたり、大半は樹木で覆われている範囲に該当する。

3 番地は、城跡の南西隅にあたる。明治 21 年の地籍図作成段階では、3 ～ 5 番地が合筆されて 3 番地となっ

ている。合筆前 3 ～ 5 番地から説明を加える。合筆前の地目は 3 番地が官舎敷となっており、明治 4 年に日田

県庁が建設された場所でもある。この日田県庁の敷地は、3 番地だけでなく 4・5 番地を含んだ範囲であったよ

うである〔註 1〕。その後、4 番地が豆田学校敷、5 番地が高等小学校敷に地目が変わる。合筆前の 4 番地につい
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第 27 図　永山城跡の地籍図
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ては、明治 9 年の豆田学校、翌年の豆田小学校を経て、同 20 年には豆田尋常小学校の敷地であった〔註 2〕。ま

た、合筆前の 5 番地は、明治 13 年に教英中学校、同 20 年に日田郡立高等小学校敷地であった。このように 4・

5 番地は、日田県から大分県への編入と明治 5 年の学制に発布よって、日田県の 3 ～ 5 番地用地のうち 4・5 番

地が学校用地として分筆され利用されてきた。その後、明治 35 年に現在の大分県立日田林工高等学校の母体で

ある大分県立農林学校が開設し、3 ～ 5 番地が学校施設として使用されるようになり、昭和 33 年に合筆して 3

番地となった。現在は、日田林工高等学校の体育館（昭和 40 年建設）と武道場（昭和 52 年建設）が建設され

ている。

6 番地は、城跡の南東隅にあたる。明治 21 年地籍図では地目が裁判所敷で、官有地であった。この土地は、

3 番地と同様に、明治 4 年には日田県知事邸宅が建設されており〔註 3〕、3 ～ 6 番地は日田県所有地であった。

明治 9 年には 6 番地に豆田区裁判所が開庁となり、明治 15 年豆田治安裁判所、同 23 年大分地方裁判所豆田支部、

大正 2 年に大分地方裁判所日田支部と改め、昭和 45 年に現在の裁判所 ( 淡窓 1 丁目 ) 新築までの間、裁判所用

地として長く使われてきた〔註 4〕。裁判所移転前の昭和 43 年には、日田市との土地交換が行われて 6 番地の地

目は公園敷地となり、現在にいたっている。この土地は公園用地の一部にあたり、公園広場と呼ばれ、ゲートボ

ール場などがある。

7 番地は地目が溜池で、1 ～ 6 番地を取り巻く範囲となっていることから、永山城跡の堀にあたる部分である。

明治 21 年以後は、城跡の西側一部が 10 筆に細かく分筆され、市道敷や日田林工高等学校敷地、民有地の一部

となっている。さらに、現在堀が残る南側部分を除く 7 番地周囲は新たに 8 番地として分筆し、地目は公園敷

地となる。この 8 番地は、本報告の巻頭写真 4 に示す昭和 23 年の永山城跡の堀周辺の木立部分であり、現状は

市道敷きである。この市道は、城跡の西側が市道豆田中村線、南側が市道川原城南線、北から東側が市道橋口濠

端線である。この市道内側の堀部分は、堀南が池となっている以外は埋められ、堀東側半分は公園遊具広場やプ

ール場、市営駐車場として利用されている。

　またこの範囲内には、無番地が存在する。堀の南から 1 番地の間と 3 番地南側の一部白地範囲で、現在市道

月隈公園線に認定されている。

明治 21 年の地籍図では、1 ～ 6 番地の地籍図外郭線は一点線で表示されている。これは字界を示すのでなく

城跡の山の部分と堀との境界を示しているものと思われ、1 ～ 6 番地が堀内にあたる。また、7 番地の外側周囲

は字界となっており、堀に相当することから、明治期には 1 ～ 7 番地が永山城跡の範囲を指し示しているとい

える。

現在、1 番地は 1,226 ㎡、2 番 1 は 10,333 ㎡、2 番 2 は 9,259 ㎡、3 番地は 4,649 ㎡、6 番地は 4,281 ㎡、

7 番地は 10,817 ㎡である。

なお、文化財保護法第 95 条に規定する埋蔵文化財包蔵地である「永山城跡」や、昭和 27 年 3 月 31 日に「都

市計画法」に基づく都市計画公園の指定を受けた「月隈公園」は、堀の周囲を巡る市道を含めた範囲内の土地を

呼んでいる。（土居）

註 1　第 6 章 89 頁の第 33 図の「日田旧県庁」略図によれば、3 ～ 5 番地が、日田県庁官舎となっている。

註 2　『月隈教育百年史』日田市立月隈小学校　1975 年

註 3　註 1 と同じ。

註 4　大分地方裁判所の「沿革誌」による。
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１．月隈神社の石造物について

　永山城跡の敷地内には、全部で 26 基の石造物が存在することが明らかとなった。それらのうち月隈神社に関

するものが鳥居・灯籠・手水鉢・狛犬計 16 基と 6 割を占め、さらにそのうち江戸期の記年銘のあるものは 5 割

強の 9 基である。江戸期のものは安永 5（1776）年～文久元（1861）年の幅があり、揖斐富次郎、羽倉権九郎、

塩谷大四郎、池田岩之丞などが代官または郡代を務めていた期間に相当する。とりわけ塩谷代官ご時世の文政 3

（1820）年には狛犬 (7・8) と灯籠 (17) の灯籠が設置されており、その前々年の文化 15（1818）年には参道

中腹に帰安碑が建立されるなど、塩谷代官は歴代の代官・郡代のなかでも特に月隈神社に手をかけていた様子が

うかがえる。また、安政 2（1855）年にも参道の灯籠 (18) のほかに北側堀にある供養碑 (26) が建立されてい

ることから、当時の池田郡代も信仰心が篤かったものと推測することができる。城が廃絶されたあとはそのまま

放置されたのではなく、少なくとも 18 世紀後半以降は、信仰の対象として時の代官・郡代により維持管理され

てきたことを、石碑の調査からも読み取ることができた。

　なお鳥居については、現存するものは昭和期及び時期不明のものを含めて 3 基であるが、参道途中には第 21

図 27 および 28 の位置に鳥居の痕跡が残っていることが新たにわかった。鳥居本体は既に失われているものの、

鳥居柱の基部が残っており、さらに 27 については木製鳥居の基部も残存している。柱基部はコンクリートで覆

われているが、古い鳥居の基部をコンクリートで巻いた可能性もあり、絵図などとの整合について、今後調査す

る必要があろう。

２．供養碑について

　供養碑 ( 第 21 図 26) は、安政 2（1855）年建立、日蓮宗に関連する文言の刻まれた川原石利用の石碑であ

る。この碑がある北側堀（Ⅰ）は永山城を囲む堀の痕跡のなかでも特に幅が広くなっている。『豊西説話』には

「細川侯當郡御預りの砌、永山の裏手に堀を深くほる。今肥後殿堀と云ハ是也」とあり、寛文 5 ～ 6（1665 ～

1666）の細川綱利の預かり地だった時代に、それ以前から存在していた堀を、幅広く深いものに掘り直したと

考えられている。改修されたこの堀は「肥後殿堀（ひごどんぼり）」「肥後ドンブリ」などと呼ばれ、投身自殺

をするものが時々あったと伝えられ、実際に「御城山ニ而近日炭焼居■由、前代未聞之事也、其外此度　殿様御

着ニ付、大木之枝伐、且又堀浚へ等有之、老人之咄ニ曰、右様之儀、城山ニ而いたし■得ハ、必怪事有之■由也、

右故歟一昨夜川原町丹後重右衛門女房入水致シ、子供迄連■事前代未聞と可謂歟、五月中旬■幽霊度々出■由ニ

而深夜川原町通行無之由也」との記録もある。（木村忠夫「千原幸右衛門家日記」『九州文化史研究所紀要第

17 号』1972 年）

　碑文中には供養の対象となる人物の名前等は含まれていないため、特定個人のためのものではなく、投身自殺

者全員を供養するための石碑であると考えられる。また現在の所在箇所は当時は堀の中であったはずであるので、

元々は堀の外、現在北側にめぐる市道のあたりに存在したものと思われ、現況で碑の正面が城内向きでも城外向

きでもなく中途半端な方向を向いているのも、別の場所から移されてきた傍証といえる。（行時）

　　　

（４）小結
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はじめに

大正末年の永山城跡

　戦前の日田地域の近世史研究の大きな成果は、『豊後日田永山布政史料』である（千原豊太著、武石繁次発行、

昭和 11 ～ 12 年）。しかし、同書は活字刊行されず（孔版印刷）、また私家版として少部数（限定百部）の刊

行のため、今では稀覯本となっている。しかし、現在所在不明の史料なども博捜されており、貴重な成果である。

以下の行論においても『豊後日田永山布政史料』は度々引用するので今後は、『永山布政史料』とする。同書上

巻には、永山城についてさまざまな箇所で詳細に記されている。

　このうち、第二編に「永山城址」という節がある（十一節）。ここは、執筆当時の永山城跡の「現況」を理解

するための貴重な資料である。筆者は、当初『永山布政史料』の記述は、編者・発行者である当時の日田町の郷

土史家として著名な千原豊太、武石繁次のいずれかの記述であると理解していた。

　日田市教委文化財保護課土居和幸氏のご教示によって、『永山布政史料』に先立って刊行された『大分県史蹟

名勝天然記念物調査報告書』（以下、『報告書』）のなかに、当時県の調査委員であった久多羅木儀一郎氏の執

筆した「○永山城址」という報告がある（p15 ～ 22）ことを知った（大正 14 年 11 月刊行）。両者を比較すると、

ほぼ同文であることが判明した。発行年から推定すると、『永山布政史料』が引用したものと思われる。文言の

違いは、明治 34 年（1901）創立の大分県立農林学校は、大正 14 年（1925）に日田山林学校となったが、『報

告書』は、その名称を採用している。日田山林学校は、昭和 5 年（1930）に日田林工学校となっている。『永

山布政史料』は、該当箇所を日田林工学校としている。その他の若干の相違については、大名松平氏の入部の項

で、検討することとする（２－３）。

　両書に、大正末年の永山城跡の景観等の状況が記されている。必要と思われる部分を、なるべく原本を生かし、

『永山布政史料』によって紹介しておく。

　　・永山城址は、日田町大字北豆田字城山にあって地目は山林、宅地、地積は 4,127 坪（旧城の全域は 8,882

　　　坪）で、これは公園に属する分であり、日田町の所有である。

　　・永山城址は、日田町の北端に位し、花月川の北方 45 町餘の所にある。田畝の間に崛起せる高丘で、俗に

　　　城山と呼ばれ、旧名を月隈山といい、古来日隈山、星隈山と共に日田三丘と呼称されている。また丸山、

　　　永山（時に長山ともあり）等の別名を有している。

　　・山脚には周囲に濠渠が繞って居て、旧城時代の面影を多少偲ばせるに足るものがある。周湟中、東北方の

　　　部分は、昔から空濠であったというが、その外の部分は今も水を湛えている。殊に西北方に当って、紺碧

　　　の潭色濃く澱みて翠微影をひたし、風趣やゝ幽凄なる所を、俗に肥後ドンブリと云っている。正しくは肥

　　　後殿堀というのであるが、昔時にありては今日より以上に深潭をなし、こゝに投身する者が往々あったの

　　　で、それから起って来た嗜虐的呼称である。

　　・この肥後堀の辺りは、城の背面に当り、大手口は南方に開かれている。すなわち、この方面より進めば、

　　　石橋を渡って山麓の左手に、大分県立林工学校、右手に日田区裁判所が建っている。明治の初年日田県（

　　　明治元年閏４月 25 日より同４年７月 15 日に至る）の置かれてあった時には、林工学校の地に県庁があ

　　　り、裁判所の地に知事官宅があった。前記の石橋や石垣は、この当時築かれたものであるという。

第
６
章

第 6章　永山城と永山布政所について



68

　　・これより老杉古樅の間に通ぜる坂路を登れば、山頂に旧城時代の石壁が一角残っている。伝説では、天主

　　　閣の石垣と称せられる。維新前まではこの辺りは鬱蒼たる密林をなし、昼尚暗きばかりであって、樹林の

　　　中にたゞ金毘羅社のみであったというが、現在では稍や伐り開かれて日田全市街を一眸の裡に見渡され、

　　　四囲の眺望も亦頗る佳い。而して今こゝには月隈神社が祀られている。此の神社は元永山布政所の構内に

　　　あった稲荷社を奉還し、これに日田営林署の西にあった天満社を合祀したのであるという。

　　・ 明治 43 年４月、日田町に於ては旧蹟保存の目的から、城山の内裁判所と林工学校の校内に属するもの（こ

　　　の地積合計 4,755 坪）以外を購入して町有とし、爾後つゝじ其他の花木などを植込んで、遊園的施設を

　　　加えつゝあったが大正４年１月８日いよいよ之を公園に指定し、いま月隈公園と称えられている。若し夫

　　　れ中復の路傍に建てる帰安碑と山際に存する三十有五の横穴に至りては、相俟ちてまた別個の史蹟に属す

　　　る。

　当時の月隈公園地（町有地、4,127 坪 =13,619 ㎡）と裁判所地（現在の広場、筆者注）・林工学校地（日田

林工体育館等、筆者注）の合計地（4,755 坪 =15,691 ㎡）の合計 8,882 坪（29,310 ㎡）を「旧城の全域」と

捉えており、日田三丘、丸山・永山の説明をしている。

　また、城跡を取り囲む濠について、東北は空堀であり、水を湛えた状況や「肥後ドンブリ」（肥後殿堀）の由

来などを記している。

　大手口は南面であり、石橋を渡って左側は大分県立林工学校（日田県時代は県庁敷地）、右側に裁判所（日田

県時代は知事官舎）があり、石橋等は日田県時代の築造としている。

　山頂の石垣は「天主閣の石垣」とし、

維新前は鬱蒼たる密林であったが、今

は日田市街地が見渡せる眺望の良さを

述べている。月隈神社は、永山布政所

内にあった稲荷社と門前にあった天満

社を合祀したものであり、明治末から

城跡保存のために町有地とし、大正４

年から月隈公園となったとしている。

　そして、城山を取巻いて現在も見ら

れる横穴古墳及びその鎮魂のため、廣

瀬淡窓が撰文した「帰安碑」について

も述べている。「維新前は鬱蒼たる密

林」という城山の景観は、第 28 図に

示した文政年間作成の「森家絵図」の

描く永山城跡とは異なっている。また、

「稍や伐り開かれて日田全市街を一眸

の裡に見渡され、四囲の眺望も亦頗る

佳い」という大正末年の永山城跡及び

山頂からの眺望は、石垣上の樹木等が

整理された現在の景観と類似している

といえよう。
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（１）　永山城の築城

１－１　「豊後国志」に見る永山城

　永山城について、「豊後国志」は、巻之八（日田郡）において次のように記している（原漢文、読み下しは筆

者、以下同）。

　　月隈城　今の永山布政所の上の山、昔時城主これ詳らかならず。慶長六年小川壱岐守光氏これを改築す。今

　　　　　　廃す。山前の館を以て廨廰とす。

　中世に既に城としての機能を果たしていたようだが、明確になるのは、慶長６年（1601）の小川壱岐守光氏

による「改築」であるとし、現在は廃城であり、城山の前に役所がある、としている。その役所は、永山布政所

である。永山布政所については、豊後国志は次のように記している。

　　永山布政所　夜開郷永山の下に在り、旧名は月隈山。城は山上に在り、既に廃す。慶長六年小川壱岐守光氏

　　　　　　　　これを改築す。丸山城と名づく。城の東に市を置く。丸山街と名づく。元和二年石川主殿頭総

　　　　　　　　輔領す。号を永山城と改む。寛永九年総輔総（下総）の佐倉に移封す。ここに於いて乃ち中津

　　　　　　　　城主小笠原信濃守長俊及び木付城主小笠原壱岐守忠知をしてこれを摂治す。十六年官命じて小

　　　　　　　　川政重・小川政辰二令を置く。寛文五年改めて熊本城主細川越中守綱利をしてこれを摂治す。

　　　　　　　　六年ふたたび命じて山田利信・竹内信就二令を置く。延宝六年永田貞清これに代わる。天和二

　　　　　　　　年姫路城主松平大和守直矩これを領す。貞享二年ふたたび令を置く。これより遷り替わりて今

　　　　　　　　に至る。

　まず、城の名称について月隈山から丸山城となり丸山町が形成され、さらに元和２年 (1616）に九州への譜

代大名配置の草分けともいわれる石川忠総の入部によって永山城と改称され、それに伴い町も永山町（豆田町）

としたという。寛永 10 年（1634）には石川は下総国佐倉に転封となり、永山城は豊前中津藩と豊後木付藩主

の小笠原両家（長俊と忠知は兄弟）の預かり地となった。寛永 16 年 (1639) には、代官として両小川氏が任じ

られた。寛文５年（1665）には、熊本藩主細川綱利の預かりとなり、翌６年には山田・竹内の両代官制に復し、

延宝 5 年（1677）には永田が代官となり、天和２年（1683）には姫路より松平直矩が入り、大名領となった。

貞享 3 年（1686）また代官制 ( 小川藤左衛門 ) となり、その後の変遷があって現在に至っている、とある。

　誤記・誤解などもあるが、「山前の館」としての永山布政所がいつ造られたかは記されていない。「豊後国志」

付図には「月隈山」と記され、さらに「布政所」と記されている。

１－２　小川光氏と永山城

　永山城を築造したといわれる小川光氏については、従来謎の人物とされてきた。かつて藤野保氏は、「九州に

は小川姓を名乗る近世大名は存在しない。」として、「光氏は大名ではなく代官として入部した」と推察され、

「慶長期の日田・玖珠郡は、豊臣期のそれと等しく、大名預所と代官支配地よりなり、毛利氏と小川氏の支配領

域に分かれていた」としている（藤野保「支配体制と農村構造」『九州天領の研究』所収、のち『新訂幕藩体制

史の研究』に収録）。

　藤野氏が主要な典拠とした『永山布政史料』は、小川光氏について「豊後国志」の月隈城及び永山布政所の項
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を引用し、さらに豊後遺事の「小川光氏壱岐守たり、慶長六年日田、玖珠二郡内租額二萬石の地に封ぜられ、月

隈山に築き、丸山城と名け、此に居る」を引用し、さらに『岡為造氏著日田郡史には「慶長六年毛利伊勢守高政

支配の内、日田一萬石と玖珠一萬石とを割きて、小川壱岐守光氏を封す云々、当時日の隈城（日田町日隈公園の地）に

は、毛利高政の代官役所ありしを以て、光氏は更に月の隈に築く、其間友田村丸山（日田町の隣村、光岡村岳林寺の後

山）の仮城に居る。築城三年にして成就し之に移る。名けて丸山城といふ。此時友田村より少許の人家を移して城南に

住ましめ、丸山町といふ。今の豆田町は之が衣鉢をつぎたるものにし」』と記述している（p ３）。

　明確に大名としての配置とは記されていないが、城持大名として丸山城築造と丸山町の形成について述べてい

る。

　しかし、「代官ではないか」との藤野氏の推察は、中野等氏によって紹介された次の「御知行方　目録」によ

って完全に覆された（中野等「東京大学史料編纂所所蔵「徳大寺文書」『豊後国内御知行方目録』」（史料館紀

要第三号、1998）。

（表紙）

「豊後国内御知行方　目録

　　　　　　　　小川　左馬助　　　　」

　　　　御知行方　目録

一、五拾石五斗三升　　　　豊後日田郡内　　関村

一、三百八拾八石壱斗　　　　　同　　　岩屋原村

一、五百九拾七石四斗六合　　　同　　　　中村

一、弐百三拾七石九升　　　　　同　　　二くし（串）村

一、七百五拾四石九斗一升七合　同　　　　中嶋村

一、千百六拾三石三斗　　　　　同　　　　小迫村

一、六百九拾壱石七斗七升　　　同　　　　友田村

一、五百弐拾八石四斗六合　　　同　　　　山田村

一、五百八拾九石八升三合　　　同　　　　草葉村

一、七百七拾石八斗壱升七合　　同　　　小野河内村

一、九百弐拾七石壱斗三升七合　同　　　　堀田村　内

一、五百拾九石八斗八升三合　　同　　　　藤山村

一、五百九拾九石一升六合　　　同　　　　羽野村

一、千三百弐石三斗三升四合　　同　　　　坂本村

一、四百四拾三石九斗弐升七合　同　　　　城内村　内

　　　　〆九千五百六拾三石七斗壱升六合

一、千三石九升　　　　　　　　玖珠郡内　四ケ市村

一、弐千七百拾弐石八斗　　　　同　　　　松木村

一、三千弐百八拾弐石七斗三升九合　同　　野上村

　　　　〆六千九百九拾八六斗三升

一、七百八拾壱石八斗三升五合　　速水郡　北石垣村

　　　　此外百四拾六石九斗五升　海川成
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一、弐千六百五拾五石八斗一升合　　同　　竈門庄

　　　　此外六百八拾八石四升　　海川成

　　　　〆三千四百三拾七石六斗四升五合

　　　　　　合弐万石　者

　　右為御知行被遣候条、可有御所務候、御朱印重而申請可進之候、以上

　　　　　慶長六　　　　　　　　　片桐　市正

　　　　　　　九月七日　　　　　　　　　　且元　（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　喜左衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正次　（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　板倉　四郎右衛門

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勝重　（花押）

　　　　　　　　　小川　左馬助殿

　　　　　　　　　　　　　　　（※「二くら」は「二くし」に修正した）

　この目録によれば、小川左馬助（光氏）は片桐且元らから日田郡 15 村、9563.716 石、玖珠郡３村、

6998.63 石、速見郡２村、3437.645 石の合計２万石の領地を与えられた大名であることは、明らかである。

ちなみに後述の久留嶋康親「豊後国之内御知行方目録」は、同年同月同日付けで出されており、豊後の大名配置

に関する徳川体制の一環であることが理解できる。

　「慶長年間豊後国絵図」（臼杵市立図書館所蔵）には、「熊城毛利伊勢守」「角群城久留嶋右衛門」の城主で

あることは確認できるが、永山城に相当する箇所は貼紙が剝がれており、確認できない。しかし、村々の領主名

として「小川」と記されており、小川が領主であったことは間違いはない。その領地の構成を第 6 表にしている。

郡　名 村　名 　石高（石） 　　備　　考
日　田 　　関          50.53

　　岩屋原        388.1  
　　中          597.406
　　二くし（串）         237.09
　　中嶋          754.917
　　小迫       1163.3
　　友田         691.77

　　山田          528.406

　　草葉          589.083
　　小野河内          770.817
　　堀田　　内          927.137
　　藤山          519.883
　　羽野          599.016
　　坂本         1302.334
　　城内　　内          443.927

日田郡計        9,563.716

玖　珠 　　四ケ市        1003.09
　　松木       2712.8
　　野上         3282.739

玖珠郡計 　　       6,998.63

速水（見） 　　北石垣          781.835 　此外　146.95 石　海川成

　　竈門庄        2655.81 　此外　688.04 石　海川成

速水郡計        3,437.645

三郡合計 20,000
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　光氏が月隈（城内村）に築城する間、友田村丸山の仮城に入り、築城が成就して月隈に移ったので、丸山城と

名付けたということ、丸山町に友田村より人家を移した根拠は、城内・友田がいずれも小川の領地であったこと

に起因していたという説明が可能となる。

　小川氏の領域の全容も明らかになった。「布政史料」や従来の研究が、領地を日田・玖珠郡としているのに対

して速見郡にも領地があり、これが後に石川忠総に受け継がれたのである。

１－３　慶長６年の日田郡の領有関係

　関ヶ原合戦の後、豊後の大名配置は大きく変動し、ほとんど変化がなかったのは直入郡岡の中川氏のみであっ

た。中津城主黒田氏の筑前福岡移封後の豊前・中津には豊前一国と豊後国東郡一円と速見郡の一部を領した細川

忠興が入り（後、小倉に城地を移す）、豊後大分郡府内には高田から竹中重利（重隆・重信）が、速見郡日出に

は木下延俊が、海部郡臼杵には稲葉貞通が、同郡佐伯には、日田郡隈・玖珠郡角牟礼から毛利高政がそれぞれ入

部した（日田・玖珠郡で 27,953 石余の幕府領預かり地）。また肥後・熊本の加藤清正が、豊後の内、海部・大

分・直入郡に領地を持った。玖珠郡森には久留嶋康親が入り（日田・速見郡にも領地）、日田郡には先述のよう

に小川光氏が 3 郡に領地を持って入部している。

　慶長６年（1601）の日田郡内の領有関係は第 7 表のように整理できる。

　※小川領は「豊後国内御知行方　目録　小川左馬助」、久留嶋領は「豊後国之内御知行方目録」（『大分県史料　37』所収）、

幕府領（毛利預り）は「豊後国日田郡玖珠郡内御蔵入目録」（『佐伯藩史料　温故知新録二』所収）　による。

　久留嶋領は郡の北部、小川領は郡の中西部、幕府領は中東部・南部に配置されている。このなかで、注目すべ

きことは、城内村が 3 領の相給地（小川領 443.927 石、久留嶋領 82.813 石、幕府領 203.642 石、計 730.382 石）

となっていることである。後には森藩と幕府領（小川領 + 幕府領）の相給地となるが、日田盆地の中央に位置し、

交通上も要衝の地であった城内村が、この時点では 3 領に分かれていたことは、注意しておかねばならないこ

とである。

　この時点の村の単位は、正保郷帳（正保 4 年＝ 1647）以降の村とは、異なっている。例えば、小川領最大の

村である坂本村（1302.334 石）は正保では 281.311 石で、第 2 位の小迫村（1163.3 石）は 731.869 石である。

この村には、周辺の村々が含まれていると理解している。城内村の場合、正保郷帳では久留嶋領は 82.813 石で

変化がないが、幕府領は 445.247 石と大きく減っている。これは、旧小川領の城内村のみとなったからであろう。

領主・代官 村名 村数 石高（石）

小川　光氏
関、岩屋原、中、二串、中嶋、小迫、友田、山田、草場、

小野河内、堀田の内、藤山、羽野、坂本、城内の内
　15 　  9,563.716

久留嶋　康親
一野瀬、野保手、堤、池辺、夕田、石松、諸富、長尾、

羽田、月出山、城内の内
　11    3,802.38

幕府（毛利高政）

井出、竹田、求々里、城内の内、入津、石井、高瀬、栗林、

馬原、湯山、柚子木、五馬庄、万々金、大野、栃原、

堂尾

　16   15,070.804

 28,436.9
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　また、堀田村は小川領内には「堀田村　内」として 927.137 石となっているが、久留嶋・幕府領には村名は

みえない。正保郷帳では、幕府領のみで、173.853 石となっている。これも、周辺の村々が分離されたと思われる。

　この後、徳川家康によって慶長 11 年（1606）には福岡藩主黒田長政の室に 1000 石（小迫・渡里・入江・石井・

川下村）を、慶長 13 年には佐賀藩主鍋島勝茂の室に 1000 石（上野・苗代部・桜竹・赤石）と柳川藩主田中隼

人の室に 1000 石（堂尾・柚木・内河野・山手）が化粧料田として与えられている。しかし、これは一代限りの

もので、死後は収公されている。

１－４　永山城の改修

　『永山布政史料』に次のような記述がある（上巻 p10 － 11）。

　　日田郡史には「光氏卒して子なく、其地再び天領となり、家臣小川喜助・同又左衛門の二人、幕命を奉じて

　　守代を勤む（二人は大坂冬の役に出陣、筆者注）。留守居の老臣は、用心の為め要害を堅め、四方の塀に又

　　出塀を構へ、矢挟間を切り、内に小石を詰め、搦手の橋桁三間許り切落し、弓鉄砲其外武具を並べ、支配　

　　二十一ケ村（ママ、「目録」では日田郡は 15村全領では 21村、筆者注）の庄屋及筋目正しきものを集め警

　　固に任じ、若し事起らば両主の妻子を彦山にかくし、其餘は踐止まりて防戦せんとす、然ルに元和元年５月

　　大坂夏の陣も亦終を告げ、二氏帰城し、元和二年におよふ

　このことから、築城当時の永山城の概要と、大坂の陣という政治的緊張状況の慶長末年には、塀の外に出塀を

設けて矢挟間を造り、搦手口があり、そこには橋があり、守備を固めるため橋桁を切り落とすなどの改造が行わ

れたことがわかる。光氏以来の小川氏の政務期間は 16 年であった。

（２）　17 世紀の永山城

２－１　石川忠総と永山城、中津・杵築藩預り

　九州最初の譜代大名として永山城に入り、豊後日田・玖珠・速見・大分郡及び伊予の内を領したのが石川主殿

頭忠総である。『永山布政史料』は「元和二年八月石川主殿頭忠総が、小川、毛利両家守代地六万石の領主とし

て入城し、其年領分の検地をなし、城名丸山を永山と改称し、城下の町を豆田に移して永山町と称した。」（p11

－ 12）と記しているように石川は永山城に入り、豆田町を形成した。治世期間中の寛永９年（『永山布政史料』

は元和９年とするが誤り、筆者注）、肥後熊本加藤忠広の改易に際して、石川も「三千六百人を率ひて」出陣し

たという。加藤氏の領地を引き継いだのは豊前小倉の細川氏である。細川氏の領国は、小倉・中津及び豊後杵築

の小笠原氏と豊前宇佐郡竜王（後、豊後高田）の松平重直の４兄弟に分割支配されることとなった。

　石川は、寛永 10 年（1634）下総佐倉へ転封となり、石川領は大名預かりとなり、その城番は、中津・小笠

原家と杵築・小笠原家となった。

『永山布政史料』は次のように記している（p15）。

　　城番　　豊前中津城主　小笠原信濃守長俊

　　　　　　豊後杵築城主　小笠原壱岐守忠知
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　石川氏上地、以前毛利高政支配の分、此度杵築城主守代となり番代竹内猪右衛門永山城に在城し、元小川二氏

　支配の分は中津城主守代となり番代久野六太夫亀翁山（日の隈）に在城、寛永十一年諸吏入郡。( 略 ) 政務六

　年

　石川家家臣から引継をした小笠原両家の坂本・小笠原らから石川家の加藤らへ提出された「知行請取」の「覚」

が石川家の家老職を務めた加藤家に残っている（亀山市歴史博物館所蔵　加藤家文書 62 － 6 － 383）。

　今回の調査の大きな成果の一つである。

　　　　　豊後国石川主殿頭様先御知行請取申覚

一、主殿頭様長山之御居屋敷御目録并御家中衆（カ）家数御目録

　　付、家内有物小日記町人之手前相改、如帳面請取申候事

一、豆田・隈両町請取申候事

一、日田・玖珠・速見・苻内御領分村々御知行高之帳

　　付、小物成之帳請取申候事

一、主殿頭様御代中、被為立置候山林請取申候事

一、町人百姓以下対御家中衆聊申分無之事

　　　　以上

　　右条々無相違者也、為後日一札仍如件

　　　　　　　　　　　　　小笠原壱岐守内

寛永十年七月廿八日　　　　　　山本小兵衛　介房　　　（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　坂本助右衛門尉　昌仍　（花押）

　　　　　　　　　　　　　小笠原信濃守内

　　　　　　　　　　　　　　　丸山将監　忠正　　　　（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　犬甘半左衛門尉　政之　（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　小笠原伯耆守　政□　　（花押）

　　　加藤新五右衛門殿

　　　近藤杢右衛門殿

　　　小野二郎左衛門殿

　　　犬飼市左衛門殿
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　引き渡されたものは、①石川の「長山之御居屋敷」の目録と家臣の屋敷の目録と屋敷にある品々の目録、②豆

田・隈の両町、③３郡及び府内 ( 大分郡 ) の村々の知行高帳と小物成帳、④石川の代に設けた山林、⑤町人・百

姓は石川の家臣に問題はないこと、であった。

　まず、注目すべき事は、「主殿頭様長山之御居屋敷」である。丸山城を永山城と改称したことは、周知のこと

であった。しかし、「長山之御居屋敷」と明記されていることは、石川の居城のほかに御殿のようなものがあっ

たのではないか？とも推察できよう。また、家臣団の屋敷も形成され、「家内有物」は両家に引き渡されている。

この段階で城下町に相当するのは豆田町であるが、隈町も合わせて「両町」と呼称されている。『日田市史』に

おいて首藤助四郎氏は元和４年の中城村検地で 35 石余の「永荒」は豆田町の新たな拡大に充てられた土地で、

それ以前の造成地（丸山町）を加えると豆田町の高は 68.727 石余となるので、石川時代に拡大されたのが、豆

田町であると指摘している。一方、隈町は明記されているが、隈城については触れられていない。この時点で隈

城は廃城となっていたのであろう。　　　　　　　　　　　　

　日田郡渡里村には、寛永 13 年（1636）・14 年の「年貢免状」が残されている（長野家文書）。13 年の発

給者は久野六太夫と小田伊兵衛、14 年は久野と竹内猪右衛門である。久野は中津藩の番代、竹内は杵築藩の番

代といわれている（『永山布政史料』）。杵築藩竹内が永山城に在城し旧毛利家預り地を、中津藩久野が隈城に

在城し旧小川家領を支配したといわれている。首藤助四郎氏は杵築藩家臣が久野であり、中津藩家臣が竹内とし

ている（根拠は明確でない、筆者注）。いずれが、正しいのかは筆者には根拠がない。しかし、両者が別の藩士

であったとすると、預かり地の年貢徴収などは、両藩の共同責任で行われていたのであろう。　

２－２　代官支配と廃城・永山城　

　寛永 16 年（1639）には、幕府からの代官、小川藤左衛門正慶・小川九郎左衛門政重が派遣され、支配する

こととなった。「永山に宅座して国制を勤めた」（『永山布政史料』）といわれている。この記述を基に藤野氏

は、この年に「永山布政所」が設置されたとしている。そのため、多くの研究書が現在「永山布政所跡」と比定

されている地に代官所が置かれたとしている。しかし、役所としての代官所の設置は、この年かもしれないが、

「現、比定地」での「永山布政所」の設置に関する説明は不十分である。

　『永山布政史料』は、続いて「此間正保二年五月古城廻、町廻り検地があり検地奉行小磯左二兵衛、奥野小兵

衛、種田忠左衛門、野村次郎右衛門の四氏で、此節千原與兵衛が古城廻村里正を命ぜられた（千原家譜）」（ｐ

16 － 17）と述べ、別の箇所では、「役所は松平大和守領主時代、天和三年古城廻りの分松平侯御役屋敷に引揚

となる、又、貞享五年五月御屋敷成ると当時の庄屋千原家譜に記してあるから、役所は松平侯の御役屋敷を其侭

使用し、元締以下属吏の長屋は貞享五年五月落成したのであらふ」（p39）と推察している。

　2 ヶ所の記述を合わせると、小川代官によって石川領時代の「古城廻、町廻り」の検地が行われ、天和３年

（1683）の松平領時代に「古城廻」が「御役屋敷」となり、貞享５年（1688）に完成した屋敷が「永山布政所」

となり、それが幕末までの場所であったと整理できる。また、後述するように岡田代官時代の延享 2 年（1745）

の記録に、役所内の長屋が 2 度「建替」えられたとある。

　「古城廻」は、正保郷帳には記されてなく、寛文４年（1664）の「日田郡御高帳」では城内筋に村高

137.123 石、荒高 9.798 石、年貢率 47％の「古城辺（廻、『日田市史』の誤植、筆者注）明屋敷村」とされ、

「元禄郷帳」には村高 165 石余の「陣屋廻」となり、「天保郷帳」では、村高 172 石余の「陣屋廻村」となっ

て幕末に至っている。永山城の付属施設等であった地が陣屋廻村となったといえよう。

　石川氏の転封によって永山城は廃城となった。当時の永山城の状況を伝える唯一の記録が『豊後国古城蹟并海
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陸路程』である（『大分県郷土史料集成』地誌篇　所収、同書は誤植が多いので明治期に筆写された大分県立図

書館所蔵本で校訂したものが『大分県の中世城館　第一集文献史料編』に収録されている）。『豊後国古城蹟并

海陸路程』は正保国絵図・郷帳作成の基礎資料として作成されたものであり、17 世紀半ばの各領域ごとに城跡

や道筋などが記されている。城跡はあくまでも、その時点では使用されていない「廃城」（36 城）が調査の対

象となっている。

　日田郡では、「長山古城」「隈山古城」「ハりめ（針目）山」があげられており、「長山古城」の記載は次の

ようになっている。

　　日田郡之内、夜開郷城内村之内、長山古城、前者、石川主殿頭居城、高サ拾四間。上ニ而場之広、東西三拾

　　壱間、南北拾七間之場有。此場より三間下、北ニ東西九間、南北弐拾四間の場有。此所ニ水有之。此麓ニ東

　　西七拾間、南北弐拾間之場有。城の廻り三百七拾弐間。同四方ニ堀有。広拾弐間、深弐間、南ニ道有。此山

　　の麓より八拾間、南ニ小川有、歩渡り多。此川ニ添て町有。此城より東ニ当り、高城と申山あり。道法六町、

　　又北西ニ山有。此間七八町程御座候。

　直前の城主は石川忠総であり、平地からの高さが 14 間（約 25 ｍ）、一番高い所に①東西 31 間（約 56 ｍ）

南北 17 間（約 31 ｍ）の場所がある。そこから 3 間（約 5.4 ｍ）下がったところの北側に②東西 9 間（約 16 ｍ）

南北 24 間（約 43 ｍ）の場所があり、水場がある。さらに麓に③東西 70 間（約 126 ｍ）南北 20 間（約 36 ｍ）

の場所がある。三段の階梯式に廓が配置されている。それぞれ現在、①本丸②二の丸③三の丸と称している箇所

に比定できよう。城の周りは 372 間（約 670 ｍ）で四方に堀がめぐらされている、とある。『永山布政史料』

が伝える大正末年の現況では、「東北は空堀」としている。文政年間の森家絵図では、南面からの絵であり、東

北は確認できない。築造当初は、堀は周囲全域にあったと推察できる。堀の広さ（幅）は 12 間（約 21.6 ｍ）

深さ２間（3.6 ｍ）としている。南に小川（花月川）があるが、徒歩渡りで橋は架けられてない。川沿いに町（豆

田町）がある。

　ちなみに隈城は前領主は記されていない。高さ 12 間、①「上の場」（東西 32 間、南北８間）、３間下って②「馬

場」（東西 50 間、南北８間、さらに４間下って③「場」（東西 70 間、南北５間）とやはり三段になっている。

城の北川は「かち渡り多く」、南川は「かち渡りなし」、「城より北川を隔、道法五拾間有て町有」と隈町が記

されている。

　幕府に提出した「正保国絵図」（臼杵市立図書館所蔵）では、永山古城、隈山古城とあり、「陣屋廻」が記さ

れている。永山・隈両城ともこの時点では「古城」（廃城）であったことは、明確である。

２－３　親藩松平氏入部と永山城・武家屋敷地

　天和２年（1682）日田地域は三度目の藩領となった。新領主は、徳川家康の曾孫である松平大和守直矩であった。

直矩は、越前福井藩主であったが豊後に配流された松平忠直（家康の孫）の甥にもあたる。直矩は播磨姫路 15 万石

から日田７万石に左遷となり、同年４月に家老以下諸士 294 名が来着した（『日田市史』）。『永山布政史料』は「永

山を居城とし、大小の武家は町方を仮宅とした。（略）（幕府の上使から）朱印并に永山・隈山の二古城、豆・隈両町引

渡し」が行われたとしている（ｐ 26 － 27）。『日田市史』では家臣団は、豆田町（59 名）・隈町（56 名）など 17 町村

に 274 名 ( 御屋敷内 19 名を含む ) が寺院や庄屋・組頭・商人・農民などの家に分宿したとしている。

　入部翌年、天和３年の渡里村の「亥歳免定之事」（免状）によれば、村高 141.342 石の内、10.195 石が「当
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亥年より屋鋪成引」と年貢免除地となっている（長野家文書）。『永山布政史料』には「貞享元年（天和四年）

初春、永山城并に家中諸士の家屋造営が始まり、同３年初秋に至り家中作事大半整調したのに此年七月羽州山形

に転封」（p27）とある。渡里村の「屋鋪成引」とは、家臣の屋敷（家中作事）の用地であった。

　渡里村年貢免状では、翌貞享元年は、10.195 石であるが、同２・３年の屋敷引高は 10.56 石となっており、

転封となった貞享３年の免状（「寅年御年貢之事」）には「当寅年御取ケ松平大和守家来相極候通如此候」と記

述している。このときの発給者は代官小川藤左衛門であった。翌４年の免状の発給者は小川であり、屋敷引高は

10.56 石となっているが、「松平大和守…」の文言はない。そして、元禄２年（1689）の年貢免状（「巳御年

貢可納割付」）の発給者は代官三田次郎右衛門であり、屋敷引高（村高は 141.342 石）はなくなっている。渡

里村では、松平領時代（天和３年～貞享３年）とその翌年まで屋敷引高が計上されている。渡里村の元禄 3 年

の年貢免状に「田高拾石五斗六升　五ツ六分取　松平大和守家中屋敷、但、辰巳ノ起」とあることより、元禄元・

2 年に家中屋敷であった所が、元の田にもどされ、毛付地として課税対象地になったことが判明する。この地が、

松平家家臣の武家屋敷となる地であったと思われる。

　長野家文書には、草場村の年貢免状などもある。草場村の免状は、この期間に関連するものは、延宝９年（天

和元年）、貞享４年、元禄元年しか残っていない。つまり、松平領時代のものは残っていないのである。

　延宝 9 年の草場村の村高は 629.972 石であり、その内 1.49 石が「永荒」であり、ほかに引高はない。松平氏が去っ

た後の貞享 4 年の「寅年御年貢之事」の村高は 675.018 石で、引高などは 1.49 石の「永荒」、145.038 石の「屋

敷成」、1.786 石の「寅より屋鋪成」、0.354 石の「同溝成」、57.548 石の「寅日損風損虫損引」で、その合

計は 206.196 石となっている。発給者はここでも小川藤左衛門で「当寅年御取ケ并小物成共松平大和守家来相

極候通如此候」との文言がある。元禄元年の「辰御年貢可納割付」の発給者は三田次郎右衛門で、渡里村と同様

に屋敷成などはなく、引高は 1.49 石の「永荒」、0.28 石の「蔵床」、10.037 石の「当日損皆無」である。

　渡里・草場両村の残存資料から、屋敷引高は、入部翌年の天和 3 年から転出翌年の小川代官支配の貞享 4 年

まで行われたことが明らかとなった。この間に家中屋

敷の建設工事は、どの程度進捗したかは明らかではな

い。しかし、これらの地は、武家屋敷として村々から

差し上げられていたものであろう。

　『永山布政史料』では、代官所、代官官舎、松平家家中

屋敷について次のように記述している（p72 － 73）。

　　此時（小川代官の入部、筆者注）松平大和守家老

　　中の家敷を日田代官所として嘉永六年迄火難なし、

　　代官の館宅は日の隈城より移したるものなる事は

　　既記の如し（太宰管内誌の『今、日田郡長山の御

　　陣屋とて西国郡代の住む館宅あり、是日の隈の城

　　をうつしたる物なりと云ふ』との記述、筆者注）。

　　（略）松平侯引揚跡家中建家残らず入札にて御払

　　となり、屋鋪は元の地主へ戻る、城内、渡里、草場、

　　城、堀田、田嶋七ケ村（ママ、陣屋廻脱カ、筆者注）

　　高合六百石である（第 30 図参照）。
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　この記述から推察すると、家中の屋敷（600 石）は元の地主（村）に返却され、建造した家屋は入札で払い

下げられたという。渡里村の 10 石余及び草場村 146 石余の地が引高でなくなったことは、それを裏付けている。

そして、家老の屋敷は新築したものと思われるが、松平氏が移動の後、日田代官所（永山布政所）とし、代官官

舎は隈城から移築したという。第 31 図に「○○村御屋敷」と記された地が家中屋敷となった箇所である。

　永山城の造営関係については、「永山を居城とし」という記述しかないが、これだけ大規模な築造が行われて

いることから考えると、廃城であった永山城に一定の普請が行われたと思われる。この辺りの関係について『報

告書』において久多羅木儀一郎氏は次のように推察している。

　　永山城は（略）果して何時まで城として維持されたか、これに就ては的確に徴すべきものを未だ見受けぬが、

　　森春樹の亀山随筆に「日ノ隈城は元和天和の間にとりたりとしらる。松平家の時は其家老来りて是を治めた

　　り。今の永山の営は、其家老の宅を其まゝに用ひ給へるなり。」とあるに察すれば、爾後来任の代官は、恐

　　らく時代の推移と山城の不便なるより、山下の陣屋に居を定むるに至り、永山城は自然廃城に帰したのでは

　　なかろうか。斯の如くして永山城より永山陣屋（代官時代）へ、永山陣屋より永山布政所（郡代時代）へ、

　　永山布政所より日田県庁へと、順次変遷したのである。

　近世を通じて永山城の城主は、小川・石川・松平の三氏であった。幕府に提出した「元禄国絵図」（臼杵市立

図書館所蔵）には、「永山古城跡」と記され、以後「永山城」となることはなく、「城山」「永山古城」「月隈

城」となって明治維新に至っている。『永山布政史料』は次のように述べている。

　　三氏を通して僅か二十五年餘に過ぎず、爾余の約六十年は、小笠原、細川氏の預かりであった数年を除く外

　　は、代官の管掌する所であった。それは当城は日田代官廨廰の濫觴を為すもので、後年の所謂永山布政所は、

　　畢竟当城の延長に他ならぬのである。

２－４　旧領主石川家家臣に残る永山城絵図

　石川忠総は寛永 10 年（1633）日田から下総佐倉に移封し、石川家はその後近江膳所・伊勢亀山・山城淀・

備中松山に移り、延享元年（1744）に伊勢亀山に着任し、幕末までこの地の城主であった。現在、三重県亀山

市歴史博物館には、旧家臣で家老を務めた加藤家文書に３点、天野家文書に２点の「豊後日田」「豊後日田城」

などと注記された絵図が残っている。

　その概要と特徴を述べておく。

①「豊後日田　遠蕃　印　」（加藤家 41 － 0 － 17、彩色）　【第 32 図】

　最も情報の多い絵図であるので、少し詳しく記しておく。

　絵図の中央に永山城が描かれている。城を取巻いて堀がある。堀の注記に北東に「此打廻二町五十五間堀深一

丈」、西に「城外廻リ二町廿三間横六間深サ一丈」、南の「大手口」に「橋アリ」とあり、北にも口（搦手口カ）

があるが、注記はない。城内には竹林が描かれ「大竹山」と記されている。

　城の北側に家並みがあり、「村」と記されている。城の南東の川沿いに「御代官屋敷」とある。川については、

「石松川　谷川ナリ」「サイツ（財津）川　両方山ナリ」の合流点に「川上」「此所幅一町程　深三四尺歩渡リ」

と記されている。大手口の南に「町ヤ」が三筋の「マメタ丁」に渉る「橋アリ　長廿三間」とあり、その川下に「此

川筋ヲ豆田川ト云　廣所壱町程」、「熊（隈）川ト云　大河也」との合流点に「川下筑後ヘ落ル」となっている。
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　隈城は中島に描かれ「古城□也」と記され、川のなかに「四五丁ホト」とある。対岸に「町屋」が三筋の「ク

マ丁」がある。隈川の左岸に「此古城廻リ高サ豆田町ノ城ト同前、是ヨリ豆田町之城マテ廿三町アリ、此城昔毛

利伊勢守城之由、但シ、家来毛利隼人ト云者預ルノ由、城之南方舟渡、幅弐丁ホト、城之北ノ方岸高川瀬早ク渡

リナシ」と詳細な注記がある。

　永山城の東の対岸に「高城ト云古城アリ」「城マテ八町程」と記され、その南に「日田ヨリ豊前中津ヘ十三里

豊後ノ内里屋船付ヘ十四里」とある。里屋は速見郡にあり、かっての石川家領地の港湾であった。後には古市と

なり、現別府市亀川である。

　永山城の北奥には、「熊取山」、その南に「台」「村」、「城ヨリ八町程」（山名なし）、その西に「草場山」

「台」「城迄九丁程」とあり、北西に家並みが描かれ、「村」と記され、さらに「竹野山」「台」「田」、西に

は「渡リ山」「城まて七丁程」「田」とある。周囲の環境、景観を含めて相当詳細に描いている。現地調査が行

われたのではなかろうか。

②「十九　同州日田」（加藤家 41 － 0 － 61、彩色）

　絵図の西端に永山城が描かれ、「長山ト云」と注記され、城の中央に「本丸」と記し、城山の北と南東の山す

そに樹木が描かれ、城の南には「屋布」（やしき、布政所）が川から離れてあり、道筋が描かれている。北東の

道には「中津海道」と注記されている。布政所の南には橋があり、「豆田町」につづく。豆田町の道筋には食い

違いの道がある。豆田から「隈町」へは「此間十三町余」と記している。隈城は「隈山ト云、古城」と注記があ

る。隈川の合流点の描き方が誤っている。「四方ノ山皆険阻なり」とある。絵図としては①よりも略されている。

　欄外に「日田氏代々領之　大友氏兼領之　石川主殿頭　天和二年七万石松平大和守直矩」とある。このことか

ら、本絵図は十八世紀以降に描かれたものであることが明らかである。

③「豊後日田」（加藤 41 －５－ 127、彩色）

　本絵図は、②とほぼ同一である。隈川の描き方が間違っているため、上流の合流点に「筑後川」と注記している。

④「豊後日田城」（天野 42―0―36）

　簡単な素描で彩色はない。永山城の大手口から本丸への道筋が描かれている。隈城が大変険しく描かれている。

表題の「日田城」は珍しい記載であろう。後の「日田御役所」との記載と通じるものがあるかもしれない。

⑤「豊後日田」（天野 42―0―218、彩色）

　①の下書きのようである。文字記載はない。

　以上、５枚の絵図の概要を述べた。５枚の絵図は、石川家の日田時代に作成されたものとは思われない。日

田を離れた後、18 世紀以降に、かっての居城及び城下町の調査を行ったものと推察する。しかし、①の絵図は、

永山城についていえば、搦手口が描かれており、最近の発掘調査の成果とも一致する。今後の日田地域研究に資

するところは大であろう。

第
６
章



81

（３）　幕末・維新期の永山城

３－１　幕末期の永山城址と永山布政所

●稲荷社・天満宮について

　明治３年（1870）３月及び４年７月の「永山神主日記」（高瀬重良氏所蔵）に、次のような記述がある。

　　（明治三年三月）

豊後国日田郡陣屋廻村　永山古城之地　　　　産子

稲荷社　　　　　　御支配　日田・クス・下毛・怡土郡中

　　　　御祭神　

　　元和年間石川主殿頭殿豊穀祈願之為、奉勧請之由申伝候

　　社地　東西九十七間　南北弐十七間　

明和四亥十月、御郡代揖斐氏御寄付之地之由候

　　　永山　伊勢遥拝所

　　　永山　五穀稲荷社

　

（明治四年七月）

朔日　　晴天

　　　豊後国日田郡陣屋廻村鎮座

　　　稲荷社　　　日田県鎮守永山古城之地県庁崇敬之御社　　大原社神主兼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神主　橋本　千秋宇佐公春

一、 宮社建物

神殿　　　横壱間　　入壱間半

拝殿　　　横弐間半　入三間半

御炊所　　横壱間半　入壱間

（略）

　永山古城に稲荷社があり、それは、当時の日田県支配地（４郡）の産土神である。その稲荷は、石川忠総が「豊

穀祈願」のため勧請したものだという。神社地は 97 間 ×27 間（2,619 坪 = ８反７畝９歩）であり、その地は

明和４年（1767）に時の西国筋郡代揖斐十太夫政俊が寄進したとしている。稲荷と共に伊勢遙拝所（大神宮）

と五穀稲荷（第 32 図には永山布政所内にある）があったとしている。４年の記載では、稲荷の神主は大原社の

橋本千秋が兼務しており、宮社の建物として神殿・拝殿・御炊所が記されている。永山城及び周辺にはいくつか

の神社が存在していた。

　「西国筋郡代塩谷大四郎正義陣屋図」（山田家蔵、以下「陣屋図」とする『日田市史』付図）には、陣屋内の

東側の庭に竹垣で囲まれた神明宮（大神宮）があり、社前には二基の灯籠と鳥居が描かれている。景観が理解で

きる文政年間（1818 ～ 30）の「森家絵図」（第 28 図）には、南から橋を渡って永山城跡に入り、クランク状

の道を過ぎ、右折すると鳥居があり、東に進み、左折すると又鳥居があり、北に向かい階段を上ると立派な社殿

がある。元に戻り、クランクから直進すると右手に祠のような建物、さらに鳥居をくぐり、三差路を左に進むと

奥に社殿があり、その下段にも建物がある。三差路から右の山道を登ると又鳥居があり、さらに進むとまた、社

殿がある。このように見ると、城跡内には 5 つの社殿・祠があったことになる。また、陣屋内にも神社の建物（神

明宮、鳥居なし）、陣屋門前の西側も神社の建物（天満宮、瓦葺き、南に鳥居あり）が描かれている。明治２年
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の「永山神主日記」の「大祓」を勤めた際の絵図（第 32 図）には、門内の「御本陣」の北西に「五穀稲荷社」

が門外の西側に「天満宮」が、そして、堀の北側に「永山鎮守」が描かれている。

　「永山鎮守」「五穀稲荷社」「天満宮」「神明宮」はどのような経緯で建立されたのであろうか。勧請その他

については諸説あるが、『永山布政史料』に「馬原騒動」の願書（「乍恐以書付御訴訟申上候事」）が掲載され

ている。そのなかの一条に次のような条文がある。

　　（延享二年四月）

　　　　　　乍恐以書付御訴訟申上候事

　一、百姓共には御倹約被仰付候得共、御役所には御勘弁も不被成候哉、御長屋間もなく両度御建替被成、其外

　　　繕御普請多く、大分御仕替出銀殊之外被仰付、（略）扨又御役所之前後に天満宮・稲荷之社御建立被成祭

　　　日を御撰被成、両町辺へ御寄被成候而者相撲御とらせ御見物被成、其賄等も出銀に打掛候様に承知仕候

　この願書は代官岡田庄太夫の苛政を訴えたものであるが、農民には倹約を命じていながら、代官所の長屋 ( 役

人居宅 ) の二度の普請と役所の前後に天満宮と稲荷社を勧請し、祭日には相撲をとらせて見物し、その費用は「出

銀」として農民や町人に負担させているというものである。

　『永山布政史料』は稲荷社・天満社についてさまざまな記録を引用して述べている。

【豊西説話巻之三】

　一、陣屋廻村永山稲荷社は、往古よりありしを延享元子年御代官岡田庄太夫殿御代、亦々勧請ある、

　一、御陣屋御門前天満宮は、延享二丑年御代官岡田庄太夫殿御代に勧請なり、

【千原家記】

　元文参戊午年陣屋廻村永山天満宮を建玉ふ云々。按するに棟木に左の通り記せし由、当時の旧記に見ゆ

　（棟札）

　「永山天満宮元文三年戊午五月廿五日建立時御代官岡田庄太夫殿　願主陣屋廻村庄屋　此右衛門　大工棟梁　

　佐藤利平治　同　武右衛門」

　寛保二壬戌年、永山天満宮損所あるを以て是を修補す、按に左の通り記せし由書紀に見へたり

　（棟札）

　「豊後国日田郡陣屋廻村天満宮社　寛保二年戌六月加修理」

【千原家記】

　安永五年丙申五月七日、永山天満宮棟上、八月二十一日御遷宮、世話人千原幸右衛門　施主千原欣右衛門、

　御造営当時の御郡代揖斐富次郎殿、願主千原欣右衛門、大工佐藤武平治　竹田村同卯平次　瓦師十二町村儀右

　衛門

　最も古いのは、「千原家記」の元文３年（1738）の天満社造営であり、これは、棟札が付けられ、寛保２年

（1742）の修理も同様である。「豊西説話」は稲荷社の勧請を、従来からあったものを岡田代官が延享元年

（1744）に「亦々勧請」したという。天満宮の勧請は、延享２年と「千原家記」とは食い違いをみせている。また、

天満宮は、安永５年（1770）に造営、遷宮したという。当時の郡代は揖斐富次郎徸俊であり、瓦師がいる。文

政絵図にも瓦葺きで描かれている。神明宮（伊勢遙拝所）についての記載はないが、日田郡内には各地にあり、

布政所内にあったものが幕末・維新期に永山稲荷に合祀されたのであろう。
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３－２　永山城跡と千原家

　豆田町の千原家（丸屋）は、掛屋の中でも屈指の豪商であり、陣屋廻村の庄屋も務めていた。明治元年 4 月

に森藩及び岡藩から日田県へ引き継がれた旧幕府領支配の概要を示す「申送書」の冒頭に次のような記載がある

（『江戸幕府郡代代官史料集』（村上直校訂、日本史料選書 21、近藤出版社）。

　　　　　　　　陣　屋　附

　　一、豊後日田陣屋敷地高五石八升、前々より引高に相立、修復入用は陣屋附郡中割に相成申候

　　一、日田陣屋元牢屋敷高八斗六升三合高内引に相立候、修復入用は右陣屋附郡中割に相成申候

　　一、日田陣屋後古城山之儀、畑高四石五斗九升七合、元文三午年陣屋敷（廻カ、筆者注）村千原欣右衛門先

　　　　祖縄受之地所に候処、右山之儀前々より作付いたし、不浄の品取扱、其外立木等伐取候得は障有之由申

　　　　伝、自然と荒し置候に付、揖斐十太夫在陣中、右欣右衛門え年貢諸掛共、壱ケ年大豆三石六斗七升八合

　　　　宛之代銀に而地所借切にいたし、空地之場所え書物入候土蔵其外物置等舗理、追々杉・檜・桜之類植立、

　　　　尤右山之内え前々より在来候稲荷之小社再建いたし、都而地所先前支配に而進退有之候に付、村々に而

　　　　も、右稲荷陣屋鎮守と心得罷在、修復等は郡中入用にいたし来候由、地所は立木之儘地主方え差戻候間、

　　　　尚又相対次第可致旨申送候に付、先支配申送之通取計来申候

　その内容を示しておく。まず、陣屋廻村にある永山布政所の敷地の高は 5.08 石であるが、「引高」としてそ

の地の年貢納入は免除されている。しかし、敷地内の建物の修復費用は、陣屋付き（日田・玖珠郡内の幕府領）

の村々が負担することとなっている。陣屋にある牢屋の敷地高は 0.863 石で同じく引高であり、修復費用も郡

中割となっている。

　陣屋の後ろの城山（永山城跡）は、岡田代官時代の元文 3 年（1738）に竿入れを受け、高 4.597 石の畑地と

なった。しかし、その地を耕作することは「不浄」の品を扱うことになり、また立木の伐採もできないので、そ

のままの荒れ地となっていた。しかし、揖斐十太夫のとき、年に大豆 3.678 石の代銀納入が千原家に課された

ので、空き地に書物蔵を建て、杉、檜、桜などを植えている。そして、山内に前々からあった稲荷を再建した。

それ以来、人々は、稲荷を永山鎮守と心得るようになり、その修復は、以後郡中割としている。このとき稲荷敷

地は無税地となったのであろう。明治になり、神社地を除く、永山城跡は、樹木とも元の地主（千原家）に戻す

ので、そのまま申し送るというものであるが、その後公有地になっている。永山城跡は、廃城となり、畑地の扱

いを受け、千原家の所有となっていたこと、その地に稲荷宮が建造されたと理解できる。稲荷の敷地は、先に述

べたように「永山神主日記」に「明和四年亥十月、御郡代揖斐十太夫氏御寄付之地之由」と記されていることから、

この時から免租地となり、他の部分は千原家の所有であったとの記述と読み取ることができる。ちなみに、元文

3 年は、前掲の「千原家記」では、天満宮が建てられた年である。

３－３　廣瀬淡窓と城山、広瀬久兵衛と稲荷社参詣

　廣瀬淡窓の自叙伝「懐旧楼筆記」に永山城跡についての記事が散見される。いくつかをあげておこう。

　文政 8 年（1825）3 月 28 日には、塩谷郡代の招きによって城山で宴をしている。この時には、父三郎右衛門、

淡窓夫妻、久兵衛、伸平、弥六、謙吉（旭荘）など廣瀬家から子どもも含めて 12 名、ほかに山田恕平、藤屋七

兵衛も家族を伴って参加している。この宴席には塩谷も同席し、「宴終リテ後、命シテ府内ヲ歴観セシメ玉ヘリ」
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と記しており、日田市街の眺望を楽しんでいる。

　天保 2 年（1831）8 月 1 日には、旭荘と布政所に赴き、八朔の祝いを述べようとした。しかし、時間が早か

ったため、諌山安民、相良元達を伴って城山に登り「暫ク逍遥シテ」布政所に下りると礼謁は終わっていた。そ

の罪を詫び、家で謹慎（屏居）しようとしたが、塩谷郡代から「夫レニハ及ハサルヨシ沙汰」があった。淡窓は、

これまで何度も布政所に行っているが、このような「怠慢」は初めてで、「老ヒテ耄スルノ徴カ」と自戒している。

　天保 4 年 2 月 25 日には、布政所の前庭の桜の下で宴があった。服部ら役所詰の役人も参加し、弟子も加わっ

ている。途中から妻も呼ばれ、城山で宴をし、役人の妻も伴客となっている。「此日春靄野ニ蒙リ、百花皆開、

風光極めて美ナリ」と記している。翌日には礼に赴いたが、また宴となり、「夜ニ入リ、宿疾又発シ、心胸悪キ

ヲナセリ」とその後 29 日まで苦しんでいる。

　城山、永山城跡は代官所、郡代役所の接待や展望の場でもあった。

　稲荷社は日田の町人達にとってどのような存在だったのか。「廣瀬久兵衛日記」に次のような記事を見出せる。

日田を代表する商人広瀬久兵衛と稲荷社の関係について述べておこう。

　安政２年（1855）は２月朔日が初午だった。「両町・御陣屋よりも御城山稲荷社へ奉納、作りもの有之」とある。

稲荷社は、五穀稲荷と称される農業神とともに、商売繁盛の神であり、陣屋と豆田・隈両町の町人の尊崇を受け

ていた。「作りもの」（見立て細工）が作られている。

　安政５年の８月７日城山で「六度寺護摩祈祷」があり、夜になって養子の「源兵衛父子」が参詣している。

慶応 4 年（1868）正月 17 日には郡代窪田治部右衛門は日田を離れた。そして、森・熊本・岡・薩摩藩士など

が入れ替わり、立ち入って混沌の状況であった。２月４日が初午であったが、この日は大雪の後で、終日雨が止

まず、夕方からは「雷鳴甚敷」という状況だったが、神楽が奉納され、廣瀬家では例年の通り赤飯を蒸し、陣屋

の役人（中原氏）などに贈っている。

　日田県の成立（慶応 4 年閏４月 25 日）後の明治２年は２月４日が初午だったが、「例年の通稲荷社」に「備

え物」をし、「城山両町より見立細工」をした。また「御陣屋内ニも種々出来の由」と記している。３年は２

月 10 日が初午であった。この年は、「御城山稲荷社ニて御酒・むすひ」を「参詣の者へ」下されるというので、

両町から見物人が多く、「むすひハはやく相仕廻候へ共、酒ハ昼過迄」下されたという。このように、城山及び

陣屋内の稲荷は、さまざまな催し物も行われ、時代の変化の中でも、町人の町・日田の多くの人々の尊崇を集め

ている。

３－４　大神宮、稲荷社から月隈神社へ

　現在月隈神社に保管されている文書類の内、最も古いものは、天保 13 年（1841）正月 15 日改めの「大神宮

手拍子祭控日田町中」という記録である（以下、月隈神社関係の記述は同社所蔵文書による）。

　これは、「日田町中」の氏子として彦六ほか 51 名が申し合わせをした（ほかに３名の名前抹消）もので、12

月 29 日には、祭り座から門松（一対）と鏡餅（一重）が奉納され、正月 15 日と９月 16 日の祭礼には、中折・

御神酒・御供・御肴・洗米・七五三縄・葉竹・初穂（初穂・大神宮御初穂）が供えられている。

　明治 11 年（1878）正月改めの「手拍子祭　日田町氏子」という記録も全く同内容であるが、初穂が神宮御

初穂・天照星大神宮御初穂となり、「講中人名」として永山儀作など 75 人が署名している。

　明治以降の月隈神社（村社）について以下に略述しておこう。

　明治 11 年７月には、社地（北豆田邨字城山壱番、９畝７歩）を今後納税するので民有地一種への組み替え

のため、代価なしでの払い下げを願い出ている（結果不明）。明治 21 年には社殿が破損したため修理が加
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えられている。さらに、大正４年（1915）８月、豆田町役場から「大字北豆田旧陣屋廻」の「共有財産宅地

三百八十八坪ヲ村社月隈神社へ寄付スルコトニ町会ノ議決ヲ」を得、さらに日田郡郡長富屋直太郎の許可を得て

いる旨の通知があり、月隈神社の所有となっている。

　「月隈神社氏子総代庶務規程」によれば、大正８年には氏子総代３名（高取益多、佐藤源三郎、円川虎吉）が

決められ、氏子は 72 名となっている。この年には春季大祭が４月２日から３日に変更され、神武天皇祭となり、

費用 798 円余をかけて、「籠り堂」が新築されている。

　「庶務規程」には世相や地域を反映した記事も見られる。昭和６年（1931）には、当時流行していた「節劇」

（ふしげき、浪花節を利用した演劇）の無料興行が境内で行われ、天満宮の「泥鰌祭」で使用する肴・野菜は、

なるべくは前例に拠るが、適当な物と変更してもよいこととなった。泥鰌の確保などが難しくなったのであろう。

　昭和 24 年１月には、月隈神社の年間の祭礼（年中行事）が、基本的には旧暦を基準として定められている。

○月隈神社年中行事帳

　旧正月 15 日（新２月 12 日）大神宮祭　手拍子祭

　旧２月６日（新３月５日）初午大祭

　旧３月５日（新４月３日）春季大祭

　旧６月 27 日（新７月 22 日）風止厄除払祭典

　旧８月 23 日（新 10 月 14 日）天満宮泥鰌祭典

　旧９月 13 日（新 11 月３日）秋季大祭

大神宮・稲荷社・風除け祭・天満宮などさまざまな神が合祀された月隈神社としての年中行事となっている。

　現在月隈神社拝殿に 6 枚の額が保管されている。（第５章（１）参照）

その内、5 枚については、ある程度年代が推定できる。古いと思われるものから概要を述べておく。

① 高さ 60 ㎝、幅 37 ㎝であり、正面に「正一位　日田代官羽倉権九郎　稲荷大明神」と記されている。　

羽倉の代官在任は寛政５年～文化 6 年（1793 ～ 1809）である。

② 高さ 83 ㎝、幅 45 ㎝であり、正面に「正一位　稲荷大明神　三河口金次郎源輝光敬書」とある。三河口

八蔵金次郎輝光は三河口太忠の子でありその在任は文化 12 年～同 13 年（1815 ～ 16）である。

③④文政 5 年（1822）同年のものが 2 枚ある。

　　1 枚は、高さ 74 ㎝、幅・同型 41 ㎝であり、正面に「文政五壬午年吉辰　天照皇大神宮　玉田氏」、裏

面には「玉田新左衛門源則秀納之」とある。今 1 枚は、高さ 72 ㎝、幅 42 ㎝であり、正面に「文政五壬

午年吉辰　金毘羅大権現　玉田氏」、裏面には「玉田新左衛門源則秀納之」とある。1 枚は伊勢神明宮

へのものである。今一枚は、文化 15 年（1818）塩谷代官によって建立された金毘羅宮へのものである。

奉納者の玉田は、塩谷に従う代官所役人である。

⑤ 安政 4 年（1857）の奉納である。高さ 45 ㎝、幅 29 ㎝であり、正面に「王子　稲荷大明神」、裏面には「安

政四年丁巳七月吉日　施主千原幸右衛門鎮正　漆塗寄進　波多野国助延知　執筆千原太郎兵衛鎮誠」と

ある。

⑥ 奉納年代、奉納者は不明である。

　　高さ 89 ㎝、幅 73 ㎝であり、正面に「正一位　稲荷大明神」、裏面には「白川神祇伯殿御額所　京寺町
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通五条上人町　奥村政之進彫刻」とあり、京都での製作にかかるものである。

３－５　日田県庁から裁判所・林工学校

　明治元年（慶応 4 年 =1868）閏４月９日、郡代役所支配地域は長崎裁判所管下に入った。さらに、新政府は

閏４月 27 日、日田県の設置と松方助左衛門（正義）を初代日田県知事に任命し、松方は６月 11 日に着任して

いる。

●明治 2 年の陣屋周辺

　「永山神主日記」に明治２年に「永山大祓」いを勤めた際の、永山布政所周辺の絵図がある。日田県創設当初

の永山布政所の状況を第 32 図によって探ってみよう。

　まず、布政所（「御本陣」）の外を見ることとする。明治元年 9 月に「御上普請」（『永山布政史料』）に

よって架けられた豆田大橋（一新橋）は描かれていない。川沿いの道は、一間半幅であるが、「大道此節出来奇

麗也」と注記されている。布政所に向かって右折し、突き当りを左折すると布政所の「御門」がある。道の左側

は「ゲズカベ」（枳殻の生垣）となっている。生垣の外は、「畑ケ」であったが、「此畑ニ兵隊長屋当十二月建」

となっている。門を過ぎ右折すると「御城山道」であり、堀には「ハシ」が架けられている。城山道の左側の畑

も「役人衆屋敷十五六軒当十二月建」となっている。「役人屋敷」は、陣屋の東側にも「当冬弐軒建」とある。

布政所内の塀際には、「長屋」がある。これは、日田詰めの役人達の居所である。江戸時代の布政所には 10 人

から 15 人の役人がいた。日田県となって役人や兵隊が常駐し、人数も増加したと思われる。

　陰徳蔵は、文政２年（1819）に塩谷郡代の指示により、両町の富裕者から 712 俵の米を集め、救い米を備蓄

したものである。役所の東側の畑に２間半×５間の土蔵４棟が建てられた。この段階では２棟となっており、
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「当冬取崩しニ成ル」と注記されている。

●知事公舎・日田県庁の新営

　明治３年 11 月には日田・玖珠郡下で日田県一揆が勃発した。松方知事は８月以来東京出張中であり、閏 10

月４日には政府の民部大丞に栄進していた。長崎県知事野村宗七盛季が２代目日田県知事に任命されたのは、３

年 12 月 28 日であり、着任は４年２月４日であった。一揆の鎮圧軍は森藩兵であり、関係者の斬罪・絞罪等の

処刑は２月 27 日に行われた。

　大分県立公文書館所蔵の「太政官伺届留」に次のような願いがある。

　　当県庁并知事住居之義、御一新之際、不取敢旧陣屋ヲ相用候処、右陣屋之儀、二百七八十年前造営之古家ニ

　　テ、漸次朽腐、修理之道無之、霖雨中難保、御用取扱ニ差支候次第ヲ以、今午三月中新営取建度、積書相添

　　奉伺候処、知事住居建坪頗過当、其他練塀ヲ止メ、柵矢来ヲ補理いたし、総テ入費減方相立、猶又相□□付

　　紙御達之趣承知仕候、右ハ是迄知（事）住居坪数御定限も承知不仕候、夫（ケシ、「之御達も無之」）故、

　　過当之伺仕候義恐入候（ケシ、候而御座候）、夫々調直し再積書絵図面共差出申候、入費之義精々省略いた

　　し候得共、一体当県下之義、従来土地不相応物価高直ニ付、成丈減少為致相窺候事ニテ此節甚当惑之至ニ候

　　得共、御察当不得止再三吟味申付、聊減方相立候間、准々御瞭察伺之通御聞済被仰付候、而テ旧陣屋之義前

　　文之通、霖雨中実以凌兼、殆ト差支罷在候間、此節坪数御聞届ニ依テ県庁之分造営取掛候間、此段申上候、

　　依テ尚積書絵図面相添再奉伺候、以上

　　　　辛未（明治 4 年）　　五月　　日田県

　日田県設立段階においては、県庁と知事公舎は、とりあえず「旧陣屋」（布政所）を使用していた。しかし、

「二百七八十年前造営之古家」のため、破損も激しく修理も不可能のため、明治３年３月に新築工事を行うため、

見積書を提出したが、建坪が広すぎるとの指摘を中央政府から受けた。そこで費用軽減を基本に、塀も矢来とし

て、再見積書と絵図面を添え、再び伺い書を提出するとともに県庁の新営工事にも取り掛かるというのが本願書

の趣旨である。この願書は認められたものと思われる。願書に旧陣屋は 270 ～ 80 年前の建物としている。と、

なると、1600 年前後の建築となるので信じることはできない。改築・改修がないとしても、前に述べたように、

建物は 17 世紀末のものとなるが、岡田代官時代に「御長屋間もなく両度御建替被成」とあった。その建て替え

からでも 100 年以上経過しており、建物の老朽化は明らかである。

　「永山神主日記」によると、明治４年７月４日に、「県庁造営落成ニ付、明五日拂暁罷出浄祓執行可致候、此

段相達候事　　辛未　七月四日　　日田県社事達候」と橋本千秋ほか１名に県庁の落成式の祓いが命じられてい

る。県知事公舎も、２ヶ月ほどの工事で完成したのであろう。しかし、７月 14 日の廃藩置県で藩が県となり、

さらに 11 月 14 日には、豊後国一円（８郡）が大分県となり、日田県は廃止された。新しい大分県令には、岡

山出身の森下景端が任命された。新築された日田県庁舎と知事「住居」はほとんど使われることなく、その使命

を終え、大分県の管理下となった。

　その知事公舎及び日田県庁が建設されたのは、かつての永山城の三ノ丸に当る箇所であり、『永山布政史料』

が「石橋を渡って山麓の左手に、大分県立林工学校、右手に日田区裁判所が建っている。」と表現した場所だった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

３－６　日田県庁敷地・建物の無償払下げ願い

　明治５年学制が公布され、「国民皆学」のスローガンのもとで、近代学校制度はスタートをきった。近世日本
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で国内最大の私塾「咸宜園」のお膝元、日田では近代教育への対応は必ずしも順調ではなかった。特に、中等教

育（公立中学校）は明治 10 年代になってようやく動きをみせている。そうしたなかで、明治８年に中学設置の

運動があり、その用地として永山城、旧日田県庁跡地に目が向けられた。

　明治８年（1875）４月、第８大区５小区（陣屋廻、城内、中城、豆田、上城内、堀田村で構成）の戸長・区長・

学校取締から県令に次のような願いが出された。

　　　　　　　御　願

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第八大区五小区

　　曩ニ学制区画御確定ニ付テハ、当五小区ノ如キハ、第三十壱番中学区ノ中央ニシテ中学之位置ニ被定候処、

　　当区ニ於テハ中学建設ノケ所無之、大ニ人民嘆息罷在候折柄、先般御布令拝承仕候、学校之儀ハ一般人民共

　　立ハ勿論ニ候得共、創業之際、即今人民其場合ニ至兼候義モ可有之、仍テ中学ニテ無税地千坪無代償ヲ以テ

　　御下渡可相成言々有之、誠ニ民情ヲ御斟酌アリ難有次第奉感銘候、然ルニ当日田旧県庁ハ無税公有之地ニシ

　　テ現今御不用ト□察仕候ニ付、何卒旧知事之邸宅ヲ除キ、別紙絵図面朱引之通、地所并建物共無代償ニテ御

　　下渡被成下度、左候得者、中学区内ノ人民、上ハ朝廷至仁ノ御趣意ニ基キ、下ハ養才之基礎ヲ開キ、漸次文

　　明ニ進ムノ階梯ナラント歓喜此上モ無キ次第ニ付、出格之御詮議ヲ以テ、願意御聞届被成下候様、伏テ奉懇

　　願候也

　　　　　　明治八年四月十五日　　　　　　　右区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸長　合原　章三　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　区長　生池　直温　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学区取締　藤沢　索馬

　　　大分県令　森下　景端殿

　（異筆、後筆）

　「書面之趣ハ、其筋へ上申ノ上、何分可相達候事　明治八年四月廿日」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『学校敷地願』明治七・八年　県立公文書館蔵）

　県庁跡地（1,000 坪）は「無税公有之地ニシテ現今御不用」なので、「何卒旧知事之邸宅ヲ除キ、別紙絵図面

朱引之通、地所并建物」を「無代償ニテ御下渡被成下度」という願いである。そうすると「中学区内ノ人民」は、

「漸次文明ニ進ム」というものだった。

　このとき、出された「別紙絵図」が第 33 図に示すものであろう。

　絵図の南端が堀である。城山に向かって冠木門があり、そこから北へ向かい、階段を昇るとまた冠木門があ

り、それを北上すると永山城跡に向かう。この間の道は、かつてクランク状だったが直線となっている。日田県

知事「邸宅」は道の東側（後に区裁判所になる）に、県庁は西側に建設された。旧知事邸宅は 96 坪で中庭がある。

東・南・西には階段のようなものがある。北側には、雪隠・井戸・厩が設けられている。

　道の西側が旧県庁であり、中学校用地としたいという土地である。用地全体は願書では 1,000 坪とあるが、

朱引現畝は３反分（900 坪）とある。県庁本体の建坪は 206 坪とある。敷地のなかに土蔵が４棟あり、井戸が４ヶ

所、控所が１棟ある。△印は「鎮台造営」とある。「鎮台」とは明治３年の日田県一揆の後、「西海道鎮台分営」

（のち、鎮西鎮台日田支営）が設置されたものである。井戸３基、建物２棟がそれに当る。県庁の東側の階段が

玄関であろう。３つの建物を繋いだものと思われる。
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　さて、中学校用地払い下げの願書は「其筋へ上申」の上で、達すとの措置がとられた。明治初年大分県下各地

域では公私立の中学校建設の動きがあった。『大分県史　近代篇Ⅰ』によれば、「嚆矢としては中津の片端中学

（明治５年）、日田の教英中学（同６年）、臼杵中学（同７年）があったが、明治 11 年に片端中学・臼杵私学校、

13 年に教英中学が中学として県の認可を受けている」とある。明治６年に設置されたという教英中学の校地は

不明であるが、県の認可を受けたものではなかった。認可を受けるべく、校地と建物の確保のための願書だった

のであろう。

　教英中学の県の認可を受けての開校は明治 13 年３月であった（『日田市史』）。校名は平野五岳が命名し、

初代校長はのちに大分師範学校の校長となる河上市蔵で、建物坪数 99 坪、創立費用は 546 円であった。13 年

度は教授者４、生徒数 30、中途退学者 55 であった。生徒数は明治 17 年度には 96 人となっている。教英中学

の卒業者としては、のちの日銀総裁、大蔵大臣井上準之助、陸軍中将吉田平太郎等がいるが、明治 19 年には閉

校となり、跡地に日田郡立高等小学校が置かれた。（明治 20 年 7 月～ 34 年）

　その校舎に設置されたのが、県立農林学校である。明治 35 年５月 20 日に開校式が行われた。先に述べたよ

うに大正 12 年（1923）には日田農林学校、同 14 年には日田山林学校、昭和５年（1930）日田林工学校と改

称している。旧県庁跡地は、現在も県立日田林工高校の用地となっている。「旧知事之邸宅」は、明治９年に設

置された熊本地方裁判所の「支区裁判所」の区裁判所の一つとして明治 10 年１月 20 日に「豆田区裁判所」（の

ち日田区裁判所）として発足した（県下では大分支庁に５区裁判所が置かれた、『大分県史　近代篇Ⅰ』）。
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第 33 図　別紙「日田旧県庁」略図（絵図中の読みは筆者が付した。県立公文書館所蔵）
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おわりに

　以上、永山城と城址についてさまざまな視角から述べてきた。以下に、その概要を述べておこう。

　大正末年の永山城址の現況と 18 世紀末の永山城及び永山布政所の状況を述べたうえで、大名小川光氏による

築城と城下町、その所領の特徴について述べた。幕藩体制成立期の日田郡の所領構成と村の特徴や大坂の陣期の

永山城の改修を指摘した。

　さらに九州最初の譜代大名石川氏による施策や豆田町拡張、転封後の引渡しの特徴を指摘した。石川の転封後

に、後世の永山布政所が成立したとの見解に疑義を呈し、17 世紀末に成立したとの見解を示した。17 世紀半ば

の廃城後の永山城及び隈城の状況を述べ、城郭としての縄張り等の特徴も指摘した。

　永山城が三度目の城郭として機能した松平領時代について、特に武家屋敷の整備と家老屋敷が永山布政所とな

るとの見解を示した。

　今回の調査で発見された石川家家老の加藤家に残った永山城絵図の特徴も述べた。

　以後、永山城は近世を通じて廃城のままであったが、代官所の背後の城山として産土神や稲荷等の神社の敷地

として機能したが、その概要を述べた。維新期の稲荷と豆田町住民との関係も述べた。維新後は、月隈神社地と

なる経緯及び同社の近代の概要も述べた。また、維新期の永山布政所跡の状況と旧三の丸敷地に日田県庁及び知

事公舎の建設の経緯や完成後の状況についても新資料を使用して述べた。旧県庁敷地が学校敷地となることにつ

いても指摘した。

　しかし、まだ不明・不詳の課題は多い。現段階で収集できた資料を、なるべく素材のまま提示することによっ

て、今後の研究の発展を期したつもりである。ご理解賜りたい。

※本稿の執筆にあたっては、日田市文化財保護審議会委員大神信證氏及び日田市教委文化財保護課土居和幸・原

　田弘徳氏、大分県先哲史料館佐藤香代・大津祐司氏、県文化課佐藤晃洋氏の全面的な協力・支援をいただいた。

　記して謝意を表したい。
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今回の調査成果の一つに永山城跡の絵図がある。一つは「加藤家絵図」であり、一つは「森家絵図」である。

とくに後者は廃城後の幕末期の状況を描いたもので、城内南半の様子を伝えている。ここでは「森家絵図」に描

かれている城内の施設や道について、発掘調査結果などを参考に検討を加えることにする。

「森家絵図」には樹木の他に構築・建築物として石垣や神社と目される大小 6 棟の建物、鳥居と城内道が描

かれている。このうち石垣や建物が建つ場所は、石垣がその位置や高石垣の様子から現在の本丸跡、建物は曲輪

跡と推定される。これらと鳥居に A ～Ⅰ、道の各所にそれぞれ仮番を設けてみていくことにする。

絵図上面の山頂付近には石垣（A）がみられる。この石垣の左下方向には、1 棟の建物 B、2 棟の建物 C、1 棟

の建物 D があり、さらに建物 C から右下に 1 棟の建物 E、そして 1 棟の建物 F が描かれている。

　また、堀の南から描かれている道については、橋を渡って北に向かう道①は屈曲すると、右に曲がる道②と直

進する道③に分岐する。道②の入口には大きな鳥居 G が建ち、直進し、さらに上方に屈曲して建物 F に通ずる。

道③は緩やかに右に折れながら建物 E 付近で大きくカーブして右上に進むと、鳥居 H で直進する道④と⑤の二

道に分かれる。道④を進むと建物 C に通じている。道⑤は直進すると、鳥居Ⅰで屈折し、右に直進して右上方

に屈曲すると、再び左上方へと屈折して建物 B へと延びている。このように二つの分岐点を有する城内道であ

るが、これは帰安碑文によれば、文化 14 ～ 15 年に整備されたことになる。

　次に、城内の道に関して、発掘調査遺構や灯明穴、絵図面を参考にすると、まず、発掘調査では 3 次 26 トレ

ンチで階段状遺構が確認されている（19 頁）。現道から崖面北西方向に設置されたもので、階段状遺構を崖面

に沿って登った場合には、現道折り返しの道と交じわる。この場所から、頂上へと登る場合には右（東）方向へ

と屈折し、進むと再度左に折れて月隈神社下の石段前にたどり着き、左方向に設置された石段を登って月隈神社

にたどり着くことになる。こうした階段状遺構を起点とした、右・左・左と屈曲する道は、絵図の道⑤～⑦と同

様である。しかも、階段状遺構の上り口には、階段状遺構方角とは別に左（西）に進む現道があり、道④にあた

る。このことは帰安碑の正面が南東の方角を向いていることと無関係ではなく、実はこの階段状遺構から登り、

頂上から下ってきたことを意識している配置をなしていることになり、その位置は鳥居Ⅰの左側に建っているこ

とになる。

　このように考えると、道④を下った建物 E 付近のカーブは、現在の山へ登り口付近にあたると想定できる。

現道はこのカーブ後にほぼ真っ直ぐ下（南）の堀へと向っているが、絵図では道③のように山沿いに延びて、平

場から堀へと向っている。この道③の存在を示すのが、灯明穴である。写真 40（60 頁）の数字は灯明穴 1 ～ 3

を写したもので、灯明穴の高さが違うことがわかる。写真左側の 1 から３へと右上へと高くなっており、写真

右側に建物 E 付近のカーブがある。確認できた灯明穴 4 ～ 15 の現地表面からの高さ平均は約 170 ㎝である。1

は 180 ㎝、2 は 295 ㎝、3 は 370 ㎝であることからすると、本来は写真 40 の場所に右上から左下に向かう道

があったと推定できよう。

　以上により、絵図面の道を復原したのが第 34 図の推定図で、あわせて灯明穴の分布も掲載した。想定した道

③、道⑤～⑦に沿うように掘られていることがわかる。しかも、灯明穴は、1・10・11 の左（西）には掘られ

ておられていないことから、絵図面の道を意識したもの考えられる。このように絵図面の道は、帰安碑文から少

なくとも文化末期には整備され、文政年間に建物を含めた整備後の姿が描かれたと考えられる。道に関していえ

ば、道①・②は日田県庁略図（第 6 章第 33 図）にその痕跡が認められないことからすると、明治初年頃にはな

第７章　「森家絵図」に描かれた建物と城内の道について

（１）城内の道について
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くなったものと考えることができそうである。

　この道の入口にあたる堀の橋脚の位置については、「森家絵図」では堀の西側に描かれている。その場所は、

現況の堀中央部とはやや異なっている。しかしながら、「貞享絵図」（62 頁①）や「加藤家絵図」（62 頁③）

では堀の中央部となっていることから、文政年間も本来は堀中央部に橋が架かっていたと思われ、「森家絵図」

の表現は永山布政所を意識する余り、橋の位置が西側となったのであろう。

と考えることができそうである。

　道の入口にあたる橋脚の位置については、絵図面では堀の西側に描かれている。その位置は、現況の堀中央部

とはやや異なっているが、「貞享絵図」や「加藤家絵図」では堀の中央部となっていることから、文政年間も堀

中央に橋が架かっていたと思われる。

　こうした城内の道は、石垣（Ａ）を除く建物Ｂ～Ｆへと通じている。こうした建物Ｂ～Ｆについては、前章に

おいて、「永山鎮守」、「五穀稲荷社」、「天満宮」、「神明宮」などの神社が史料にみられるなど複雑なあり

方を示しているが、それらを整理すると以下のようにまとめることができる。

　森家絵図が描かれる文政年間以前の史料からは、まず岡田庄太夫の在任（享保 19 年～寛保 2 年）並びに再任

（延享元年～宝暦 4 年）期間には、

1738 年　陣屋廻村永山天満宮を建てる（「千原家記」）

1742 年　永山天満宮を補修する（「千原家記」）

　　1744 年　さらに陣屋廻村永山稲荷社を勧請する（「豊西説話」）

　　1745 年　御陣屋御門前天満宮を勧請する（「豊西説話」）

　　　　　　 御役所前に天満宮、御役所後に稲荷社を建立する。（「馬原騒動願書」）

となる。次に、揖斐十太夫の在任（宝暦 8 年～安永元年）をはじめとする揖斐富次郎（安永 2 年～安永 5 年）、

揖斐靭負（安永 6 年～天明 6 年）、揖斐造酒之助（天明 7 年～寛政 5 年）にかけては、

　　十太夫時代　以前からあった稲荷社を再建し、以後「永山鎮守」と呼ぶ（「申送書」）

　　　　　　　　永山春日社を勧請する（「豊西説話」）

　　　　　　　　永山に稲荷社を建てる（「造領記」）

　　1775 年　　 永山天満宮を棟上する（「千原家記」）

靭負時代　  永山に春日社を建てる（「造領記」）

記述となる。そして、塩谷大四郎（文化 14 年～天保 6 年）の 1818 年に金毘羅の祠が建てられる（「懐旧楼筆

記」）ことになる。

　こうした神社建築の流れをみると、永山城跡に建てられたものとその外側にあたる陣屋に関係するものとにわ

けられる。永山城跡内に建築された神社をみていくことにする。揖斐十太夫の頃に前々からあった稲荷社を再建

して、稲荷社を「永山鎮守」と呼ぶようになる。この「永山鎮守」については、明治 2 年の陣屋周辺地図（86

頁第 32 図）に、陣屋の北側にあたる永山城の堀内に「永山鎮守」と記載されている。再建したと記す「造領記」

がその場所を永山と記していることからも、十太夫が再建した稲荷社は「森家絵図」の建物Ｆに相当するものと

考えられる。この再築の稲荷社以前については、岡田庄太夫が陣屋廻村永山稲荷社を勧請し、翌年に御役所（陣

屋）後に稲荷社を建立したとあり、その場所が先の十太夫再建の稲荷社の場所と一致することから、建物Ｆは、

陣屋廻村永山稲荷社として勧請されたことになる。「豊西説話」では延享元年（1744 年）、「馬原騒動願書」

では延享 2 年（1745 年）と記すが、永山城跡には過去に延享 2 年銘の「稲荷大明神」と印刻された鳥居が存在

（２）建物について
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していた〔註 1〕ことからすれば、最初は延享 2 年に建築され、現存しない延享 2 年銘の鳥居は「森家絵図」の

建物Ｆの正面、あるいは参道正面に設置されたものと推察されよう。

　この稲荷社以外には、永山春日社がある。「豊西説話」では揖斐十太夫、「造領記」では揖斐靭負の時代に勧請、

建設されたと記されている。ここも建築時代に食い違いがみられる。また、1818 年の塩谷大四郎時代に建築さ

れた金毘羅社がある。詳細は第 5 章の帰安碑にまとめたとおりで、金比羅社の建設と参道整備が行われていた

ことには疑いの余地はないようである。しかしながら、この 2 つの永山春日社と金毘羅社については、その場

所の手掛かりとなる史料は確認し得てはいないが、廣瀬淡窓の「淡窓日記」〔註 2〕に次のような記事がみられる。

　文政 2 年　 厳君官府に到る。賀於県尹及属吏数輩。遂上城山。謁新（金カ）毘羅祠。観帰安碑。（正月 2 日）

　文政 13 年　謁府。是日　府君在豊前。服部権六留守。延見。（略）登城山謁諸神祠。（正月元旦）

　天保 6 年　 謁府而賀。見頓田順蔵。謙吉延謁如例。遂上城山。訪伝三所宮。（7 月 7 日）

　文政 2 年は城山（永山城跡）に登って金毘羅社に参り、帰りに帰安碑を見たこと、文政 13 年は城山に登って

幾つかの神社に参ったこと、文政 6 年は城山に登って 3 ケ所の神社に参ったことが記されており、いずれの記

事も、淡窓が陣屋（永山布政所）に趣いた際に永山城跡に立ち寄って神社参拝を行っている。これらの記述は、

城山に神社（祠）が 3 社存在していたことをうかがわせるものである。具体的には金毘羅社しかその名は見受

けられないものの、この 3 社には春日社も含まれていると考えられる。金毘羅社や春日社は森家絵図の建物Ｂ

～Ｅのいずれかに相当するものであろう。

　次に、永山城跡の範囲外である陣屋に勧請されたものがある。1745 年の御陣屋御門前天満宮がそれで、御役

所前の天満宮（「馬原騒動願書」）と、建築年代が同一であることから間違いないであろう。場所は、御役所（陣

屋）前とあり、明治 2 年の陣屋周辺地図には陣屋の御門前に「天満宮」と記載があることから、この天満宮は

陣屋（永山布政所）の南西にある神社（巻頭写真 3 を参照）にあたるものと推察される。

　以上のように、文政年間の絵図面の山道は、現在の道と大差なく、当時の旧状を良くとどめており、道①・②

や建物（神社）の考察などといった今後の課題も残るが、「森家絵図」に描かれている永山城跡南半は幕末期の

状況をつぶさに描いているといえる。

註 1　武石繁次『金石年史』上巻　日田市教育委員会　1973 年

註 2　『増補淡窓全集』中・下巻。文政 2 年（中巻 149 頁）、文政 13 年（中巻 429 頁）、天保 6 年（下巻 577 頁）
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永山城跡におけるこれまでの 4 次の予備調査と 3 次の発掘調査が行われたことで、一定の成果を得ることが

できた。ここでは、城の施設ごとにその成果と特徴をまとめていく。

天守跡

建物の痕跡が確認されなかったものの、北側の石垣１おいて、これまで未確認であった玉石垣が新たに確認さ

れたこと、櫓等の構築物の存在した可能性がある。

本丸跡

東側において、建物基礎となる数個の礎石が確認され、建物が存在することが判明し、永山城の中心的な施設

があったことを窺わせる。また北側の３の石垣において、Ｃの搦手口からＤの櫓台にかけて、鈍角に屈曲させる、

鎬（シノギ）を多用した石垣が確認されたことが特徴といえる。それとともに破城の痕跡もみられ、島原の乱後

に行われた可能性が指摘できる。

西側出入り口大手門の構造に関しては、ＤとＥの南北櫓台で虎口を挟みこむ構造であったといえる。また、調

査では多くの瓦が出土したことから、瓦葺の大手門が存在したことが伺える。搦手口に関しては、瓦の出土は見

受けられず、その門の構造の解明にまでは至らなかった。しかし、北側の郭から搦手口に到る通路にも高石垣が

施されていることが判明したため、より立体的な永山城跡の構造解明が進展した。

曲輪

Ｍについては、造成時のものと考えられる整地層とその北側には土塁の跡、Ⅱの堀内側の石垣 17 の存在が確

認されている。それとともにＨに通じる連絡通路のような階段状遺構が確認されており、構造解明の大きな手か

がりとなるものである。Ｏに関しては、城に伴うと考えられる遺構の存在は確認されなかったものの、大量の玉

石や瓦が出土しており、城に関わる施設の存在を窺わせる。

堀跡及び石垣

堀Ⅰと石垣 17 については、後世の積み直しがあるものの、寛文年間に堀が拡張されてできた「肥後どん堀」

に伴う石垣、また築城時に近い時期とみられる石垣も確認された。それとも、堀の深さについては現地表面から

約３ｍであることも判明した。

また全体的な石垣の特徴として、基底部には築城直後の慶長期や元和・寛永期の可能性がある石垣が残ってい

るとともに、石垣改修の変遷を見て取ることができる。さらに算木を除く積み石の大半が野面の河原石を利用し

ている点が特徴として指摘できる。これは永山城の立地環境に起因するところが大きいといえるが、この河原石

を利用して蔵だけでなく、住宅の建物基礎とする建築技法は日田独特のものであり、その礎となったともいえる。

以上の状況から永山城の施設配置を考えた場合、月隈山という独立丘陵の急唆な地形を利用して、小規模な施

設を多く作る点が特徴として指摘できる。このような在り方からは中世の山城的様相を窺うことができ、山城を

近世城郭として再整備し、高石垣の天守や本丸跡を備えた可能性が考えられる。

史資料との比較

まず、寛永年間の城を描いたと思われる加藤家文書には北側に搦手口の橋・南側に大手口の橋が描かれている

のに対し、貞亨絵図では北側の橋はなくなっている。このことから貞享期以前にはすで城自体の大幅な改築が行

われていた可能性を示している。また、堀の深さについては、「深サ一丈」と記されており、今回確認された深

さを裏付けるものといえる。さらに正保年間に記載された『豊後国古城蹟并海陸路程』に記載された曲輪Ｂ、Ｈ、

Ｍとの対応関係も把握できたことも大きい。

これまでの調査で確認された永山城に関する遺構は、削平を受けている箇所も見られるものの、築造時の痕跡
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を随所に残しつつ、寛文年間頃に改築がなされた頃の遺構を大きく損なうことはなく残存していることが明らか

になった。一方で、天守跡と本丸跡を除いた曲輪部分の調査については、部分的にしか行ってない。予備調査の

際に整地層があることが判明しているが、建物の存在は確認されていないことから、この部分の構築物の有無に

ついて、検討を加えていくことが、今後の検討課題の一つといえる。

　以上が、5 年間にわたって実施した永山城跡の発掘調査の成果の概要である。市内では初の本格的な城郭調査

事例となった今回の調査を総括すると、以下のようにまとめることができよう。

（1）本丸跡では、礎石建物 1 棟が確認され絵唐津・唐津壷・丹波焼擂鉢・朝鮮産雑釉陶器碗などの遺物が出土

したことや、本丸西側の大手口が確認され多数の瓦が出土したことにより大手門が存在した可能性が高い

こと、本丸北側で搦手口が新たに発見されたことなどから、本丸に礎石建物や大手門などの建築物や通路 2

ヶ所の存在が把握でき、城郭中心部の構造の一部が解明された。

（2）天守跡・本丸付近の石垣では、天守跡北側で新たな石垣が発見されたことや、本丸大手口－搦手口連結部

の石垣にシノギ技法が使用され、搦手口の算木に慶長期と思われる矢穴が確認されたことなどから、永山城

の石垣構築技術を知ることができ、築城当初の石垣が良好な状態で保存されていることが確認された。

（3）天守跡・本丸北側では、Ｍ曲輪において確認された「Ｌ」字状に巡るとされる土塁の痕跡や、この曲輪と

すぐ上段のＨ曲輪を結ぶ階段状遺構が発掘されたことから、これまで不明瞭であった城郭北側の構造につい

ての知見を得られた。さらに史資料調査で発見された「加藤家文書」に見られる城郭北側堀の橋の存在を想

起させる描写などにより、これまで城の裏側とされてきた北側の縄張りについて再検討が必要となった。

（4）城郭北側に設けた堀のトレンチ調査では、堀の深さ約 3.1 ｍで底面が箱堀であることが判明した。また堀

の内側法面には上下二段にわたって近世期の石積み痕跡が認められたことから、寛文 6 年（1666）の熊本

藩預地の頃に施工された堀北の拡張工事、いわゆる「肥後殿堀」を髣髴させる状況が確認された。

（5）永山城の石垣には、算木部分の加工石を除けば大半に河原の転石を利用した玉石垣が採用されており、こ

のような玉石垣を主体とした城郭は横須賀城（静岡県掛川市）が知られる程度で、石垣素材としてはその類

例が極めて限られたものであることがわかった。

（6）このような永山城の遺構は、慶長 6 年（1601）の小川壱岐守光氏による築城から元和 2 年（1616）入部

の石川主殿頭忠総の代まで使用され、その後一旦廃城となるが、天和 2 年（1682）に松平大和守直矩が居

城として再利用してから山形に転封されるまで、すなわち貞享 3 年（1683）までの間の構築物と考えられる。

それ以後は城として利用されることはなかったため、永山城は凡そ 80 年間の城郭であったといえる。

（7）17 世紀後半に廃城となった後は、城前に設置された永山御役所（永山布政所）へと政治の中心が移るが、

その後も永山城跡には郡代などにより稲荷社などの神社が勧請され、現在の月隈神社へと繋がる経緯が判明

した。また明治維新後には城郭の一部が日田県庁や学校、裁判所敷地となりながら公園化していく過程が地

籍図などから確認でき、廃城後も乱開発を受けずに遺構が保存されてきた経過が明らかとなった。

（8）永山城が築城された月隈山は阿蘇溶結凝灰岩を基盤としており、廃城後、神社参道拡幅に伴い発掘される

ことになった月隈横穴墓群や、このとき発見された人骨供養のために廣瀬淡窓が撰文した帰安碑が現存する

ほか、戦時中の多数の防空壕（特殊地下壕）や他所から移設された陰徳倉碑など、凝灰岩を利用した古代・

近代の遺構や近世期の歴史的記念碑などがよく保存されている。

（9）以上のように、永山城は近世初期に築城されて以降、廃城後は政治的機能が隣接する永山御役所に移るも

のの、日田の庶民の信仰の対象として存在し続け、また明治維新後は日田県政や近代教育の場として大きな

役割を果たすなど、日田の歴史において枢要な内容を有していることから、公園敷地に多数現存する金石文

などの記念物を含め、文化財の指定措置を図って保護すべき城郭であるといえる。
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時代 年代 事項 永山城の遺構

約９万年前 阿蘇４火砕流が発生し、日田盆地を埋め尽くす。その後、河川の浸食により、月隈山な
どの独立丘陵や辻原などの台地が形成される。

古
墳
時
代

6世紀後半 横穴墓群が営まれる

８世紀 横穴墓築造が終了する

鎌
倉
・ 

室
町
時
代

14～16世紀 横穴墓の再利用など、山全体が利用される。中世山城としても利用か。

安
土
・
桃
山
時
代

文禄2年 1593 大友氏の改易（除封）により、豊後国が太閤蔵入地となる。因幡国鳥取の城主宮部善
祥坊法印桂俊が日田・玖珠・速見の代官として検地。

文禄3年 1594 宮木長次郎が日田・玖珠2郡の郡代となり、日隈城を築城する。

慶長元年 1596 毛利高政が隈藩主となる。

慶長5年 1600 関ヶ原の戦いを受け、東軍方の黒田如水（中津城主）配下の重臣栗山利安に毛利氏が日隈城を開城。 
以後、徳川支配下となる。

江
戸
時
代

慶長6年 1601 小川壱岐守光氏が丸山城（月隈城）を築く。丸山町（豆田町）が成立する。 石垣構築 
搦手門で朝鮮系陶磁器（16世紀後半～17世紀初頭）

元和2年 1616 小川代官支配地・毛利氏支配地・速見郡を石川主殿頭忠総（譜代大名）が治め、日田藩主となる。 
丸山城を永山城と改める。丸山町を豆田町と改める。

元和～寛永期に大手門（石垣9）の石垣等
補修

元和・ 
寛永年間 18世紀以降にこの頃（元和・寛永）頃の永山城と周囲の様子が絵図で描かれる。 本丸跡で建物礎石を確認、唐津焼・丹波

焼、青花・朝鮮系陶磁器出土（17世紀前半）

寛永10年 1633 石川氏転封となり、日田玖珠2郡のうち、旧毛利氏預地は杵築藩（永山城代）・旧小川
代官支配地は中津藩（日隈城代）の預地となる。

寛永16年 1639 島原の乱を受け、幕府の地方支配機構強化のため大名預地から代官支配地への切り変え。 
二人代官、小川藤左衛門・小川九左衛門が着任。永山城前に布政所を設置。この頃、破却があったか？ 寛永期に大手門石垣（石垣9）補修

正保年間 1644～
1648

「豊後国古城蹟并海路程」中に「長山古城」の記載あり。 
「正保絵図」には永山城は廃城となっている。

寛文5年 1665 日田騒動（百姓一揆）により代官改易。このため熊本藩の預り地となり、永山の古城
番を置く。

寛文期に大手門（石垣9）補修 
大手門南櫓で有田焼出土（17世紀中頃）

寛文6年 1666 城の北に肥後殿堀を掘って備えを厳重にする（肥後ドンブ（ボ）リと呼ばれる自殺の
名所に）。 石垣16を備える堀I改修

寛文6年 1666 山田（日田在陣）・竹内代官（高松在陣）支配

天和2年 1682
徳川綱吉の大名統制策により松平大和守直矩が永山城に居城する。 
山上の城は不便であるため、山麓に館を築くも、館の完成を待たず山形に転封。 
（松平の支配は1686（貞享3）年まで）

貞享3年 1688 松平の転封により天領に復帰。永山城改修の跡？に小川藤左衛門が入り、代官所とし
た。

貞享年間 この頃（貞亨年間）の松平転封後の古城となった永山城と周囲の様子が絵図に描か
れる。

元禄元年 1688 三田次郎代官より一人代官（日田・高松兼任）となる

享保19年 1734 代官岡田庄太郎、陣屋門前に天満宮を勧誘（大正年間に月隈神社に合祀）

元文3年 1738 この時期に作成された寛永通宝が出土する遺構がKの曲輪で確認される。

寛政5年 1793 郡代羽倉権九郎、伏見稲荷大明神を勧請合祀。 
（代官専用の稲荷社として、一般の参拝はできなかったとのこと）

文化３年 1806 郡代羽倉権九郎、参道に鳥居設置

文化15年 1818
代官塩谷大四郎、月隈山に金比羅の祠を建てるため、山の一部を切り開き、山道（永山道）修理。 
この際、埋もれていた古墳時代の横穴墓が開口し人骨が出土したため、帰安碑（撰文：廣瀬淡窓）
を建てて供養

文政年間 1818～
1829

日田郡のうち、日田盆地を描いた絵図に、廃城後の永山城跡南側の状況が詳細に描
かれている。

安政2年 1855 肥後殿堀での水死者の供養のため、「南無妙法蓮華経」と刻んだ供養塔を堀のほとり
に建てる。
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時代 年代 事項 永山城の遺構

明
治
時
代

明治元年 1868 窪田代官が陣屋から逃走。松方正義が初代日田県知事として赴任。 石垣16下段の石積構築（近代以降）

明治4年 1871
廃藩置県により、現林工の位置に日田県庁が、現広場の位置に県知事官舎が設置さ
れる。 
大分県の成立により、日田県が廃止される。

明治14年
頃

1881
頃 県知事官舎跡に日田区裁判所が設置され、昭和45年まで裁判所として利用される。

明治35年 1902 県立日田農林学校（現在の県立日田林工高校）が開校する。

明治43年 1910 日田町が旧蹟保存の目的として、永山城跡の一部を公有化する。

大
正
時
代

大正4年 1915 日田町が公園指定し、「月隈公園」と呼ばれ始める。

昭
和
時
代

昭和19年 1944 小倉陸軍造兵廠として特殊地下壕が作られる。

昭和40年 
前後

1965 
前後 大分国体開催前に駐車場造成のため堀が埋められる。 石垣16上段の石積みを積み直し

平
成
時
代

平成20年 2008 都市整備課による「月隈公園整備事業」に伴う永山城跡の予備調査を開始する。 
(H20：予備1次調査、H21：予備2・3次調査、H23：予備4次調査)

平成21年 2009 月隈公園整備事業に対して、市民団体より要望書が提出され、日田市教育委員会主催
の調査報告と意見交換会を行う。

平成22年 2010
【発掘1次調査】を実施する。 
月隈城跡・月隈横穴墓群発掘調査指導委員会を開催する。 
月隈公園整備事業の大幅な見直しを行う。

平成23 2011

本年度から本格的な調査【発掘2次調査】を実施する。（調査区：B・C・D・E、5・6・
7・8・9・10）

永山城跡発掘調査指導委員会が開催し、今後の調査範囲と方針を得る。 
永山城跡の現地説明会を行う。

平成24 2012

前年度に引き続き、永山城跡の調査【発掘3次調査】が実施する。 
（調査区：A・B・O、1・2・3・16、Ⅰ）

永山城跡発掘調査指導委員会が開催して、翌年6月末までに県史跡の申請に関する了
解を得る。
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所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

永
ながやまじょうあと

山城跡

予
よ び

備1次
じちょうさ

調査

城郭 近世

石垣、土坑、ピット 陶磁器、瓦 　本丸跡で礎石建物跡が発
見 さ れ、 大 手 門 や 搦 手 門
の 構 造 の 一 部 が 判 明 し、
永 山 城 の 城 郭 の 平 面 構 造
を 考 え る 上 で の 基 礎 資 料
を 得 る こ と が で き た。 
　石垣は数回にわたる補修
痕跡や築城時の石垣が残っ
ていることが確認できた。さ
らに、破城の痕跡も確認で
き、廃城後の状況を知る手
がかりを得ることができた。 
　また、石垣に玉石を使用
している特徴を有している
事を見出すことができた。 
　さらに堀が箱堀でその深
さが、堀の北側では約３ｍ
であることが判明した。

予
よ び

備2次
じちょうさ

調査
石垣、土塁、土坑、
ピット 青磁器、陶磁器、瓦

予
よ び

備3次
じちょうさ

調査 階段状遺構、石畳 陶磁器、瓦、銭

予
よ び

備4次
じちょうさ

調査
石積み土塁の土塁、
堀

発
はっくつ

掘1次
じちょうさ

調査 溝、ピット 陶磁器

発
はっくつ

掘2次
じちょうさ

調査
礎石建物跡、門跡、
石垣 陶磁器、瓦

発
はっくつ

掘3次
じちょうさ

調査 堀跡、石垣、ピット 陶磁器、瓦
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